


研究費の適正な執行の徹底について 

研究費の適正な執行については，文部科学省が定める「研究機関における公的研究費

の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 26 年 2 月 18 日改正），「研究活動に

おける不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成 26 年 8 月 26 日改正），また

競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ「競争的資金の適正な執行に関する指針」

（平成 24年 10月 17日改正）などにより厳正な執行と管理が求められています。 

日本大学では，文部科学省のガイドラインを踏まえ，「日本大学における公正な研究

活動の推進に関する内規」（平成 28年 10月 3日制定），「日本大学における研究データ

及び研究成果の取扱いに関する要項」（平成 28年 10月 3日制定），「日本大学における

研究活動の不正行為対策に関する内規」（平成 28年 10月 3日改正），「日本大学におけ

る研究費等運営・管理要項」（平成 27年 3月 24日改正），「日本大学研究不正行為防止

宣言」（平成 25 年 4 月 1 日制定）などの制定・改正により各種の対応を図ってまいり

ました。研究費の適正な執行と管理は，研究者のみならず研究機関としての本学部にも

求められているところです。 

先生方におかれましては，研究費の取扱いについて十分ご理解いただき適正な執行と

管理を心掛けるようお願いいたします。 

この研究費の取扱い手引きは，日本大学として統一して作成しているものです。一部

手続き方法は，各学部の事情に合わせて記載していますが，学部の事情で取扱いを変更

することはできません。ご理解ください。 

 今回の主な変更点は，合算使用による共同設備の購入（科研費のみ）が可能になった

こと。また，一部文言の修正や臨時職員の給与改定にも対応いたしました。研究費使用

の際は，手引きを再度確認いただき誤りのないようお願いいたします。 

 大学として，社会からの信頼と負託に応えるべく，今後も研究費の適正な執行に努め

てまいります。先生方におかれましては，その研究費とする資金が公的な資金であるこ

とを深くご理解の上，適正かつ公正に使用いただきますよう重ねてお願いいたします。 

平成 29年 4月 1日 

理工学部研究事務課 



日本大学研究不正行為防止宣言 

日本大学は，「日本大学研究倫理ガイドライン（平成１９年３月６日制定）」に

定める行動規範の遵守のため，次の事項を宣言します。 

１ 日本大学は，研究不正行為を許しません。 

１ 日本大学は，研究不正行為に加担する行為を許しません。 

１ 日本大学は，研究不正行為の教唆を許しません。 

１ 日本大学は，研究不正行為に関わったものに対し，厳重な処分

を科します。 

本大学の研究者は，学術研究の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つ

ことを自覚し，常に良心と信念にしたがって，自らの責任で行動しなければな

らないという研究者としての倫理に関する基本的考え方を礎として，研究活動

を実践していきます。（日本大学研究倫理ガイドライン（抜粋）） 

※研究不正行為・・・ねつ造， 改ざん， 盗用及び研究費不正使用 

以  上 

平成 25年 4月 1日 日本大学 
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研究費等の取扱い及び使用方法 

この手引きは，日本大学における研究費等の取扱いに関する内規に基づき，本大学にお

ける研究費の取扱い及び使用・手続き方法について定めたものです。その運用に当たって，

本手引きに記載のない事項に関しては学部等において詳細を定めることがあります。 

１ 対象となる研究費 

 本手引きの対象となる研究費は，学内外から給付を受けた研究費，助成金及び補助金等

（以下「研究費等」という）です。ただし，別に定め（資金配分機関の要項及び契約書等）

がある場合は，その取扱いに基づくものとします。 

対象研究費 

①学内研究費として対象となるもの

●日本大学学術研究助成金 ●日本大学学術論文出版助成金

●理事長特別研究 ●学長特別研究 ●学部連携研究推進シンポジウム

●理工学部学術賞

●理工学部研究助成金

●理工学部学術シンポジウム開催助成金

●理工学部プロジェクト研究助成金

●理工学部科学研究費（若手研究）獲得支援研究助成金

●先導研究推進助成金

●私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

②学外研究費として対象となるもの

●受託研究費

●研究奨励寄付金

●科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金／科学研究費補助金）

●厚生労働科学研究費補助金（AMEDに移管された研究事業を含む）

●ひらめき☆ときめきサイエンス（研究成果の社会還元・普及事業）

●研究補助金

注：依頼書等は，支払科目ごとに提出先が明記されていない場合は，以下の提出先に提出してください。 

① 国内出張（専任），人件費等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・庶務課

② 国内出張（非専任），海外出張，通信運搬費等・・・・・・・・・・・・・・会計課

③ 消耗品費，機器備品費，印刷製本費，修繕費，業務委託費，賃借料等・・研究事務課

④ 消耗品図書費，図書費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図書館事務課

⑤ 研究支援者，臨時職員の申請窓口，会合費・・・・・・・・・・・・・・研究事務課
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２ 調達・支払いに係る注意事項 

物品を購入する場合などの調達・支払請求手続きは，以下のとおりです。 

① 経理規程，調達規程，図書管理規程に基づき，研究費等の支払いについては，請求

書による支払いを原則とします。 

② 請求書等の発行日から，30日以内に支払い手続きをしてください。

③ 見積書・請求書等のあて名は，「日本大学理工学部」（本部の場合は「日本大学」）と

してください。「上様」，「個人名」等では支払うことができません。また，「ただし書」

に品名が記入されているかを確認してください。「品代」や「無記入」の場合は支払う

ことができません。 

④ 外国通貨を使用した場合は，外貨を両替した時のレート表によって日本円に換算（小

数点以下は切り捨て）してください。なお，当該レート表がない場合は，支払った日

のレート（TTS）に基づき，日本円で支払い,支払った日の為替市場が閉まっている場

合,前営業日のレート（TTS）に基づき支払います。ただし,クレジットカードを利用し

たときの換算レートは,【立替払いについて】を参照してください。（また,換算は 1受

領書ごとにおこなってください。：理工追記） 

⑤ 科学研究費助成事業等で購入した機器備品・用品・固定資産図書については，寄付の

手続きが必要となります。 

【立替払いについて】 

① 研究推進の必要に応じて，研究の遂行に支障をきたす場合のほか，緊急な購入が必

要な場合や請求書払いができない場合など，やむを得ない理由がある場合については，

立替払いができるものとします。その精算の際に，支払依頼書等に，立替払いを行っ

た理由を記載してください。ただし，関係する研究課題等を勘案し，支払いができな

いことがありますので，注意してください。 

② 現金等により立替払いを行った場合，経理処理上認められる正式な領収書等を揃え

なければなりません。立替により消耗品(文具等，実験材料他)を購入する場合は予め

管財課に連絡し購入後速やかに管財課での検収を受けてください。 

領収書等に購入物品名等が明確に特定されていない場合は，1点ずつの品名・個数・

金額等が記載されている取引業者発行の内訳書を添付してください。 

③ クレジットカード（本人名義のカードに限る）を利用した場合，クレジットカード

で支払った際の領収書等を速やかに提出してください。 

領収書等に購入物品名等が明確に特定されていない場合は，１点ずつの品名・個  

数・金額等が記載されている取引業者発行の内訳書を添付してください。 

④ 海外でクレジットカード払いをした場合は，クレジットカード会社から送付されて

くる利用代金明細書の写しを提出し，そのレートで換算してください。 

ただし，年度末等により，年度内の立替金精算にクレジットカードの利用代金明細
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書の写しの提出が不可能な場合は，次の方法により立替金を精算できます。 

(1) 消耗品・図書の購入 

クレジットカード払いの領収書等を提出し，検収日の TTS レートで精算する。 

(2) 旅費の支払い 

クレジットカード払いの領収書及び交通機関のチケット等を提出し，領収日の

TTS レートで精算する。 

⑤ クレジットカードのリボルビング払いの場合は，支払うことができませんので注意

してください。 

⑥ インターネットによる取引や海外の業者との取引等において請求書又は領収書（以

下請求書等という）が発行されない場合は，証拠書類として，取引状況を説明するす

べての記録（品名，規格，単価，数量，金額及び支払方法等が記載されているメール

や申込み画面のハードコピー）を用意してください。 

⑦ 量販店等で発生するポイントなど，ポイントの付与が任意の場合は，貯めることは

できません。なお,ポイントを利用し,支払金額を充当した場合は,利用したポイント分

を差し引いた金額（現金やクレジットカードで支払った金額）をもって精算額としま

す。ポイントを利用した際の請求書等は,ポイント利用分を切り取らず,提出してくだ

さい。 

⑧ 研究費で出張した場合において,航空会社のマイルの取得は可能です。ただし,取得

したマイルは,私的使用を自粛し,次回以降の研究出張に活用するよう努めてください。

なお,公的資金によっては,マイルの使用が認められない場合があるので注意してくだ

さい。 

【公的資金及び本部助成金等による調達・検収について】 

＜理工学部では 1ページに記載の研究費を取扱いの対象とします。＞ 

① 全ての物品及び修理の発注・検収を管財課等事務局職員が行います。研究者が発注又

は検収を行った場合は，公的資金及び本部助成金等から支払うことができませんので

注意してください。 

② 保守点検作業時には，その作業完了時に申請元の教員と共に管財課等事務局職員が立

会います。立会者印が押印されていない作業報告書，請求書は無効となり，公的資金

及び本部助成金等から支払うことができませんので注意してください。 

③ データベース，プログラム等のデジタルコンテンツの開発・作成を業務委託する場合

は，成果物の検収については，納品時に申請元の研究者とともに当該業務を分掌する

課の事務局職員により，動作確認を行います。 
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３ 支払科目 

 研究費等の使用については，以下の各支払科目（①消耗品費，②通信運搬費，③印刷

製本費，④旅費交通費，⑤修繕費，⑥業務委託費，⑦賃借料，⑧手数料・報酬，⑨会合

費，⑩雑費，⑪機器備品費，⑫図書費，⑬人件費，⑭その他）に準拠してください。 

４ 予算執行 

予算の執行に当たっては，研究計画に基づき計画的に行ってください。なお，支払依

頼書等の提出期限（必着）は別途通知します。また，やむを得ず提出期限以降に研究費

を使用しなければならない場合は，必ず事前に所定の提出先（1ページ）までお問い合わ

せください。 

５ 使用方法 

【支出できない経費について】 

研究費等は，研究に直接必要な経費に充てることを目的として支出するものです。た

だし，研究に必要な経費であっても，次に掲げる経費には支出できません。 

(1)本大学で通常備えが必要な備品を購入するための経費 

(2)その他該当研究に関連のない経費 

【合算使用について】 

一つの支払いに対しては一つの研究費等を使用することが研究費の執行における原則

ですが，次の条件を備えている場合に限り，一つの支払いに複数の研究費等を合わせて

使用すること（以下「合算使用」という）が例外的にできます。ただし，１点又は一式

の価格が税込５万円以上の物品及び固定資産図書を合算使用で購入する場合は,【共用設

備の購入】を参照してください。なお,人件費では合算使用できません。 

また，合算使用する場合は，必ず事前に研究事務課までお問い合わせください。 

(1) 研究目的を達成するための合理的な使用であること。 

(2) 配分機関により合算使用が認められ，かつ，同一の部科校において管理されている

研究費等であること。 

(3) 合算使用する研究費等のそれぞれの費用負担の割合が明らかであること。 

また，複数の研究者の研究費等を合算使用する場合は，責任者を定め，「複数研究者に

よる研究費等の合算使用届」を提出する必要があります。 

(例１) 研究費Ａと研究費Ｂの用務を行う１回の出張（３泊４日）において，宿泊料の

１泊分を研究費Ａ，２泊分を研究費Ｂから支払う。 

(例２) １ダースの実験用消耗品を購入し，研究費Ａで１０個，研究費Ｂで２個使用す

る場合，使用した数量で按分し，それぞれの研究費から支払う。 

(例３) 大型の研究用機器が故障したため，その修繕費を使用頻度によって按分し，研

究費Ａと研究費Ｂから支払う。 

(例４) 研究費Ａの研究遂行のために実施したシンポジウムの会場使用料において，研

究費Ａの不足分を使途に制限がない研究費Ｂから支払う。 
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【共用設備の購入】 

共用設備とは,複数の研究者が持つ研究費等を合算使用で購入し,かつ共同で利用する

教育研究用用品,教育研究用機器備品及び固定資産図書をいいます。 

共用設備を購入する条件は次のとおりです。 

なお,共用設備を購入する場合は,必ず事前に研究事務課までお問い合わせください。 

（1)  共用設備を購入する研究者(以下「共同購入者」という)は,同一の部科校に所属

していること。 

(2)  共用設備を購入できる研究費等は,同一の部科校において管理されている科学

研究費助成事業であること。 

(3)   共同購入者の中から当該共用設備を管理する責任者を定め,購入に係る費用負

担及び維持管理の費用負担について,予め共同購入者間の合意を得ること。 

また,一人の研究者が持つ複数の科学研究費助成事業で教育研究用用品,教育研

究用機器備品及び固定資産図書を購入することも可能です。 

【支払科目別の使用方法及び手続方法】 

  支払科目別の研究費等の使用方法及び手続方法は以下のとおりです。なお，経費の使

用を含めて不明な点がある場合は，必ず事前に所定の提出先（１ページ）までお問い合

わせください。 

① 消耗品費

消耗品費は，調査・研究に直接必要な研究用消耗品で，耐用年数１年未満，若しく

は 1点又は一式の取得価額が 20万円未満（税込）のものをいいます。 

なお，耐用年数が 1 年以上で，1 点又は一式の取得価額が 5 万円（税込）以上 20

万円未満（税込）のものは用品となり固定資産と同様に扱いますので，「⑪機器備品

費」（18 ページ）を参照してください。コンピュータソフトについては，取得価額が

5万円（税込）以上であっても消耗品として取扱います。 

図書は，固定資産として扱いますが，研究費等により購入し使用する図書（研究費

図書）は消耗品図書として取り扱うことができます。 

逐次刊行物については，原則として，契約期間等が年度をまたがる場合は取り扱う

ことができません。 

電子ジャーナルや電子ブック等の利用に関しては，契約等の手続きがありますの

で，事前に図書館事務課に相談してください。 

消耗品としては，主に次のものが該当します。 

コンピュータソフト・OA用消耗品・試薬品・DPE・フィルム・ガソリン等 

【手続方法】 

A 消耗品の場合（文房具・実験材料・コンピュータソフト・OA用消耗品・試薬品・DPE・

フィルム・ガソリン(車両燃料費)等） 

① 消耗品の購入手続きは，金額にかかわらず全て管財課発注となります。予算管理
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ＷＥＢシステムに必要事項を入力し,調達依頼書に押印の上,見積書を添えて研

究事務課へ提出してください。業者からの納品先は，原則として管財課となりま

す。納品物は管財課での検収後，研究者本人へお渡しいたします。ただし，重量

物及び設置を伴う物品等，管財課へ納品出来ない場合は事前に相談してくださ

い。 

 ② 次のいずれかに該当する場合は，事前に管財課へ連絡してください。 

(1) １点又は１式が５万円（税込）以上であるが，実験材料，試薬，ガラス製

品のため消耗品として扱う場合 

(2) １点又は１式が５万円（税込）以上であるが，相当の理由により消耗品と

して扱う場合 

(3) ソフトは金額にかかわらず消耗品扱いとなりますが，ダウンロード版の購

入を希望する場合 

（4）レンタカー借用にかかる車両燃料費を申請する場合 

(5) 外国送金あるいは前払いにより消耗品を購入の場合 

(6) 緊急を要する場合 

ａ 研究機関を離れて，国内外の調査研究先等での購入の場合 

事前に管財課に連絡し，調査研究先で購入した物品について，可能な限

り写真を撮り，立替えた領収書と共に帰国後管財課へ持参してくださ

い。管財課で検収をいたします。 

ｂ 家電量販店等請求書払いができない場合 

原則として研究費では利用できません。 

(7) その他必要と認められた場合 

ａ  特殊な研究材料等で専門的知識を要するもの。 

【注意事項】 

a ソフトを購入の場合は，他の消耗品とは分けて，ソフトのみの見積書としてくだ

さい。 

b 消耗品であっても，合計金額が 100 万円（税込）を超える場合は，見積書が２者

必要となります。 

c 管財課で扱う「資料」は，学生への配布資料，あるいは研究資料としての利用の

ために，図書の原型を留めない利用の仕方をする場合及び比較的短期間の利用で，

おおむね一週間以内に処分するものに限られます。 

d 管財課の検収がない場合は，支払いができないことがありますので，注意してく

ださい。 

 e パーソナルコンピュータは，本体，表示装置，入力装置（キーボード，マウス等）

を最低限の機能を発揮する単位として一式でとらえます。プリンター等の他の PC

と共用・取替えができる周辺機器は単体として取り扱います。 

B  消耗品図書の場合（学術雑誌，参考図書，学術書籍，逐次刊行物，CD-ROM，DVD 等の

視聴覚資料等） 

 ① １点当たりの取得価格が５万円未満（税込み）の図書については，消耗品図書と

して処理を行い，消耗品費から支出することができます。なお，前払支出はでき

ません。 
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 ② 図書を調達する場合は，「図書購入依頼カード」（CST 図様式-1）（65 ページ）及

び「図書調達依頼書」（CST図様式-2）（66ページ）に必要事項を記入し，図書館

事務課に提出してください。その際図書を確認できる資料を添付してください。 

 ③ 研究事務課による研究費使用のチェック後，図書館事務課より発注し納品を受け

ます。図書館事務課より請求書等を研究者へ送付いたしますので，予算管理ＷＥ

Ｂシステムに必要事項を入力し，支払依頼書に押印の上，図書館事務課へ提出し

てください。検収後研究者本人にお渡しします。 

 ④ 次のいずれかに該当する場合，研究費図書の購入手続きは，研究者本人が発注の

委託により直接書店等へ手配することができます。 

(1)１点当たりの取得金額が 5万円未満の図書 

(2)緊急を要する場合 

例・研究を推進するため，緊急に図書が必要な場合 

・学内外の学会でしか配布されない図書を購入する場合 

(3)その他必要と認められた場合 

上記(2)(3)の判断は図書館においておこないますので，入手後直ちに図書館

事務課に連絡してください。 

また立替払いの支払い請求も含めて，支払い手続きの期日は，請求書あるい

は領収書の日付から 30日以内となっておりますので，必ず期日をお守りくださ

い。 

 ⑤ 研究者本人が直接図書を入手した場合は，「図書購入依頼カード」(CST 図様式

-1)(65 ページ)及び「図書調達依頼書」(CST 図様式-2)(66 ページ)に必要事項を

記入し，予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を入力し，支払依頼書に押印の上，

図書と必要書類と共に図書館事務課へ提出してください。 

 ⑥ 図書資料においても，関係者に配布するものや原型をとどめない使用をするもの

は「資料」として管財課での取扱いとなります。調達をする前に連絡をしてくだ

さい（前項 Aの【注意事項】を参照してください）。 

 ⑦ 大学として契約を必要とする電子ジャーナル，電子ブック等の購入及び利用契約

に係わる予算科目は「教育研究用消耗図書 電子資料」として取り扱います。な

お，特定の機器でしか使用できない電子ブック等は，図書としては取り扱いませ

ん。コンピュータソフトと同じ取り扱いとなります。 

 ⑧ 電子ジャーナル，電子ブックあるいはデータベースの特定の部分をダウンロード

する場合も，図書としては取り扱いません。情報利用料等になりますので，ご注

意ください。 

【注意事項】 

a 選書に際して，図書館・研究室蔵書との無益な重複は極力避けてください。科研費に 

おいては，原則として同一図書の複数購入は認められておりません。事前に図書館事

務課へ問い合わせてください。 

b 搬入された図書等は，検収後直ちにお渡しします。その際は，研究者本人の受領印が

必要です。また，保管場所は，原則として研究室としてください。 

c 管理義務期間は購入の翌年度末までとします。 

d 破損・汚損又は不用になった時は，管理義務期間にかかわらず，図書館事務課に連絡
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してください。 

  

② 通信運搬費 

 通信運搬費は，電話料，郵便料，宅配便料，各種送料及び機材等の運搬に要する経

費をいいます。ただし，自宅と研究室等間の資料等の送付・運搬に係る経費について

は，原則として支払えません。 

【手続方法】 

a 予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を入力し，支払依頼書に押印の上，請求書もしく

は領収書，レシートを添えて会計課へ提出してください。領収書，レシートは，A4

の用紙に貼付してください。 

b アンケートなどで送付先が多い場合は，送付先リストを添付してください。 

【注意事項】 

a 本来運送費単独では，会計課への支払依頼書によりますが，物品の請求額に含めて入

力する場合にのみ，主たる費用に含めて支払うことができます。 

  

③ 印刷製本費 

 印刷製本費は，論文の抜刷・図書の刊行等の印刷・製本に要する経費，コピー代を

いいます。ただし，収益（印税等）が伴う印刷・製本に係る経費については支払えま

せん。 

【手続方法】 

a 単価，合計金額に拘らず管財課からの発注となりますので，予算管理ＷＥＢシステム

に必要事項を入力し，調達依頼書に押印の上，発注希望業者の見積書及び仕様書を添

えて研究事務課へ提出してください。  

b 原則として印刷物は管財課で受領・検収となりますが，印刷部数等により量が多い場

合は管財課へ相談してください。 

c 他機関で文献複写をする場合は必ず事前に管財課へ連絡してください。なお,本学部

図書館を通じた文献複写の場合は，申し込み時に図書館カウンターにて研究費での支

払いの旨，申し出てください。 

d 印刷物については，納品後 1部（写）を管財課へ提出してください。 

  

④ 旅費交通費 

 旅費交通費は，研究に直接関わる資料収集，各種調査・研究，学会発表等の出席に

必要な旅費のほか，旅行代理店手数料，外国の空港税，空港（港湾）施設使用料等の

経費をいい，概算払いもしくは立替払いすることもできます。 

国内出張者及び国内からの招へい者（以下「国内招へい者」という）に係る経費は

「研究費等による国内出張旅費支給表」（11 ページ）に定められた金額を，海外出張

者及び海外からの招へい者（以下「海外招へい者」という）に係る経費は「研究費等

による海外出張旅費支給表」（12 ページ）に定められた金額を上限として支給し，出

張終了後，出張に要した宿泊費及び交通費に係る請求書等を提出し，精算しなければ

なりません。なお，特殊な事由がある場合に限り出張旅費規程第 4条に基づき，概算

払いをすることができるものとします。 
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また，出張期間は，業務等に支障のないよう最短期間とします。ただし，科研費等

公的資金と他の用務とを合わせて１回の出張をする場合は，当該研究費等と他の経費

との負担区分を明らかにして支払うことができますので，事前に研究事務課まで問い

合わせてください。 

例）【主たる用務が科研費による研究打合せで，研究奨励寄付金による学会発表も実施する場合】 

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 5 日目 

午前：成田→北京 

午後：研究打合せ 
研究打合せ 研究打合せ 学会発表 

午前：研究打合せ 

午後：北京→成田 

科研費 科研費 科研費 研究奨励寄付金 科研費 

 

(1) 国内出張の場合 

ア 交通費 

・国内における出張（近距離を移動する場合を含む）及び出入国等のために要する国

内交通費をいいます。 

・「研究費等による国内出張旅費支給表」（11ページ）の額を上限として，目的地まで

の最も経済的かつ合理的な通常の経路及び交通機関により計算し，鉄道，バス，航

空機及び船舶の運賃のほか，特急料金・急行料金・座席指定料金等を請求書等によ

り実費支給できます。なお，寝台料金は，宿泊料として支給します。 

・近距離（片道 50km 未満）を移動する際の電車賃，バス代等の領収書を入手するこ

とが煩雑と見込まれる場合は，旅費計算ソフト（駅すぱあと等）等の証拠書類を添

付することにより現金運賃を支給できます。 

・特急料金及び急行料金は一列車の乗車区間が 50km以上の場合にのみ支給できます。

なお，グリーン料金は支給できません。 

・原則として，本務先を起点とします。ただし，通勤手当支給の区間は，支給しませ

ん。 

・等級の区分がある場合には，最下級の運賃・等級とします。ただし，新幹線のぞみ 

は乗車区間が 300km以上の場合に支給できます。 

イ 日 当 

・日当は，交通費や宿泊料以外に見込まれる出張経費を補うための諸経費や昼食代を

いいます。 

・国内における出張に要する日当を支給することができます。ただし，海外出張に伴

う国内移動にかかる日当は支給できません。 

・「研究費等による国内出張旅費支給表」（11ページ）の額を上限として支給できます。 

・日帰り出張における日当は，往復 100km 以上の場合，支給できます。ただし,本部

若しくは部科校又は本大学施設への出張については,支給できません。 

ウ 宿泊料 

・宿泊料は，宿泊料金，寝台料金及び宿泊に伴う諸雑費（税込・サービス料等）をい

います。なお，食事代は,宿泊料金とセットになっている場合のみに支給できます。 

・「研究費等による国内出張旅費支給表」（11ページ）の額を上限として請求書等によ
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り実費支給できます。ただし，学会等で宿泊施設が指定されている場合は，この限

りではありません。 

・宿泊中に生じたアルコール類・クリーニング代金等は，個人負担とします。 

・前泊又は後泊（出張先での打ち合わせや準備その他の用務が一切ない場合の出張期

間の延長を言います）は,出張先への距離,移動時間及び用務開始・終了時刻等を勘

案し,必要な場合に認められます。理工学部は校舎が離れているため,一律の時間で

の基準は設けませんが,研究遂行上の必要性を十分検討の上,申請してください。 

エ その他 

・出張関係手配に要する旅行代理店の手数料等が生じた場合は，請求書等により支払

います。 

【手続方法】手続きの流れは，37ページの「国内出張手続き」を参照してください。 

a  出張前の手続書類（14日前までに庶務課へ提出してください。） 

 ① 「出張許可願」（CST庶様式-1-1）（38ページ） 

 ② 「出張予定表・申請書」（CST庶様式-1-2）（39ページ） 

 ①と②は『予算管理ＷＥＢシステム』の旅費入力画面（「旅」のマーク）にて必

要事項を入力→保存→印刷→送信した上で，印刷したものを提出してください。 

 ③ 出張日程確認書類（開催案内，プログラム等） 

 上記がない場合は「出張予定（日程）表」（CST庶様式-2）（40ページ） 

 ④ 交通費計算における証拠書類（駅すぱあと等） 

b 出張後の手続書類（帰着後 3日以内に庶務課へ提出してください。） 

 ① 「出張復命書」（CST庶様式-3-1）（41ページ） 

 『予算管理ＷＥＢシステム』の復命書入力画面（「復」マーク）にて必要項目を

入力→保存→印刷→送信した上で，印刷したものを提出してください。 

●科研費による出張は，専用の「出張報告（記録）書」（CST庶様式-3-2）（42ページ）

の提出になります。 

 ② 「出張旅費精算書」（研究費予算の場合提出）（CST庶様式-4）（43ページ） 

 ③ 領収書等（研究費予算の場合提出） 

 ・領収書等は購入内容等が明確に記載済のものを提出 

・タクシーや高速道路を利用した場合は,余白に利用区間を明記してください。 

・クレジットカードを利用する場合は研究費の手引き「立替払いについて」（2ページ）

を必ず参照してください。 

c 専任以外（非常勤等）の出張手続書類（会計課へ提出してください。） 

 ① 「出張願」（CST会様式-1）（64ページ） 

 ② 出張日程確認書類（開催通知，プログラム等） 

 ③ 領収書等の書類 

 ④ 支払依頼書 
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研究費等による国内出張旅費支給表            （単位 円） 

区 分 
交   通   費 

宿 泊 料 日 当 
日帰り日当 

（往復100km以上） 鉄 道 航空機 船 舶 

国内出張者 

国内招へい者 

 

普通料金 

 

 

普通料金 

 

 

普通料金 

 

 

12,000 

 

 

3,000 

 

 

1,500 

 
 

備考  ・原則として，上表に掲げる額を上限とする。 

・本学出張旅費規程第 5 条第 2 項に基づき，利用可能な往復割引その他各種割引を適用

して計算するものとする。 

 

(2) 海外出張の場合 

ア 交通費 

・日本国を出国する地から日本国へ入国する地までの交通費をいいます。 

・「研究費等による海外出張旅費支給表」（12 ページ）の額を上限として，目的地

までの最も経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算し，航空，船舶，

鉄道などの交通費を請求書等により実費支給できます。 

・請求書等のないものは支給できません。 

・出国及び帰国時における日本国内の交通費は，「(1)国内出張の場合」（9ページ）

を準用します。 

・料金が時期により変動する場合，その出張時期に該当する運賃を支給します。 

イ 日 当 

      ・日当は，交通費や宿泊料以外に見込まれる出張経費を補うための諸経費や昼食

代をいいます。 

・日本国を出国する日から日本国へ入国する日までの日当を支給することができ

ます。 

・「研究費等による海外出張旅費支給表」（12 ページ）の額を上限として支給でき

ます。 

ウ 宿泊料 

 ・宿泊料は，宿泊料金及び宿泊に伴う諸雑費（税込・サービス料等）をいいます。

なお，食事代は,宿泊料金とセットになっている場合のみに支給できます。 

・「研究費等による海外出張旅費支給表」（12 ページ）の額を上限として実費支給

できます。ただし，学会等で宿泊施設が指定されている場合は，この限りでは

ありません。 

・宿泊中に生じたアルコール類・クリーニング代金等は，個人負担とします。 

エ その他 

・入出国税，空港(港湾)施設使用料等は，請求書等によりその実費を支払います。 

・予防接種は，雑費として支払いますので，「⑩雑費」（18 ページ）の項目を参照

してください。 

・出張関係手配に要する旅行代理店の手数料等は，請求書等により支払います。 
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【手続方法】手続きの流れは，44ページの「海外出張手続き」を参照してください。 

a-1  出張前の申請手続書類（１か月前までに庶務課へ提出してください。） 

 ① 「海外出張（渡航）願い出について」（CST庶様式-5）（45 ページ） 

 ② 「海外出張許可願」（CST庶様式-6）（46ページ） 

 ③ 「誓約書及び出発届」（CST庶様式-7）（47ページ） 

 ④ 出張日程確認書類（学会のプログラム・招へい状等） 

 ⑤ 出張予定表（日程表）様式任意 

 ⑥ その他必要書類 

a-2 出張前の支払手続書類（会計課へ提出してください。） 

 ① 支払依頼書 

 ※教職員への支払と業者への支払の両方が必要な場合は,それぞれの支払依頼書を

作成し業者への支払依頼書には,②,③の写し及び④を添付してください。 

 ② 海外出張許可願の写し 

 ③ 旅費計算内訳書及び出張予定表（日程表）（任意書式） 

 ④ 請求書及び内訳明細書・領収書等 

b 出張後の手続書類（帰国後 14日以内に庶務課へ提出してください。） 

 ① 「帰国届（復命書）」（CST庶様式-8）（48ページ） 

 ② 「海外出張報告書」（CST庶様式-9）（49ページ） 

 ③ パスポートの写し（顔写真及び出・入国印のページ） 

  「自動化ゲート」を使用する場合であっても，有人レーン型の自動化ゲートを利

用するか，ゲート通過時に担当官に申し出て出国又は入国のスタンプ（証印）を

受けてください。 

 ④ 「海外出張旅費精算書」（CST庶様式-10）（50ページ）及び領収書等の書類 

（＊ ④は，会計課へ提出） 

 ⑤ その他必要書類 

 

研究費等による海外出張旅費支給表         （単位 円） 

区 分 
交   通   費 

宿泊料 日 当 

航空機 鉄 道 船 舶 

海 外 出 張 者 

海 外 招 へ い 者 

ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ 
普通運賃 
相 当 額 

普通料金 普通料金 24,000 3,000 

備考 1 原則として，上表に掲げる額を上限とする。 

2 交通費（航空機）は，利用する航空機の出発日におけるエコノミークラス普通運賃に

相当する額とする。 

 

(3) 招へいの場合 

招へい者は，原則として，専門的知識の提供やシンポジウム，セミナー等の開

催に伴う講演等，当該研究の遂行上必要と認められた者とします。 

なお，国内招へい者は，講演等（所得税法第 204 条において報酬・料金に該当

するものとして列挙されている場合）を目的に招へいする場合，講演料のほか，

交通費，宿泊費，日当等に対しても所得税を源泉徴収しなければならない場合が
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ありますので，事前に庶務課に相談してください。 

また，海外招へい者は，講演料，交通費，宿泊費，日当等の総支給額に対して

原則として 20.42％課税となります（非居住者等に対する所得税と復興特別所得税

を源泉徴収）が,租税条約相手国からの招へいの場合は，「租税条約に関する届出書」

を支払いの日の前日までに税務署へ提出することにより，所得税の軽減又は免税

を受けることができますので，事前に庶務課に相談してください。 

   ア 交通費 

・国内招へい者及び海外招へい者に係る国内旅費については，「(1)国内出張の場

合」（9 ページ）を準用します。 

・海外招へい者については，居住する地から日本国に入国する地及び日本国の出

国地から外国に居住する地までの経費は，最も経済的かつ合理的な経路による

運賃を上限として支給できます。 

・料金が時期により変動する場合，その出張時期に該当する運賃を支給します。 

・国内交通費については，請求書もしくは領収書（あて名は「日本大学理工学部」

としてください）により実費支給できます。近距離の交通費については，旅費

計算ソフト（駅すぱあと等）等の証拠書類を添付することにより支給できます。 

イ 日 当 

・国内招へい者については，「(1)国内出張の場合」（9 ページ）を準用します。な

お,学外者に限り,本部若しくは部科校又は本大学施設への出張であっても,日

帰り日当を支給できます。 

・海外招へい者については，居住地出発日から居住地帰着日までの間を限度とし

て，「研究費等による海外出張旅費支給表」（12ページ）により支給できます。 

・当該研究の招へい目的以外の日程については支給できません。 

ウ 宿泊料 

・国内招へい者については，「(1)国内出張の場合」（9ページ）を準用します。 

・海外招へい者については，「研究費等による海外出張旅費支給表」（12 ページ）

の額を上限として支給できます。 

   エ その他 

・入出国税，空港(港湾)施設使用料等は，請求書等によりその実費を支払います。 

・その他の経費が必要な場合は，当該支払科目により実費を支払うことができます。 

【手続方法】 

a 招へい前の手続書類（14日前までに会計課へ提出してください） 

 ① 「研究者招へい申請書・報告書」（CST研様式-1）（67ページ） 

 ② 交通運賃等の計算は，「駅すぱあと」等の旅費計算ソフトの料金を適用します。 

 ③ 理工学部客員研究員等で受入れを希望する場合は，「客員研究員受入申請書」（CST

研様式-2）（68 ページ）及び履歴書を添えて，手続き期間内に研究事務課へ提出

してください。平成 29年度受入れに伴う申請手続き期限は次のとおりです。 
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なお,公的資金等による受入れについては,研究事務課までご相談ください。 

 

受入開始 時期 4月 10月 

申 込 締 切 日 平成28年12月21日（水） 平成29年6月30日（金） 

 ④ 理工学部客員研究員に対する招へい状の発行および海外招へい者に，ビザを取得

するための書類として「招へい保証書」等の発行を必要とする場合は，研究事務

課に相談してください。 

 ⑤ 宿舎として船橋校舎内の笠原記念館を利用する場合は，（船橋校舎）庶務課で申

し込み手続きをしてください。 

 ⑥ 科研費で招へいする場合 

   * 国内から研究協力者を招へいする場合は，招へいされる研究協力者の所属長

宛に送る「出張依頼書」を研究事務課に提出してください。 

 ⑦ 入国ビザ取得等に関する手続きは，招へいする研究者本人が行ってください。 

 * 海外から研究協力者を招へいする場合は，本人宛の招へい状（Invitation  

Letter）（様式任意）のコピーを研究事務課に提出してください。 

b 招へい費用について 

 ① 予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を入力し，支払依頼書と「研究者招へい申請

書・報告書」（CST 研様式-1）（67 ページ）国内の場合は 14 日前までに，海外の

場合は 30日前までに会計課へ提出してください。 

 ② 海外招へい者が，現地にて外国通貨を使用して航空券等を購入した場合は，「2 

調達・支払いに係る注意事項④」（2ページ）に留意してください。 

c 招へい後の手続書類（帰着後 30日以内に会計課へ提出してください。） 

 ① 「研究者招へい申請書・報告書」（CST 研様式-1）（67 ページ）（招へいした研究

者が作成） 

 

 

② 領収書等の書類（領収書，レシート等は A4の用紙に貼付） 

⑤ 修繕費 

 修繕費は，機器備品等の修理代をいいます。当該研究費等で購入したものでない研

究用機器であっても，当該研究遂行上必要な場合は，修繕費から支払うことができま

す。なお，修理の妥当性及び必要性について判断させていただきますので，必ず事前

に管財課に相談してください。 

【手続方法】 

a 修理金額にかかわらず管財課発注となります。予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を

入力し，調達依頼書に押印の上，見積書を添えて研究事務課へ提出してください。 

b 緊急に修理が必要な場合は，管財課へ連絡してください。 

c     管財課が修理に立合い，修理報告書により検収をします。 

【注意事項】 

a 修繕をする機器等の資産番号を明記してください。 

b 修繕にかかる費用は原則として機器購入価格の 50％以下の金額を目安とします。 

c 管財課の立合いがない修理については支払いができないことがありますので，十分注
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意してください。 

 

⑥ 業務委託費 

 業務委託費は，人材派遣，電算業務，設備関係保守等の研究遂行のために外部へ委

託することが妥当と認められるものをいい，委託契約に基づく経費などが対象となり

ます。原則として，契約期間等が年度をまたがる場合は支払えません。ただし，科研

費等で契約期間が年度をまたがる場合は 24 ページを参照してください。必ず事前に

管財課に相談してください。 

【手続方法】 

a 金額にかかわらず管財課発注となります。予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を入力

し，調達依頼書に押印し，見積書及び委託の内容がわかる仕様書等の詳細を添えて研

究事務課へ提出してください。 

b 30万円（税込）を超える場合は，契約書等を締結します。手続きによっては，時間を

要する場合があるので余裕をもって申請してください。 

c 保守・点検の場合，予め契約書に実施予定日を記載しますので調達依頼書提出時に実

施希望日を連絡してください。 

d 保守・点検等には管財課が立合い，報告書により検収をします。 

e 人材派遣の契約については，庶務課に相談してください。 

 

⑦ 賃借料 

 賃借料は，レンタカー借用料，機器のリース代，会場使用料等をいい，賃貸借契約

に基づく経費等が対象となります。 

(1) 出張先で使用するレンタカーについては，請求書等により支払います。ガソリ

ン代は消耗品となりますので，「①消耗品費」（5ページ）を参照してください。 

(2) 研究会等で会場使用料が必要な場合は，請求書等により支払います。 

【手続方法】 

a 金額にかかわらず管財課発注となります。予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を入力

し，調達依頼書に押印し，見積書及び賃借の内容がわかる仕様書等の詳細を添えて研

究事務課へ提出してください。 

b 学内・外で機器を賃借する場合は借用期間によらずあらかじめ管財課に相談してくだ

さい。 

c 

 

 

機器のリースを希望する場合は，事前に管財課へ相談してください。毎年度リース開

始時期は，4 月開始，10月開始を原則として受け付けます。開始日の 2か月前までに

「賃借契約願いについて（新規・取替）」（CST 管様式-6）（82 ページ）を提出してく

ださい。 

ｄ レンタカー借用料及び会場使用料を申請する場合は,事前に管財課へ相談してくださ

い。 

【注意事項】 

a 

 

b 

 

機器のリースは，リース期間を通じて同一の研究費から支払うことが可能な場合のみ  

認められます。 

出張先でレンタカーを利用する等やむを得ず立替えた場合は【立替払いについて】（2

ページ）を参照してください。なお，その際に公務出張である事がわかる裏付け書類
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c 

を添付してください。 

レンタカーを使用した場合は，調達依頼書の備考欄に使用理由を記載してください。 

  

⑧ 手数料・報酬 

 手数料・報酬は，講演，翻訳，通訳，英文校正，専門的知識の提供等，所得税法第

204 条において報酬・料金等に係る源泉徴収する場合として列挙されているもののほ

か，情報利用料，外貨送金手数料，銀行振込手数料の経費をいいます。原則として，

契約期間等が年度をまたがる場合は支払えません。 

(1) 講演会，研究会，国際シンポジウム等の講演（招へい）者には，謝金を支払うこ

とができます。原則として 1回につき,学内者の場合は 3万円（税別）,学外者の

場合は 5万円（税別）を上限とします｡ 

(2) 講演会，研究会，国際シンポジウム等の通訳にかかる経費を支払うことができま

す。専門会社等に依頼する場合は，請求書に基づき支払いますが，個人に依頼し

た場合は，原則として 1日につき，学内者 3万円（税別），学外者 5万円（税別）

を上限とします。 

(3) 講演会，研究会，国際シンポジウム等の資料にかかる翻訳，校閲の経費を支払う

ことができます。専門会社等に依頼する場合は，請求書に基づき支払いますが，

個人に依頼した場合は，翻訳は日本語 400字当たりおおむね 4,800円，校閲は外

国語 300 語当たりおおむね 2,600円とします。 

(4) 海外出張に伴い，査証料・査証取得手数料が必要となる場合には，その請求書等

により支払います。ただし，旅券の取得（更新を含む）・ページ増補に必要な印

紙代・証紙代等は，個人負担となります。 

(5) 講演料等の個人報酬については，所得税を源泉徴収する義務があります。また,

契約相手のマイナンバーを取得する場合がありますので，事前に庶務課に相談し

てください。 

【手続方法】 

a 謝金等を支払う場合は，予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を入力し，支払依頼書に

押印の上，当該講演会等の開催通知，プログラム等を添えて，必ず事前に会計課へ提

出してください。 

b 講演会等の講演（招へい）者に講演料等を支払う場合は，予算管理ＷＥＢシステムに

必要事項を入力し，支払依頼書に押印の上，当該講演会等の開催通知，プログラム等

を添えて，必ず事前に会計課へ提出してください。 

c 日本国と租税条約又は協定を締結している国からの講演（招へい）者については，原

則として租税条約に関する届出書を作成し，管轄税務署に提出するものとしますの

で，事前に庶務課へお問い合わせください。 

d 講演会等の通訳者に通訳料を支払う場合は，予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を入

力し，支払依頼書に押印の上，請求書を添えて会計課へ提出してください。請求書等

に，時間，単価等が記載されているかを確認してください。 

個人に支払う場合は，予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を入力し，支払依頼書に押

印の上，請求書を添えて会計課へ提出してください。 

- 16 -



e 講演会等の資料にかかる翻訳料，校閲料を支払う場合は，予算管理ＷＥＢシステムの

「摘要」欄に対象者の氏名，論文名等の必要事項を入力し，支払依頼書に押印の上，

請求書を添えて会計課へ提出してください。  

請求書等に，文字数，単価等が記載されているかを確認してください。翻訳,校閲後

の原稿の一部分を会計課へ提出してください。 

f 上記以外の手数料等を支払う場合は，予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を入力し，

支払依頼書に押印の上，請求書を添えて会計課へ提出してください。 

g インターネット等による研究データの情報収集等の情報利用料の費用は，会員登録契

約書等によって，研究に関連することが明確な場合に支払うことができます。申請す

る場合は，契約書又は会員登録証の写しを添付してください。ライセンス契約が必要

なソフトの利用も同様です。 

【注意事項】 

a 租税条約の届出書について 

 ① 租税条約については，必ず事前に庶務課にお問い合わせください。届出書は庶務

課にあります。 

 ② 租税条約の届出書は，講演（招へい）を依頼する者が記入し，講演（被招へい）

者が正副 2枚にサインをした上で，支払日の２日前までには，必ず庶務課に提出

してください。 

 ③ 来日から講演料等の支払日まで日程に余裕がない場合は，郵送で届出書に講演

（被招へい）者のサインをもらい，来日前に庶務課に提出してください。（税務

署指導） 

b 講演会，研究会，国際シンポジウム等の通訳にかかる費用は，原則として 1日につき，

学内者 3 万円（税別），学外者 5 万円（税別）を上限としています。時間給で支払う

場合は請求書等に，時間，単価等が記載されているか確認してください。 

 

⑨ 会合費 

 会合費は，研究に必要な研究会・打合せ等の弁当代・茶菓代，調査等に係る訪問先

等への手土産代をいいます。原則として，研究会・打合せ等の弁当代は 1,000円程度，

調査等に係る訪問先等への手土産代は 3,000 円程度までとします。ただし,科学研究

費助成事業等では手土産代を支払うことはできません。 

また，懇親会費については，支払うことができません。 

【手続方法】 

a 弁当代・茶菓子等が必要な場合は，予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を入力し，支

払依頼書に押印の上，請求書を添えて研究事務課へ提出してください。 

b 手土産代等が必要な場合は，予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を入力し，押印の上，

請求書を添えて研究事務課に提出してください。ただし，科研費では，手土産代を支

払うことができません。また，学外公的資金での手土産代の支払いについては，事前

に研究事務課に相談してください。 

c 研究討議，情報交換等を目的として主催運営する学会・シンポジウム等における懇親

会費については，支払うことができる場合がありますので，事前に研究事務課に相談

してください。 
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⑩ 雑費 

 雑費は，学会等参加費，論文投稿料，アンケート調査等の協力者への粗品，入館料・

入場料等，予防接種代等の経費をいいます。 

目的地への入国あるいは経由地としての立ち寄りのため，予防接種が義務づけられて

いる場合には医療機関等からの請求書等によりその実費を支払います 

【手続方法】 

a 予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を入力し，支払依頼書に押印の上，請求書又は領

収書を添えて会計課へ提出してください。 

b 学会等参加費を請求する場合は，学会パンフレット及び参加申込書の写しを添付して

ください。なお，学会等参加における懇親会費については，支払うことができません。 

c アンケート調査等の協力者へ粗品等を渡した場合は，配布先のリストを作成の上，必

ず受領印をもらってください。なお，粗品は，500円程度とします。 

  

⑪ 機器備品費 

 教育研究用機器備品は，耐用年数 1 年以上で 1 点又は一式の取得価額が 20 万円以

上（税込）の機械装置，備品，標本模型等をいい，固定資産として取り扱います。 

用品は，耐用年数が 1年以上で 1点又は一式の取得価額が 5万円以上（税込）20万

円未満（税込）の消耗品をいい，固定資産と同様に取り扱います。 

【手続方法】 

a 予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を入力し，調達依頼書に押印の上，見積書・カタ

ログあるいは仕様書等を添えて研究事務課へ提出してください。予算にかかわらず，

部署責任者，調達担当者の押印が必要です。 

b 予算管理ＷＥＢシステムに入力の際は必ず配置場所・管理部署・管理担当者を選択し

てください。 

c 発注は管財課が行います。製品によっては納期に時間を要する場合がありますので，

余裕を持って申請してください。 

【注意事項】 

a 

 

b 

科研費で購入した物品は，購入後「受贈受入」の手続きが必要です。 

詳細は，管財課へお問い合わせください。 

機器備品は固定資産台帳に登録して管理します。 

c 購入した機器は，原則として研究室等学内で使用し，学外への持出し，退職・転任す

る際は事前に管財課へ相談してください。 

d 老朽化及び修理不可能の理由で廃棄を希望する場合は，事前に管財課へ相談してくだ

さい。 

e 一点又は一式が 500万円（税込）を超える機器備品の購入は，必ず事前に管財課へ連

絡してください。 

 

⑫ 図書費 

 図書費は，固定資産図書として支出する経費をいいます。ただし，研究者が研究費

等により購入し使用する図書は消耗品図書として取り扱うことができます。 

なお，消耗品図書に限り，1 点当たりの取得価格が 5 万円未満の場合や緊急を要す
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る場合において，事前に発注者登録＊をすることで研究者が発注できます。（＊理工学

部を除く） 

消耗品図書は①消耗品費（5ページ）を参照してください。 

【手続方法】 

a 図書を調達する場合は，「図書購入依頼カード」（CST図様式-1）（65ページ）及び「図

書調達依頼書」（CST図様式-2）（66ページ）に必要事項を記入し，図書館事務課に提

出してください。その際,図書を確認できる資料を添付してください。 

b 研究事務課による研究費使用のチェック後，図書館事務課より発注し納品を受けま

す。図書館事務課より請求書等を研究者へ送付いたしますので，予算管理ＷＥＢシス

テムに必要事項を入力し，支払依頼書に押印の上，図書館事務課へ提出してください。

検収後研究者本人にお渡しします。 

【注意事項Ⅰ】 

a 研究費図書において，固定資産図書として取り扱う目安は，1 点当たりの取得価額が

5 万円以上の図書としています。ただし，取得価額が 5 万円以上であっても消耗の度

合いが激しいものは消耗品図書として取り扱うことができますので図書館事務課に

相談してください。 

b 科研費にて購入した固定資産図書は，購入後直ちに「寄付採納願」により受贈図書と

して固定資産登録を行い，研究者の所属する研究室で管理します。 

c 固定資産図書についての留意事項 

 ① 継続使用しなくなった時，退職・転任する際は図書館事務課に連絡してください。 

 ② 研究者は，責任をもって管理してください。紛失等については図書館事務課に連

絡してください。 

 ③ 固定資産図書は点検調査の対象となっています。 

【注意事項Ⅱ】 

a 選書に際して，図書館・研究室蔵書との無益な重複は避けてください。科研費におい

ては，原則として同一図書の複数購入は認められません。事前に図書館事務課へ問い

合わせてください。 

b 搬入された図書等は，検収後直ちに引渡します。その際は，研究者本人の受領印が必

要です。また，保管場所は，研究室としてください。 

 

⑬ 人件費 

 人件費は，研究資料の収集・整理，データ入力等，研究を支援するために雇用契約

に基づき研究を支援する者又は臨時職員を雇用する場合の経費をいいます。 

(1) 研究を支援する者（研究分担者を除く研究者，研究員，技術者等）を学部等が雇

用する場合は，研究員規程等により，その経費（給与，各種手当，社会保険料事

業主負担金等）を研究費等から支払うことができます。 

(2) 臨時職員の給与は，原則として時間給とし，１時間当たり 1,000円です。 

(3) 臨時職員を採用する際には，庶務課等で面談等を実施しますので，業務内容等の

確認をしてください。 

(4) 庶務課等は，出勤簿等により出退勤の時刻等を管理してください。 

(5) 臨時職員の交通費は，実費支給とします。ただし,合計額が 1 か月の定期券代相
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当額を超える場合は,定期券代相当額を支給します。また,学生・大学院生が所属

学部（所属校舎）で労務をする場合には支給できません。 

(6) 給与は，毎月１日から末日までの分を翌月 23日に支給します。なお，3月分につ

いては，当月末日までに支給することができます。 

【手続方法】 

 （研究を支援する者(客員研究員，研究員，ＰＤ，ＲＡ)） 

a 理工学研究所研究員等を受入れる場合は，次の申請書等に必要事項を記入し，押印の

上，研究事務課に提出してください。平成 29 年度受入れに伴う申請手続き期限は以

下の通りです。 

 

 

 

なお,公的資金等による受入れについては,研究事務課までご相談ください。 

受入開始 時期 4月 10月 

申 込 締 切 日 平成28年12月21日（水） 平成29年6月30日（金） 

 ① 理工学研究所研究員：「研究員受入申請書」（CST研様式-3）（70・71ページ）・履

歴書（指定書式・自筆により作成）・「同意書」（CST研様式-4）（72ページ） 

 ② PD：「ポスト・ドクトラル・フェロー受入申請書」（CST 研様式-5）（73・74 ペー

ジ）・履歴書（指定書式・自筆により作成）。なお，日本大学ポスト・ドクトラル・

フェロー規程第 3条に定める研究プロジェクトの遂行上，勤務時間が週 4日，28時

間を超えることを必要とする場合に限り，「ポスト・ドクトラル・フェローの勤務

曜日及び勤務時間について（願い）」（CST 研様式-6）（75 ページ）を提出すること

により，認める場合があります。 

 ③ RA：「リサーチ・アシスタント受入申請書」（CST研様式-7）（76ページ）・履歴書

（指定様式・自筆により作成） 

 ④ 理工学部客員研究員：「客員研究員受入申請書」（CST研様式-2）（68・69ページ）・

履歴書（指定書式・自筆により作成） 

b 

 

外国人を雇用する場合には，受入決定後下記書類等が必要になりますので，注意して

ください。 

① 在留資格認定証明書 

② 資格外活動許可書（写）（留学生の場合等） 

＊旅券に証印シールが貼付している場合もあります。 

③ 外国人登録証明書（写） 

（臨時職員） 

a 申請書類一式を庶務課ホームページからダウンロードし，勤務開始予定日の 3週間前

までに「臨時職員採用願」（CST庶様式-11）（52ページ）に臨時職員本人の「履歴書」

（CST 庶様式-12）（53 ページ）及び「誓約書」（CST 庶様式-13）（54 ページ）を添え

て研究事務課へ提出してください。 

 本学部学生を臨時職員として採用する場合は，「臨時職員（本学部学生）勤務曜日・

勤務時間表」（CST 庶様式-15）（56 ページ）に業務内容を曜日・時間ごとに記入して

提出してください。なお，臨時職員の勤務時間に授業に要する時間を含めることはで

きません。 

b １回の手続きで雇用できる期間は最長６か月ですので，明確に業務の無い期間の申請
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は避けてください。なお，臨時職員の採用は，例え当該年度に１日 1時間の労働であ

っても労働契約を結ぶことになります。 

c ひとりの臨時職員を複数の研究費により同一期間採用することはできません。また，

臨時職員の給与の支払については，本人名義への銀行振込となります。「銀行振込依

頼書」（CST 庶様式-14）（55ページ）を庶務課に提出してください。 

d 臨時職員の給与は，年度末の事務処理上 3月勤務分については処理できませんので，

3 月の雇用は避けてください。また，本学部学生は，ＴＡ（ティーチング・アシスタ

ント）との兼務はできませんので注意してください。7月・12月は給与処理の都合上，

締め日が変更になりますので，注意してください。 

e 勤務時間帯は午前 9 時から午後 10 時までとし，かつ実働時間は 1 日 7 時間以内（30

分単位）・週 35時間以内とします。 

f 

 

原則として日曜・祝日等（ただし，休日授業実施日を除く）休日の勤務，作業依頼者

が出張・欠勤等により不在となる期間の勤務及び超過勤務は認められませんので，注

意してください。 

g 学生の勤務については，学習及び研究時間等を配慮した勤務時間にしてください。 

h 1日の所定勤務時間が 4時間を越えるときは，1時間の休憩を与えてください。 

休憩時間には授業出席のために中断する時間も含めますが，授業時間以外でも 1時間

の休憩を与えてください。なお，休憩時間は時間給に含まれませんので，予算計画の

際に注意してください。 

i 勤務管理は，所定の「出勤簿」（CST 庶様式-16）（58 ページ）によって管理してくだ

さい。 

j 「出勤簿」（CST 庶様式-16）（58 ページ）は，作業従事者が作業日ごとに業務の内容

欄，勤務時間帯欄を記入し，作業従事者及び作業依頼者が所定欄に押印してください。 

臨時職員による ICカードリーダーへの打刻により,庶務課でも各臨時職員の大学滞在

時間を把握しています。大学滞在時間よりも長い勤務時間になることはありえませ

ん。庶務課から臨時職員に配布している「研究費による臨時職員の勤務管理方法につ

いて」（23ページ）も確認してください。 

k 「出勤簿」の提出に当たっては，作業従事者記入欄に必要事項を記入・押印させたう

えで，作業依頼者欄に必要事項を記入・押印し，予算管理ＷＥＢシステムに必要事項

を入力し，支払依頼書に添付の上，翌月 1日（１日が休日の場合は翌日）に駿河台校

舎庶務課へ提出してください。詳細については,臨時職員採用等手続方法【庶務課ホ

ームページからダウンロード】（60ページ）を必ず参照してください。 

＊予算管理ＷＥＢシステムの入力につきましては，「D枠：臨時職員給与」に支給額を

入力してください。ただし，科研費（直接経費）については，実行区分に「科研費給

与」を選択し，「預支）科研費／人件費・謝金」に入力してください。入力方法は，

62・63ページを参照してください。 

ℓ 交通費の扱いは次のとおりです。 

① 原則として実費支給（現金運賃）とします（支給できる距離は片道 50Km 未満で

す）。 

② 合計額が 1か月の定期券代相当を超える場合は，定期券代相当額とします。 

③ 本学部学生は，所属校舎において勤務する場合の交通費は支給しません。 
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④ 駿河台校舎～船橋校舎間の連絡交通費は，平成 27年 3月 11日付け回覧第 205号

により，片道 790円(往復 1,580円)を上限とします。 

m  臨時職員の現住所に変更があった場合は，速やかに庶務課に連絡してください。 

n 採用願を提出する前に必ず研究費予算残高を確認し，交通費等の支出も含めた計画を

立ててください。 

【注意事項】 

a 研究者の家族，その他既に本学と雇用期間中にある者については雇用することはでき

ません。 

b 給与請求は，複数月分をまとめて一括請求しないでください。（監事監査及び税務署

の指導） 

c 受入れに当たり，社会保険の適用等の諸待遇については，余裕を持って事前に庶務課

に問合せてください。その上で，研究支援者・臨時職員本人とも十分に相互理解を図

ってください。 

⑭ その他 

 以下の支払科目について，研究費等から支払うことができる場合がありますので，

事前に所定の提出先（1ページ）に相談してください。 

(1) 損害保険料・・・出張者又は招へい者に対する旅行傷害保険代をいいます。そ

の場合，保険金受取人は，「日本大学理工学部」等としなければなりません。 

(2) 諸会費・・・学会等の登録料，年会費等をいい，請求書・領収書等により支払

います。原則として，年度をまたがる場合等は支払えません。 

【注意事項】 

 科研費等学外公的資金では，損害保険料及び学会年会費は支払うことができません。 

 

以 上 
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研究費による臨時職員の勤務管理方法について 

１ 大学滞在時間の記録 

① 作業従事者は，臨時職員としての勤務のある日は，大学に到着した際に警備員

室等※に設置してあるＩＣカードリーダーに学生証又は本学部学生以外に別途

配付するＩＣカード（以下「学生証等」という）をタッチすることにより，大

学到着時刻を記録する。

（タッチした際に，各カード固有の番号が表示されますが，氏名等は表示

されません） 

② 帰宅時も①と同様に退出時刻を記録する。

※ カードリーダー設置場所 

（駿河台校舎）１号館，２号館，４号館各警備員室， 

お茶の水校舎１階（別紙図面参照） 

（船 橋 校 舎）中央門，西門各警備員室 

（ＩＣカードリーダー見本） 

２ 勤務の記録（従来どおり） 

出勤簿により日々「業務の内容」「勤務時間」等を記入及び押印すること

により作業従事時間を記録する。 

３ 学生証等を持参し忘れた場合等の対応 

原則として，当日中に駿河台校舎又は船橋校舎の庶務課に申し出て，所定

の用紙に記入する。 

 打刻忘れ及びその他の理由による場合も，同様とする。 

４ その他 

 警備員室でのＩＣカードによる記録は，原則として授業その他を含む大学

に滞在する時間とするが，臨時職員としての業務開始前及び業務終了後の時

刻が記録されていれば，必ずしも来校時又は退出時の打刻である必要はない。 

以  上 
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科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）における 

年度をまたがる事業の予算執行の取扱 

研究推進部研究推進課 

１ この取扱は，科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（以下「科研費（基金分）と

いう」における年度をまたがる事業の予算執行について定める。 

２ この取扱は，科研費（基金分）の研究期間のうち，最終年度を除いた期間の予算執行を対象

とする。なお，最終年度の予算執行については，科学研究費助成事業（科学研究費補助金）の

取扱いと同様にする。 

３ 科研費（基金分）の使用ルールに定める各費目における取扱いは，以下のとおりとする。 

① 物品費

（1）次年度に使用する物品を当年度中に発注・納品し，繰り越して使用することができる。 

（2）年度をまたがる契約（書籍の年間購読，ソフトウェアの複数年契約等）の支払につい

ては，当該助成事業の研究期間内の契約に限り一括で支払うことができる。 

② 旅費

年度をまたがる出張旅費については，当年度の予算で概算払いをし，次年度において精算

することができる。また，概算払いをせずに，次年度の予算で事後に実費精算することもで

きる。 

③人件費・謝金

3月に勤務した臨時職員の給与は，翌月（4月）に支払うことができる。 

④ その他

（1）次年度に行われる学会参加費について，当年度の予算から支払うことができる。 

（2）年度をまたがる物品以外の年間契約（機器の保守，業務委託等）の支払については，

一括で支払うことができる。ただし，契約期間は 1年間とし，自動更新は行わないもの

とする。 

４ 上記以外の年度をまたがる事業の予算執行については，関連部署と協議の上，執行するもの

とする。 

以 上 
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研究費の取扱い手引きに関するＱ＆Ａ 

１ 対象となる研究費について 

Ｑ：今回の手引きで扱う研究費は，すべての研究費が対象となるのか？ 

Ａ：手引きの対象となる研究費は，「日本大学における研究費等運営・管理内規」にもあるとお

り，本大学における学内外の研究費，助成金及び補助金等の適正使用の徹底を観点としてお

り，研究活動を行う上でのすべての研究費を対象としています。ただし，文部科学省や日本

学術振興会をはじめとする各府省，及び受託研究や研究寄付金のファンディング・マネージ

ャー側に，本大学以外のルールがある場合には，それらの取扱いに従うものとします。 

Ｑ：研究寄付金を受けた場合には，この取扱いに基づき使用することになるのか？ 

Ａ：特に，研究費等の使用ルールに定めがない場合には，この手引きによることになります。た

だし，寄付金の提供者側におけるルールや特段の申し入れがある場合には，ルール等を優先

して使用することになります。 

Ｑ：対象となる研究費のうち，公的研究費を使用する上で，特に注意する点はあるか？ 

Ａ：公的研究費は税金であるため，各府省側のルールに記載がなくとも，経費として対象となら

ないものがあるので注意してください。 

例：研究機関で通常備えが必要な備品（机・イス・複写機等），補助事業遂行中に発生した

事故・災害の処理のための経費，研究者が個人で加入する学会等の入会金・年会費，出

張における任意加入の保険料，アルコール類，学部生を学会等に参加させる経費（参加

費・出張費），手土産代など 

ただし，研究計画を遂行する上で特別に認められることもあります。 

Ｑ：契約締結する際の収入印紙を，研究費から支出することは可能か？ 

Ａ：研究費の配分元で認められる場合は支出可能ですが，公的研究費における直接経費からは支

出することはできません。 

Ｑ：自身の研究成果に基づき,学位を取得しようとする場合,学位請求時における学位審査に係る

諸経費（審査料,検定料,印刷費,学位請求時の投稿料等）は,研究費から支出することは可能

か？  

Ａ：学位の取得は直接的な研究活動とはいえないため,その諸経費を研究費から支出することは

できません。 

２ 調達・支払いに係る注意事項 

【支払いについて】 

Ｑ：物品の立替払いは，どのような場合に可能か。また，どんな物品が立替購入できるのか？ 

Ａ：物品の購入は，調達規程等により，立替払いは原則として認められません。そのため，調達

請求書等の提出により，管財課による発注・検収が原則となります。ただし，平成１９年４
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月に制定された，「日本大学本部調達の取扱いに関する要項」に基づき，発注の委託をする

物品（原則：1 点又は一式 5 万円未満の消耗品）の購入に関しては，発注受託者が発注でき

ることになります。その場合でも，請求書払いが原則となりますが，「緊急を要する場合」

に関しては，立替払いが認められる，ということになっています。 

なお,発注者（立替者）以外の検収が必要となります。 

＊対象となる研究費（1ページ参照）は発注の委託及び検収の委託の対象ではありません。 

Ｑ：インターネットを通じての購入が可能であると伺いましたが，どのような物品が購入可能な

のか？ 

Ａ：上記の立替払いでも説明しましたが，クレジットカード決済は，立替払いと同様の性質を有

することから，原則として 1点又は一式 5万円未満の消耗品について，緊急を要する場合な

ど，やむをえない理由がある場合に可能となります。 

なお，発注者（クレジット決済者）以外の検収が必要となります。 

Ｑ：クレジットカード払いによる立替金の支払いについて，どのような点に注意すれば良いか？ 

Ａ：クレジットカードを利用した場合，購入店が発行する「領収書」とカード会社から送付され

る「クレジットカードの利用明細書」という二種類の証拠書類が存在するので，二重払いに

ならないように注意してください。 

また，物品等の購入であれば検収後，旅費であれば出張終了後に立替金を精算することに

なります。 

Ｑ：立替の際に生じる振込手数料及び代引き手数料は主たる費用に含めてよいか？(理工追記) 

Ａ：例えば，消耗品立替の際に生じた振込手数料は消耗品に含めて調達依頼書で管財課へ提出し

てください。また，学会等参加費の立替で生じた振込手数料は，学会等参加費が課税の場合

は振込手数料を含めて雑費支出とし，学会等参加費が非課税の場合は，学会等参加費と振込

手数料の行を分けてください。 

Ｑ：請求書等のあて名が「個人名」では支払うことができないとなっているが，学会参加費等の

請求書等はあて名が個人名になるのが一般的である。その場合も支払うことはできないの

か？ 

Ａ：そもそも学会等は個人で入会することから，一般的には個人で支払うものです。その中で研

究の内容に沿うもののみ研究費として請求することになります。したがって，学会等の登録

料や年会費等については，あて名を「個人名」とすることもできますが，必ず事前に所管課

に確認してください。 

【カード関係のポイントについて】 

Ｑ：クレジットカードを使用したが，そのとき付与されたポイントはどのように扱えばよいか？ 

Ａ：クレジットカードのポイントは，カードを利用した場合には，現状では自動的に付与される

ことがほとんどであり，拒否することは無理な状況です。したがって，クレジットカード利

用によるポイントが記載された請求書等は，そのまま事務手続をするものとします。 
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Ｑ：クレジットカードを利用した場合に提出する書類として，クレジットカード会社から送付さ

れてくる請求書，利用代金明細書等の写しとあるが，私事で使用した内容は見せたくないが

どうすればよいか？  

Ａ：あくまでも研究費の使用箇所が判明できれば良いので，私事に当たる箇所は黒く塗りつぶす

などして提出してください。 

３ 使用方法について 

【共用設備の購入について】 

Ｑ：共用設備を購入する際，どのような点に注意すればよいか？ 

Ａ：共用設備を購入できる研究費は,科研費であるため,研究遂行上必要な設備であり,共有

化しても各研究課題の遂行に支障をきたさないようにしてください。また,管理責任者は

購入後,寄贈手続きを行ってください。 

【消耗品費について】 

Ｑ：発注の委託手続は，どのようになっているか？ 

Ａ：対象となる研究費（1 ページ参照）による全ての物品については，発注者登録を行った場合

であっても，研究者は発注できません。 

また，当初，学内資金（学内個人研究費等）により処理した伝票を，後日，科研費等公的

資金に振替える場合は，管財課等事務局職員が発注・検収していない伝票ではできません 

  （学内個人研究費等は,経常費補助金の申請の有無にかかわらず,学内資金と位置付けます）。 

Ｑ：検収の委託手続は，どのようになっているか？ 

Ａ：対象となる研究費（1 ページ参照）による全ての物品については，検収者登録を行った場合

であっても，研究者は検収できません。 

Ｑ：コンピュータのソフトについての扱いは，どのようにすればよいか？ 

Ａ：コンピュータソフトは，取得価額が５万円以上であっても消耗品として取り扱うものとして

います。ただし，購入時に既にインストールされてくるソフトは，PCの価格に含まれている

ものとしています。 

Ｑ：汎用性のある物品を購入する場合，どのような点に注意すればよいか？ 

Ａ：電子辞書やタブレットＰＣ等の汎用性の高い物品は，容易に研究以外の用途に使用できるの

で，研究に必要であることを第三者が客観的に判断できるよう購入目的を具体的に記述して

ください。 

【通信運搬費について】 

【旅費交通費について】 

Ｑ：交通機関のない地域に出張する場合などは，どのように取り扱うのか？ 

Ａ：交通機関のない地域への出張や携行する荷物が多く電車やバスでの移動が不適当な場合は，

レンタカーやタクシーを利用することができます。タクシーを利用した際には，領収書によ
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り支払います。 

 

Ｑ：出張先における移動について，空港からホテルへのバス，地下鉄，鉄道等を使用する場合で，

領収書の入手が煩雑な場合はどうすればよいか？ 

Ａ：近距離（片道 50 ㎞未満）を移動する際の領収書を入手することが煩雑と見込まれる場合と

同様に，旅費計算ソフト等の証拠書類を添付することにより支給します。 

 

Ｑ：「海外における交通費については，領収書のないものは支払うことができません。」とあるの

は，航空券に限定されるのか，それとも海外出張期間において支出された往復旅費及び現地

交通費はすべて含まれるのか？ 

Ａ：往復旅費及び現地交通費すべてを含みます。海外での支出の場合，国内での支出と異なり金

額の確認の方法（駅すぱあと等の旅費算出ソフト等）がないため，全て領収書が必要です。

領収書が出ない場合には日当を充当してください。 

 

Ｑ：交通費（航空運賃）についてはエコノミークラス相当額としているが，ビジネスクラスを利

用することは可能か？ 

Ａ：ビジネスクラスを利用することに妥当性がある場合は,利用可能です。ただし,この場合でも

利用する航空機の出発日のエコノミークラス普通運賃を上限とします。なお,予約購入したエ

コノミークラスの航空券を,後から自費又は自身のマイルでアップグレードすることは可能

です。 

 

Ｑ：寝台料金は支給しないのか？ 

Ａ：寝台料金は，宿泊料として実費精算することとなります。 

 

Ｑ：宿泊費や交通費等がセットになっているパック料金についての支払いはできるのか？ 

Ａ：旅費計算ソフト（駅すぱあと等）で算出した金額と宿泊料の上限額の合計を超えない範囲で

支給することはできます。なお，海外出張で交通費が旅費計算ソフト（駅すぱあと等）で算

出できない場合は，交通費の搭乗クラスが旅費支給表の範囲内であり，宿泊するホテルに直

接予約する場合の宿泊料が上限額の範囲内であれば支給することができます。 

 

Ｑ：食事代を宿泊料金とセットにして予約した場合の食事代も支払うことができるか？ 

Ａ：宿泊料金に朝・夕食代がセットになっているプランについては，１泊の宿泊料の上限額を超

えない範囲で支給することはできます。 

 

Ｑ：日当だけを支給することは可能か？ 

Ａ：日当だけを支給することは可能です。しかし，日当は交通費や宿泊費とは違い精算する必要

がないため，実際に出張したことを証明する証拠書類を添付する必要があります。 

 

Ｑ：招へい者に係る国内旅費（交通費・宿泊費・日当）を支給するにあたり，かかった費用分の

領収書等を徴収しなければならないのか？ 

Ａ：国内招へい者及び海外招へい者にかかる国内旅費は，招へい者本人からの領収書で支給する

ことができます。ただし，招へい者本人の所得となり，源泉徴収しなければならない場合が
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ありますので，事前に所管課に相談してください。 

Ｑ：海外出張後の手続において，パスポートの写し（出・入国の証印のページ）を提出すること

になっているが，自動化ゲートを利用した場合も証印は必要か？ 

Ａ：自動化ゲートを利用した場合も証印は必要となるので，有人レーン型の自動化ゲートを利用

し，その場で証印を押すよう担当官に申し出てください。 

Ｑ：研究遂行上,大学院生を出張に同行させることが必要な場合は,どのように支給すればよい

か？ 

Ａ：研究活動に従事している大学院生の旅費については,旅費支給表の上限の範囲内で実費を支

給することができます。ただし,大学院生を単独で出張させることは,事故があった場合の責

任問題もあるため,できるだけ避けることとし,やむを得ず出張させる場合は,その理由及び

責任の所在を明確にする必要があります。なお,出張の同行が教育目的の場合は,支給できま

せん。 

Ｑ：国内出張の交通費において,新幹線「のぞみ」は乗車区間が 300km 以上の場合に支給できる

ことになっているが,「のぞみ」以外の新幹線（「かがやき」等）で,「のぞみ」と同様に乗

車区間が 300km以上の場合に支給となる列車はあるか？ 

Ａ：ありません 

【修繕費について】 

【業務委託費について】 

Ｑ：コンピュータシステムの導入を業務委託した場合など，サーバの導入やシステムの運用を開

始するなど幾つかのプロセスを経る場合には，納品検収についてどのように扱えばよいの

か？ 

Ａ：業務を委託した際に締結した契約内容によることが基本です。この質問の場合には，単にサ

ーバが納品されたときではなく，システムが実際に運用し始め，これが確認されたときが，

納品検収されたとすることが妥当でしょう。 

Ｑ：データベースやプログラム等のデジタルコンテンツを業務委託で作成した場合，どのように

検収すればよいか。 

Ａ：デジタルコンテンツの納品時に，申請もとの教員とともに当該業務を分掌する課の事務局職

員により動作確認を行い，仕様書どおりであることを確認してください。 

Ｑ：公的資金及び本部助成金等（学術助成金など経常費補助金特別補助の申請対象になりうる資

金）による保守契約において，注意する点は何か。 

Ａ：公的研究費の不適切な使用を防止するため，公的資金及び本部助成金等（学術助成金など経

常費補助金特別補助の申請対象になりうる資金）により平成 25 年 1 月 1日以降に，新たに

締結する保守契約及び既に締結済みの保守点検の作業確認等については，以下のとおり管財

課等事務局職員にて発注・検収を行うよう取扱いを変更しています。 

①保守契約の契約先選定について
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機器の購入業者等特定の業者と保守契約取引を続けることの合理性を常に検証し，可能な

限り競争に付してください。 

②保守契約の修理に関する契約条項について 

保守契約において，修理に関する条項を入れることは問題ありませんが，保守契約金額に

は修理費を含めないでください。保守点検時に発生した修理に係る費用はその都度支払処理

をしてください。 

③保守点検契約の定期点検・整備に関する契約条項について 

保守契約において，機器の維持管理に必要な定期点検・整備に関する契約を締結する際に

は，年度契約に実施予定日等を定めて契約してください。 

④保守契約の検収作業について 

(1) 保守点検作業時には，その作業完了時に申請元の教員と共に管財課等事務局職員が

立会い，確認を行うようにしてください。 

(2) 管財課等事務局職員の立会者印が押印されていない作業報告書，請求書は無効とし，

支払いを行わないでください。 

(3) 作業報告書には，実際に作業が行われた状況の日付入り写真を添付して提出する様

に業者に指導してください。 

 

【手数料・報酬について】 

Ｑ：人件費と手数料・報酬の区分について，具体的に示してほしい。 

Ａ：人件費と手数料・報酬の区分は，雇用契約に基づいて，支出されたか否かによります。この

場合の雇用契約を民法第 623条の条文に即して考えると，雇用者である学校法人の命に服し

て労務を提供し，対価を受け取る契約ということになります。以下の例を参考としてくださ

い。 

(1) 入試補助員の場合には，対価を受けるかわりに，学校法人の命に服して労務を提供

するので，期間は短くても人件費になります。 

(2) 企業等から講師を派遣してもらう場合，個人に支払うときは,手数料･報酬支出とな

り，委託契約に基づき企業等に支払うときは，業務委託費支出となります。ただし，

本人に対して非常勤講師の発令をするなど雇用契約が生じれば人件費となります。 

 

Ｑ：謝金を支払いたいが，上限額はあるのか？ 

Ａ：謝金の支給額は，基準がある場合はその基準を参考として，拘束時間，対象者の社会的地位

等の諸事情を勘案して，研究者の判断で常識の範囲を超えない妥当な金額で設定するものと

します。ただし，高額を支給することが社会的に妥当である場合は，上限を超えて支給でき

ますが，事前の承認が必要ですので，所管課に連絡してください。 

  また，以下に謝金の参考基準金額を例示します。 

項目 参考基準金額 

翻訳 日本語 400字当たり 4,800円程度 

校閲 外国語 300語当たり 2,600円程度 

通訳 
1日につき 3万円を上限（学内者） 

1日につき 5万円を上限（学外者） 
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講演会・国際シンポジウム等の講

演 

1回につき 3万円を上限（学内者） 

1回につき 5万円を上限（学外者） 

研究会，研究打ち合わせ，会議等

における事例報告・助言・指導 
1回当たり 20,000円程度 

実験・調査における技術的指導助

言・専門的知識の提供 
1時間当たり 6,000円程度 

専門的知識を伴うアンケートの配

布・回収及び資料の収集 
1日当たり 10,000円程度 

アンケートの回答・記入，聞き取

り調査への協力 
1時間当たり 2,000円程度 

治験への協力 1回当たり 8,000円程度 

被験者等の実験への協力 
協力内容（拘束時間，本人負担等）を勘案し，常識の

範囲を超えない妥当な金額 

テープ起こし 1時間当たり 20,000円程度 

上記以外に係る謝金 実情を勘案して，常識の範囲を超えない妥当な金額 

※本表は，研究者等が謝金の金額設定に当たり，どのように設定したらいいか分からない場

合や判断し難い場合の参考です。 

【会合費について】 

【雑費について】 

Ｑ：アンケート調査等の協力者への謝礼として，粗品を配布することは可能か？ 

Ａ：可能です。ただし，金券類は「現金」と同様であり，その取扱いには十分な注意が必要であ

るので，協力者への粗品は可能な限り現物が望ましいです。金券を配布する場合は，受領証

を徴収するなどにより，配布先を必ず把握してください。また，会計年度をまたいで保持す

ることはできませんので，必ず会計年度内に全て配布するようにしてください。 

 

【人件費について】 

Ｑ：本大学の学生が授業の合間に業務を行う場合の勤務時間等の記入の方法は？ 

Ａ：契約書上は「別紙による」として，別紙に曜日ごとの時間を定めることも可能とします。授

業が休講になったり補講があったりする場合も考えられますので，この場合必ず「授業の開

講状況，業務の進捗状況等により変更する場合がある」旨記載してください。また，本大学

の学生を雇用した場合，授業時間割を添付するなど授業と業務遂行時間が重複していないか

及び資格外活動の許可（外国人留学生）を受けているか等を確認する必要があります。 

 

Ｑ：「研究を支援する者」及び「臨時職員」についてはどのように採用を区別するのか？大学院

博士課程を修了したが，現在研究機関に所属していない者はどちらになるのか？ 

Ａ：研究を支援する者となり得ると思われますが，研究員等を雇用する場合には以下の研究員等

比較表を参照してください。 
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研究員等比較表 

職務 種類 受入条件 

客員 

研究員 

受入れに当たり

定められた研究課

題及び委嘱契約等

に従い，本大学の

学部又は研究所等

で研究活動を行

う。 

① 上席客員研究員

本大学の教授相当の

研究経験を有する者 

② 客員研究員

当該研究を遂行でき

る研究経験を有する

者 

原則として学外の研究機関等に所属している専任の研究者

で，次の各号のいずれかに該当するもの。 

① 本大学との契約等に基づいて国外の大学から本大学に

派遣され，本大学で研究に従事する研究者 

② 国外の研究機関等からの推薦に基づき，本大学に招へい

され研究に従事する研究者 

③ 国又は地方自治体などの公的機関からの推薦に基づき，

本大学に招へいされ研究に従事する研究者 

④ 本大学専任教職員が共同研究により受け入れ，本大学で

研究に従事する研究者 

⑤ その他本大学の招へいに基づき研究に従事する研究者

研究員 

受入れに当たり

定められた研究課

題及び委嘱契約等

に従い，本大学の

学部又は研究所等

で研究活動を行

う。 

① 上席研究員

本大学の教授相当

の研究経験を有す

る者 

② 研究員

当該研究を遂行でき

る研究経験を有する

者 

③ 研究協力員

当該研究を遂行する

ための高度な専門技

能を有する者 

次の各号のいずれかに該当するもの。 

① 本大学専任教員が遂行する研究の支援を目的として受

け入れる他に本務を持たない研究者 

② 当該研究所規程に定める事業を達成するために必要な

研究者 

③ 本大学で受入れを決定した日本学術振興会特別研究員

等 

④ 本大学専任教員との共同研究に従事する研究者

⑤ その他学部又は研究所等における研究を遂行するため

に必要な研究者 

ポスト・

ドクトラ

ル・フェ

ロー 

（PD） 

受入れる研究者

が行う研究プロジ

ェクトにおいて，

委嘱契約に基づき

一定の職務を分担

して研究に従事す

る。 

次の各号のいずれかに該当するもの。 

① 博士の学位を取得した者

② 人文・社会科学の分野にあっては，前号のほか，博士の

学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる

者 

リサーチ

・アシス

タント 

（RA） 

受入れる研究者

が行う研究プロジ

ェクトにおいて，

委嘱契約に基づき

研究活動の補的業

務に従事する。 

本大学の大学院研究科博士後期課程に相当する学生 

Ｑ：時間給の詳細な支給基準を定めるべきか，それとも教員（依頼者）の判断に基づき支払って

も良いか？ 

Ａ：「臨時職員の給与等の取扱いに関する内規」に定める上限額や都道府県ごとに定められてい

る地域別最低賃金を満たした上で，同様の業務内容について，同じ部科校内では同様の支給

基準となることが望ましいと考えます。 

部科校で前記の要件を満たした上で，支給基準を定めることは可能です。個々の事由によっ

て支給基準が異なる場合は，その都度支給基準の決裁処理をするなど，支給基準を明確にす

る必要があります。 

Ｑ：休憩時間は給与の支給対象となるのか？ 

Ａ：支給対象とはなりませんので休憩時間は必ず確保してください。また，休憩時間内に労働に

従事させることは賃金の未払いとなりますので注意してください。 
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Ｑ：研究資料の収集・整理，データ入力等の作業のうち短期間・短時間の場合もすべて「雇用契

約書」を作成するのか？ 

Ａ：短期間・短時間の場合であっても通常の臨時職員採用の手続を行い，契約書を作成してくだ

さい。臨時職員の実在性や研究目的に則した雇用であることを明確にするための証拠書類と

して備えておくことが必要となるためです。 

Ｑ：自宅等におけるデータ入力作業等を依頼する場合，勤務状況の確認方法はどのように行うの

か？ 

Ａ：原則として自宅における作業依頼は避けた方が良いと思われます。ただし，業務内容等によ

りやむを得ず作業を依頼する場合には，事前に所管課等と相談した上で，電話等の通信手段

により，できる限り勤務時間，進捗状況等を確認するようにしてください。 

Ｑ：非常勤講師を臨時職員として雇用することは可能か？ 

Ａ：可能ですが，勤務時間が非常勤講師としての講義の時間等と重複しないことを確認してくだ

さい。なお，雇用する場合には，事前に所管課に相談してください。 

Ｑ：臨時職員の雇用契約は費用の出所ごと（研究費別）に締結するのか？ 

Ａ：費用の出所ごと（研究費別）に研究目的及び業務内容は異なると考えられるため，費用の出

所ごとに契約を締結してください。 

また，同じ人と契約を行う場合でも費用の出所が異なる場合は，費用の出所ごとに契約書を

作成してください。ただし，有給休暇の算定等については，契約期間は連続しているとみな

してください。 

Ｑ：学生を雇用する場合の提出書類のうち，学生証の写しを履歴書に替えることはできるか？ 

Ａ：臨時職員就業規程に基づく採用となりますので履歴書の提出が必要となります。 

Ｑ：作業内容について，詳しい内容は契約書に記載すべきか，出勤簿に記載すべきか？ 

Ａ：研究課題に則しているかどうか確認できるものを記載する必要があり，契約書に詳しく記載

しても構いませんが，特に出勤簿にはその日ごとの業務内容が明確にわかり，研究課題に則

していることが判断できる記述を必ずしてください。例えば，契約書の業務内容欄は「○○

プロジェクト遂行のための研究補助」程度の内容でよいかと思います。（それ以上，詳細な

内容を記載すると，多少の研究補助業務の内容を変更する場合など，あらたな契約を締結す

る必要が出てきます） 

Ｑ：６か月以上臨時職員を雇用した場合に有給休暇を与えなければならなくなるが，その場合の

給与は研究費等から支払ってよいのか？ 

Ａ：研究費等から支払うこととなります。そのためそれを見越した雇用計画を立てるようにして

ください。 

ただし，研究費（私立大学等経常費補助金等）のルールによっては，研究費等から支払うこ

とができないものもあります。 
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Ｑ：年度末において，当該研究費の残額がなくなり支払いが滞った場合，本人への支給をどうす

るか？ 

Ａ：３月分の給与等を翌年度の研究費から支給することはできないため，賃金の未払いとなりま

す。労働問題になりますので，支給に必要な研究費が不足することのないよう予算管理を行

ってください。 

 

【その他】 

Ｑ：海外旅行傷害保険を支払いたいが，上限額はあるのか？ 

Ａ：保険額は，下表の額を目安に設定してください。なお，既往症，慢性疾患，歯科治療の他，

携行品損害，レンタカー車両保険等は保険の対象となりません。 

   傷害治療費用      300万円 

   傷害死亡・後遺障害  3,000万円 

   疾病治療費       300万円 

   疾病死亡        300万円 

   救援者費用       200万円 

   賠償責任危険     3,000万円 

 

Ｑ：学会への出席に当たって，学会参加費の中に夕食のレセプション（アルコール類も提供され

る）費用が含まれており，この部分だけ切り離すことはできない場合，学会参加費を支出す

ることはできるか？ 

Ａ：学会参加費の中にその費用が組み込まれ不可分となっているようなレセプションは，学会活

動の一環として企画されていると考えられますので，その際にアルコールが供されるか否か

を問わず，参加費を支出することは可能です。なお，実際には，様々なケースがあると思わ

れますので，一般常識的に見て学会活動を超えるようなケースまで可能とするものではあり

ません。 

 

Ｑ：学生の学会参加（指導教員の指導に基づく学会発表，聴講，調査，打合せを含む）に対して

研究費から補助ができるか？（理工追記） 

Ａ：大学院生等が研究の一環として国内外の学会等に参加する必要がある場合は，交通費及び宿

泊費の補助ができます（対象となる学年等は教務課で確認してください）。 

なお，個々の補助の可否及び条件等については研究事務課に問い合わせてください。申請窓

口は教務課です。 

 

 以  上 
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書 式 一 覧



出発日の１４日前までに下記の申請書類を庶務課へ提出してください。

＜申請書類＞

　①出張許可願

　②出張予定表・申請書

　①と②は『予算管理ＷＥＢシステム』の旅費入力画面（「旅」

　のマーク）にて必要項目を入力→保存→印刷→送信した上で，

　印刷したものを提出してください。

　③出張日程確認書類（開催案内，プログラム等）

　　上記がない場合は出張予定（日程）表 ※注1

●支払依頼書（業者への支払いが必要な場合のみ提出）

帰着後３日以内に下記の書類を庶務課へ提出してください。

＜提出書類＞

①出張復命書

『予算管理ＷＥＢシステム』の復命書入力画面（「復」マーク）
にて必要項目を入力→保存→印刷→送信した上で，印刷したもの
を提出してください。

●科研費による出張は，専用の「出張報告書」の提出になります。※注2

②出張旅費精算書（研究費予算の場合提出）※注3

③領収書等（研究費予算の場合提出）

＜差額が発生した場合＞

　※精算書のチェック後，差額が発生した場合は，庶務課から通知　

　いたしますので，会計課又は船橋校舎庶務課において差額分を返

金してください。

　※注１・注２・注３は庶務課ホームページに書式がアップロードされています。

　※手続き方法は，見直し等により変更になる場合があります。

国内出張手続き（教員用）

　④交通費計算における証拠書類（駅すぱあと等）

※予算管理ＷＥＢシステムの休講情報入力は不要です。出張に伴い休
講する場合は，必ず教務課に届け出をしてください。

『予算管理ＷＥＢシステム』旅費入力画面の交通費金額欄は，日当
を申請しない場合は，金額を０円で入力して，業者へ支払う交通費，
宿泊費等は，『支払依頼書』を作成してください。

申請書類の確認および決裁
（庶務課） 

国内出張願申請 
（教員→庶務課） 

旅費の入金 
出 張 

差額が発生 
した場合 

差額が発生 
しない場合 
＜手続終了＞ 

差額の返金 

精算書の確認 
（庶務課） 

復命書・精算書提出 
（教員→庶務課） 

 『予算管理ＷＥＢシステム』からの入力となります。 
 入力方法はマニュアル（｢予算管理ＷＥＢ システム｣トップページ右上画面にあり）を参考にご提出ください。 

作成した支払依頼書及び請求書の写しを〈申請書類〉に添えて提出し
てください。

＜旅費計算時の注意事項＞

　・宿泊費として支給できる食事代は，宿泊とセットになっている

　　場合です。その他の食事代は日当に含まれます。

　・領収書等は購入内容等が明確に記載済のものを提出

・クレジットカードを利用する場合は研究費の手引き「立替払い

　について」を必ず参照してください。
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学部長 事務局長 事務局次長 事務長 事務長（船） 経理長 庶務課長 担当者 部署責任者 受領代表者

　　年　　月　　日

申請者

印

備考

出　張　許　可　願

下記により出張したいので，ご許可くださるようお願いいたします。

記

1　出 張 者：

5　出 張 先：

2　出張種別：

3　出張目的：

4　出張期間：

〔ＣＳＴ　庶様式-1-1〕
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庶務課長 担当者

出 所 属 部 署
張 資 格
者 氏 名

予 算 部 署
予 算 種 別

予 配分先(大)
配分先(中)
配分先(小)

算 科目名(大)
科目名(中)
科目名(小)

（距離・Km）
自
至

項 目 備　　　考
鉄 道 運 賃
特急･急行料金

旅 グリーン料金

航 空 運 賃
バ ス 運 賃
その他　運賃　

小 計
宿 泊 料

費 日 当
調 整 額

合 計

（注）上記旅費には，消費税を含む

依頼番号 1/1

研 究 課 題

　　年　　月　　日
日本大学理工学部

出張予定表・申請書 

依 頼 番 号 区 分 回目

出 張 種 別

機内泊

金　額

出 張 目 的

出張先及び順路

出 張 期 間 日 数

〔ＣＳＴ　庶様式-1-2〕
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出 張 予 定（日 程） 表 

所 属  

資 格  

氏 名  

出  張  先  

期 日  平成  年  月  日 ～平成  年  月  日 

出 張 内 容（スケジュール） 

※出張内容は出張目的及び用務内容（スケジュール）を具体的に記載すること 

〔ＣＳＴ　庶様式-2〕
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      年    月    日
日本大学理工学部

出 所 属 部 署
張 資 格
者 氏 名 印

(詳細）

（距離・Km）
自
至

復命事項（用務の概要）

依頼番号 1/ 1

出張先及び順路

出張復命書
（出張記録書）

依 頼 番 号

出 張 種 別

研 究 課 題

出 張 目 的

出 張 期 間 日 数

〔ＣＳＴ　庶様式‑3-1〕
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出 張 報 告 (記 録 )書 

平成  年  月  日 

日本大学理工学部長 殿 

出張者 

職氏名 ㊞ 

科学研究費補助金による出張を下記のとおり行ったので，報告いたします。 

記 

１．研究種目  平成  年度科学研究費補助金 

研究種目： 

課題番号： 

２．研究課題 

３．用務地 

４．用務先 

５．出張日程  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

６．用務の概要と研究の関連について 

以  上 

〔ＣＳＴ　庶様式-3-2〕
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平成 　年 　月 　日

　日本大学理工学部長　 殿

　　　所　　　属

　　　氏　　　名 印

１　依頼番号

２　出張期間 平成  　年 　 月  　日 ～ 平成  　年  　月  　日

３　出 張 先

４　予算区分

５　精算の有無 有　　・　　無　　

支給額（a） 実費（b）

　交　通　費 0 0

　宿　泊　費 0 0

　日　　　当 0 0

計 0 0

※　金額を記入の上，領収書等を別紙に貼り付け，復命書とともに庶務課に提出して

　ください。

会 計 課

出 張 旅 費 精 算 書

精算額（a-b）

0

0

0

0

庶 務 課

〔ＣＳＴ　庶様式-4〕
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出発の1か月前までに申請を行ってください。

出張前の手続き

〈提出書類〉 〈提出書類〉

●海外出張（渡航）願い出について〈様式①〉 ●支払依頼書

●海外出張許可願〈様式②〉
※教職員への支払いと業者への支払いの両
　方が必要な場合は，それぞれの支払依頼
　書を作成し，以下，Ａ，Ｂの写し及びＣ
　を業者への支払依頼書に添付してくださ●誓約書及び出発届〈様式③〉

●出張日程確認書類
（学会のプログラム・招聘状等）

●出張予定表（日程表）（様式任意）

Ａ海外出張許可願の写し

Ｂ旅費計算内訳書及び出張予定表　　　　　　　　　　　　　　　（日程表）
（任意書式）

Ｃ請求書及び内訳明細書・領収書等

帰着後１４日以内に提出してください。 帰着後１４日以内に提出してください。

〈提出書類〉 〈提出書類〉

●帰国届（復命書）〈様式④〉 ●海外出張旅費精算書及び領収書等の書類

●海外出張報告書〈様式⑤〉

●パスポートの写し
（顔写真及び日本国の出・入国印のペー
ジ）

　※座席クラスのわかるものを提出してくだ　
　　さい（航空券の半券でも結構です）。

　※領収書等は購入内容等が明確に記載され
　　ているものをご提出ください。
　　記載ない場合は，明細等内容の分かるも
　　のを添付してください。

　※出張時の為替レートの分かるものを添付
　　してください。

　※日当に関しては，精算は必要ありません。

〈差額が発生した場合〉

海外出張手続き

　精算書のチェック後,差額が発生した場合
 は,会計課から通知をいたしますので，会
 計課（船橋校舎は庶務課）において差額
 分を返金してください。

帰国後の手続き

※手続き方法は，見直し等により変更になる場合があります。

出張申請 

出  張 

支払申請 

会計課 

申請書類の

チェック 

旅費の入金 

庶 務 課 会 計 課 

出  張 

精算書のチェック 

差額が発生

した場合 

差額が発生 

しない場合 

差額の 

返金 

い。
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平成  年  月  日 

理 工 学 部 長 殿 

学科主任 

㊞ 

海外出張（渡航）願い出について

資  格 氏  名 

標記のことについて，（ ） から別紙のとおり 

願い出がありましたので，御許可くださるようお願いいたします。 

なお，出張（渡航）中における授業等の処置は，以下の通りです。 

授 業 日 時 限 科 目 処 置 

①

〔ＣＳＴ　庶様式-5〕
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平成  年  月  日 

理 工 学 部 長 殿 

所 属 

資 格 

氏 名 ㊞ 

海  外  出  張  許  可  願

下記のとおり海外出張いたしたいので，御許可くださるようお願いいたします。 

記 

１ 出 張 目 的 

２ 出 張 先 

３ 出 張 期 間  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

４ 費用の出所  

②

〔ＣＳＴ　庶様式-6〕
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平成  年  月  日 

理 工 学 部 長 殿 

所 属 

資 格 

氏 名 ㊞ 

誓  約  書  及  び  出  発  届

このたび，海外出張許可（命令）を受け，下記により出発いたします。 

ついては，専任教職員海外派遣規程の趣旨を遵守することを誓約いたします。 

記 

１ 出 発 日 時  平 成 年 月 日 時 

２ 出  発  地 

３ 利用交通機関 航 空 便 

③

〔ＣＳＴ　庶様式-7〕
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平成  年  月  日 

理 工 学 部 長 殿 

所 属  

資 格  

氏 名  ㊞ 

帰   国   届  （  復  命  書  ）

平成  年  月  日から第３種海外出張者として海外出張中のところ， 

平成  年  月  日帰国しましたので，旅券の写しを添えてお届けいたします。 

④

〔ＣＳＴ　庶様式-8〕
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平成  年  月  日 

理 工 学 部 長 殿 

資格・氏名 ㊞ 

海  外  出  張  報  告  書 

  平成  年  月  日から へ出張中のところ， 

平成  年  月  日帰国しましたので，出張の目的・経過及び成果等の概要について 

次のとおり報告いたします。 

※科研費による出張の場合は，研究種目・研究課題及び研究課題と出張用務の関連性を記載してください。 

⑤

〔ＣＳＴ　庶様式-9〕
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所　属

資　格

氏　名 ㊞

下 記 の と お り，報 告 い た し ま す。

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

有 無

　

海 外 出 張 旅 費 精 算 書

④費用の出所

平成　　年　　月　　日

　理　工　学　部　長　殿

平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

①出張目的

②出張期間

③出 張 先

(注) 領収書等必要証憑書類を添付してください。

※支給額とは別に，未申請の領収書・請求書（レンタカー代等）が発生した場合は，
　別途支払依頼書を作成してください。

そ  　の  　他
(出入国税・空港施設使用料等)

往  復  旅  費

支  給  額項　　目

宿  　泊  　費
(食   費   含)

現 地 交 通 費

※航空券の半券等搭乗したことがわかるものも併せて添付してください。

精　算

備 考
（内訳）

差  額
(精算額)

実  費  額
(領収書添付)

合　　　計

経費内訳

⑩ 

〔ＣＳＴ　庶様式-10〕
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（申請書類は庶務課ホームページからダウンロードしてください）

勤務開始の３週間前までに申請手続きを行ってください。

・ひとりの臨時職員を複数の研究費により同一期間採用することはできません。

・研究費取扱いに準じた臨時職員についても同様です。

・本学部学生は，ＴＡとの兼務はできません。

・学生の勤務については，学習及び研究時間等に配慮した勤務時間にしてください。

・同一の臨時職員を日本大学内における他の教職員資格を含む有期労働契約を通じて通算５年

　を超えて雇用することはできません。

＜申請書類＞

●臨時職員採用願〔ＣＳＴ庶様式１１〕

●履歴書〔ＣＳＴ庶様式１２〕　　必ず記入年月日を記載し，

●誓約書〔ＣＳＴ庶様式１３〕　　署名・押印してください。

●本学部学生の場合は，勤務曜日･勤務時間表〔ＣＳＴ庶様式１５〕

＜雇用契約の締結＞

●雇用契約書を２部作成し，作業依頼者あてに送付いたしますので，
　契約内容を作業従事者が確認のうえ署名捺印し庶務課へ返送ください。

　※雇用契約書送付時に，新規採用者及び年度変更後の初回申請者につきましては，
　　扶養控除申告書･銀行振込依頼書〔ＣＳＴ庶様式１４〕･通勤届（一般の方のみ）
　　を送付いたしますので，雇用契約書と一緒に返送ください。

　※新規採用者（一般の方）には，大学滞在期間記録用のＩＣカードを貸与します。

＜勤務管理＞

●出勤簿に作業日ごとに，作業従事者が「業務内容」「勤務時間帯」「勤務
　時間」「休憩時間」を手書きで記入し，作業従事者及び作業依頼者が所定
　欄に押印してください。

　※原則として，下記の勤務は認められませんのでご注意ください。
　　・日曜・祝日等（ただし，休日授業実施日を除く）休日の勤務　
　  ・出張，欠勤等により作業依頼者が不在となる期間の勤務　    
　  ・超過勤務

　※ＩＣカード（本学部学生は学生証）により，庶務課でも大学滞在時間との整合性を確認します。

　出勤簿は，毎月１日から末日までの分を翌月１日(１日が休日の場合は
翌日)に庶務課へ提出してください。なお，７月･１２月は給与処理の都合
上締め日が変更になりますので御注意ください。

＜提出書類＞

●出勤簿〔ＣＳＴ庶様式１６〕
●支払依頼書

　１ヵ月の勤務が終了しましたら，作業従事者記入欄に必要事項を記入･押印させた
うえで，作業依頼者欄に必要事項を記入･押印し，予算管理ＷＥＢシステムに必要事項を
入力し，支払依頼書に押印したものを添付のうえ，翌月1日(１日が休日の場合は翌日)
に庶務課へ提出してください。

※予算管理ＷＥＢシステムの入力につきましては，「D枠：臨時職員給与」に支給額を入力
　してください。ただし，科研費については，実行区分に「科研費給与」を選択し，
　「預支）科研費／人件費・謝金」に入力してください。

＜給与支払額の確認＞

●給与は毎月１日から末日までの分を翌月２３日(２３日が土・日の場合は
　前日)に支給します。給与が支払われましたら，給与支払実績額を予算管理ＷＥ
Ｂシステムでご確認ください。

臨時職員採用手続きについて（研究費関連）

申 請
（研究事務課）

雇用契約
（庶務課）

申請書類のチェック

業務の指示・監督

出勤簿の提出
（庶務課）

給与の支払
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所　属
資　格
氏　名 ㊞

　標記のことについて，下記の者を臨時職員として採用していただきたく，ご許可くださいます
ようお願いたします。

記

1 （本学部学生・一般）　
2 学科 年 学生番号
3 自 至

雇用期間満了後の再採用の予定 （あり・なし）
4
5 ～ まで （休憩時間） ～ まで

～ まで （休憩時間） ～ まで
～ まで （休憩時間） ～ まで
～ まで （休憩時間） ～ まで
～ まで （休憩時間） ～ まで
～ まで （休憩時間） ～ まで
～ まで （休憩時間） ～ まで

6 時間給　１，０００円　 （給与支給見込額） 時間×１，０００円＝
（交通費は実費支給。ただし，本学部学生が所属校舎において勤務する場合は支給しない。）

7
(No.)
※科研費による雇用の場合

9

10

【注意事項】

1 本願に履歴書・誓約書を添えて，勤務開始日の３週間前までに研究事務課へ提出してください。

2 雇用契約書に作業従事者が署名・捺印するまで，勤務を開始することはできません。

雇用契約書のうちの１部は作業従事者が保管し，もう１部は作業従事者が署名・捺印後速やかに（雇用開始日

まで）に勤務校舎庶務課へ提出してください。

3 ひとりの臨時職員を複数の研究費により同一期間採用することはできません。

4 本学部学生はＴＡとの兼務はできません。

5 １回の手続きで契約できる期間は最長６ヶ月です。６ヶ月を超える分については改めて手続きが必要です。

6 ３月の雇用は避けてください。

7 勤務時間帯は午前９時から午後１０時までとし，かつ実働時間は１日７時間以内・週３５時間以内とします。

また，日曜・祝日等休日の勤務はできません。（休日授業実施日は勤務可能）

8 １日の所定勤務時間が４時間を越えるときは，１時間の休憩を与えてください。

休憩時間には授業出席のために中断する時間も含めますが，授業時間以外でも１時間の休憩を与えてください。

9 学生の勤務については，学習及び研究時間等を配慮した勤務時間にしてください。

本学部学生を採用する場合は別紙〔CST庶様式15〕，勤務曜日・勤務時間表（授業時間割形式）に履修する授業

科目・教員名を該当する曜日・時限に記入し，授業時間以外の時限欄に勤務時間を記入してください。

10 賃金については，休憩時間を除いた実労働時間に対して支給します。

11 出勤簿は契約期間該当月のシートを印刷し，日々作業従事者に記入させ，翌月１日（休日の場合は翌月）に

雇 用 理 由

業 務 内 容

勤 務 場 所

給 与

8
研 究 費 名 称
(予算配分先)

勤務時間及び
休憩時間

平日【原則】

土曜

（

平
日
例
外
）

雇 用 期 間 年　月　日 年　月　日

勤 務 曜 日

所 属

理　工　学　部　長　殿 平成 　年　 月 　日

臨時職員採用願（新規・継続）

氏 名

承　認

学部長 局長 局次長 事務長 経理長 関連課長

円

〔ＣＳＴ　庶様式-11〕
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昭和　
平成

-

- -

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

月年

免　許
試　験
資格等

取得年月日

職　歴

名　　称 取得年月日 名　　称

〒

在留期限

高等学校

　履　歴　書

現住所

氏　　名 ㊞　

性別

男･女

年

国　籍

電話番号

学校種別

学　歴

※外国人の方は必ず記載してください

月

在留資格

写　　真

フリガナ

月 学校等名称（学校,学部,学科,研究科,専攻,講座,課程,ｺｰｽ）

平成　　年　　月　　日　現在

フリガナ 生　年　月　日

メールアドレス

年

大　　学
短期大学

工等専門学校
専門学校等

大学院

 年 　月　 日（   歳）

有・無

配偶者の扶養義務

有・無

年 月 勤務先名称（法人名,職名等）

配偶者

〔ＣＳＴ　庶様式-12〕
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平成　　　年　　　月　　　日

殿

殿

作業従事者氏名 印

　このたび私は，日本大学理工学部臨時職員として雇用していただきましたが，その

雇用期間は， から までであることを了承いた

業務内容

以　　上

　つきましては，諸規程を固く守り，以下の業務に専念することを誓約いたします。

作業依頼教員所属・氏名

日本大学理事長

日 本 大 学 学 長

誓　　　約　　　書

　年　月　日 　年　月　日

しました。

〔ＣＳＴ　庶様式-13〕
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平成　　　年　　　月　　　日

日本大学理工学部 庶務課　御中

住　　　所 〒 -

ふ  り  が  な

氏　　　名 ㊞

西暦

（生年月日　　　 ・ ・ ）

緊急連絡先 ℡
　（口座の相違による問い合わせのみに使用いたします）

所　　　属
※ 本学部在学生は，所属欄に学科名（専攻名）及び研究室名を記入してください。

資　　　格 臨時職員（研究費関連）

平成　　　年　　月以降，私に支払われるべき給与は，下記銀行の私の預金口座に

お振込み願います。

Ｎｏ.

銀行 支店
普通預金 （右詰め）

 銀行番号  支店番号 （ふりがな）

名義

＊ ゆうちょ銀行については口座番号等の表記が他の金融機関と異なりますので，通帳の１ページ目
に印字されている店名・店番・預金種目・口座番号等を下記の記入方法によりご記入ください。
なお，印字されていない場合はゆうちょ銀行にてご確認ください。
（記入方法が不明な場合は通帳のコピーを添付してください。）

〈記入方法〉 銀 行 名 … ゆうちょ
銀行番号 … ９９００（銀行コード）
支 店 名 … 漢数字３桁（店名）
支店番号 … 算用数字３桁（店番）
口座種別 … 普通預金（預金種目）
口座番号 … ７桁（※８桁の番号ではありませんので御注意ください。）

（含，総合口座）

銀  行  振  込  依  頼  書

銀    行    名 支    店    名
口座種別

口    座   番   号

銀  行  番  号 支  店  番  号  名  義 （ふりがな）

〔ＣＳＴ　庶様式-14〕
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臨
時
職
員
氏
名

所
属

学
科
・
専
攻

　
　
年
　
学
生
番
号

時
限

曜
日

火

　
２
　
授
業
の
な
い
曜
日
・
時
限
欄
に
勤
務
時
間
（
○
○
：
○
○
～
○
○
：
○
○
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
３
　
業
務
と
授
業
と
の
時
間
の
重
複
は
で
き
ま
せ
ん
。

金 土水 木

注
１
　
履
修
し
て
い
る
授
業
の
曜
日
・
時
限
欄
に
科
目
名
・
履
修
期
（
前
期
・
後
期
・
通
年
の
別
）
・
教
員
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

６
時
限

(
1
8
:
2
0
～
1
9
:
5
0
)

臨
時
職
員
（
本
学
部
学
生
）
勤
務
曜
日
・
勤
務
時
間
表

４
時
限

(1
5:
00
～
1
6
:
3
0
)

５
時
限

(
1
6
:
4
0
～
1
8
:
1
0
)

２
時
限

(1
0:
40
～
12
:1
0)

３
時
限

１
時
限

(9
:0
0～

10
:3
0)

月

(1
3:
20
～
14
:5
0)

〔ＣＳＴ　庶様式-15〕
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臨
時
職
員
氏
名

所
属

学
科
・
専
攻

　
　
年
　
学
生
番
号

時
限

曜
日

勤
　
務
１
０
：
０
０
～
１
８
：
０
０

勤
　
務
９
：
０
０
～
１
４
：
０
０

○
○
○
○

研
究
室
ゼ
ミ

勤
　
務
９
：
０
０
～
１
３
：
０
０

○
○
○
○

英
語
Ⅲ
【
後
期
】

注
１
　
履
修
し
て
い
る
授
業
の
曜
日
・
時
限
欄
に
科
目
名
・
履
修
期
（
前
期
・
後
期
・
通
年
の
別
）
・
教
員
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
２
　
授
業
の
な
い
曜
日
・
時
限
欄
に
勤
務
時
間
（
○
○
：
○
○
～
○
○
：
○
○
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
３
　
業
務
と
授
業
と
の
時
間
の
重
複
は
で
き
ま
せ
ん
。

金 土

○
○
○
工
学
【
通
年
】

(1
3:
20
～
14
:5
0)

火

(1
0:
40
～
12
:1
0)

水

１
時
限

(9
:0
0～

10
:3
0)

月

２
時
限

３
時
限

木

○
○
○
特
論
【
前
期
】

６
時
限

(
1
8
:
2
0
～
1
9
:
5
0
)

臨
時
職
員
（
本
学
部
学
生
）
勤
務
曜
日
・
勤
務
時
間
表

４
時
限

(1
5:
00
～
1
6
:
3
0
)

５
時
限

(
1
6
:
4
0
～
1
8
:
1
0
)

勤
務
時
間
は
３
０
分

刻
み
で
，
授
業
等
と

重
複
し
な
い
よ
う
に

記
入
し
て
く
だ
さ
い

 

履
修
し
て
い
る
授

業
科
目
・
履
修
期

（
前
期
・
後
期
・
通

年
の
別
）
・
教
員
名

臨
時
職
員
氏
名
を
記
入

 

所
属
学
科
・専
攻
を
記
入

 
学
年
・
学
生
番
号
を
記
入
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出

　
　

　
勤

　
　

　
簿

　
〔

Ｃ
Ｓ

Ｔ
庶

様
式

1
6
〕

業
務

の
内

容
勤

務
時

間
帯

勤
務

時
間

休
憩

時
間

作
業

従
事

者
印

作
業

依
頼

者
印

業
務

の
内

容
勤

務
時

間
帯

勤
務

時
間

休
憩

時
間

作
業

従
事

者
印

作
業

依
頼

者
印

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

作
業

従
事

者
記

入
欄

（本
人

記
入

）
分

月
分

に
係

る
勤

務
実

績
を

報
告

し
ま

す
。

学
生

番
号

：
　

所
　

属
：

資
　

格
：

学
年

：

㊞
　

研
究

費
名

称
N

o.
※

１
　

業
務

内
容

欄
は

「
○

○
デ

ー
タ

の
整

理
」

，
「

○
○

実
験

の
補

助
」

の
よ

う
に

業
務

内
容

が
明

確
に

わ
か

る
よ

う
に

記
入

す
る

こ
と

。

　
２

　
勤

務
時

間
帯

は
９

時
～

２
２

時
ま

で
，

実
働

時
間

は
１

日
７

時
間

以
内

・
週

３
５

時
間

以
内

。
日

曜
・

祝
日

等
休

日
(
休

日
授

業
実

施
日

を
除

く
）

の
勤

務
は

で
き

ま
せ

ん
。

　
３

　
勤

務
時

間
帯

欄
は

９
：

０
０

～
１

７
：

０
０

の
よ

う
に

３
０

分
刻

み
で

手
書

き
す

る
こ

と
。

　
４

　
勤

務
時

間
帯

，
勤

務
時

間
，

休
憩

時
間

の
下

段
は

，
所

定
時

間
で

す
。

原
則

と
し

て
所

定
時

間
と

異
な

る
勤

務
は

で
き

ま
せ

ん
。

異
な

る
勤

務
が

発
生

し
た

場
合

は
，

速
や

か
に

庶
務

課
に

連
絡

し
て

く
だ

さ
い

。

　
５

　
１
日
の
所
定
勤
務
時

間
が

４
時

間
を

越
え

る
と

き
は

，
１

時
間

の
休
憩
を
与
え
て
く
だ
さ
い
。
休
憩
時
間
に
は
授
業
出
席
の
た
め
に
中
断
す
る
時
間
も
含
め
ま
す
が
，

授
業

時
間

以
外

で
も

１
時

間
の

休
憩

を
与

え
て

く
だ

さ
い

。

　
６

　
翌

月
１

日
(
１

日
が

休
日

の
場

合
は

翌
日

）
に

庶
務

課
へ

提
出

す
る

こ
と

。

平
成

　
　

年
　

　
月

分

1日
　

 曜
17

日
　

 曜

2日
  

 曜
18

日
  

 曜

4日
  

 曜
20

日
  

 曜

3日
  

 曜
19

日
  

 曜

6日
  

 曜
22

日
  

 曜

5日
  

 曜
21

日
  

 曜

8日
  

 曜
24

日
  

 曜

7日
  

 曜
23

日
  

 曜

10
日

  
 曜

26
日

  
 曜

9日
  

 曜
25

日
  

 曜

12
日

  
 曜

28
日

  
 曜

11
日

  
 曜

27
日

  
 曜

14
日

  
 曜

30
日

  
 曜

13
日

  
 曜

29
日

  
 曜

15
日

  
 曜

31
日

  
 曜

　
氏

　
名

：

16
日

  
 曜

勤
務

時
間

計
　

　
　

　
　

 （
休

憩
　

　
　

h除
く

）
時

給
1
,0
0
0
円

合
計

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

庶
務
課
受
付
印

所
属

学
科

・専
攻

：

　
ふ

り
が

な
：

　
氏

　
名

：
㊞

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

上
記

の
と

お
り

相
違

な
い

こ
と

確
認

し
ま

す
。

　
　

　
　

作
　

業
　

依
　

頼
　

者

〔ＣＳＴ　庶様式-16〕
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出

　
　

　
勤

　
　

　
簿

　
〔

Ｃ
Ｓ

Ｔ
庶

様
式

1
6
〕

業
務

の
内

容
勤

務
時

間
帯

勤
務

時
間

休
憩

時
間

作
業

従
事

者
印

作
業

依
頼

者
印

業
務

の
内

容
勤

務
時

間
帯

勤
務

時
間

休
憩

時
間

作
業

従
事

者
印

作
業

依
頼

者
印

9：
00
～

17
：

00
7:
00

1:
00

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

9：
00

～
17

：0
0

7:
00

1:
00

9：
00
～
14
：
00

4:
00

1:
00

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

9：
00

～
14

：0
0

4:
00

1:
00

#
R
E
F
!

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

10
：

00
～

18
：

00
7:
00

1:
00

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

10
：0

0～
18

：0
0

7:
00

1:
00

10
：

00
～

15
：

00
2:
00

0:
00

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

10
：0

0～
15

：0
0

2:
00

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
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 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

#R
E
F
!

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

#R
E
F
!

#R
E
F
!

#R
E
F
!

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

#R
E
F
!

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

#R
E
F
!

#R
E
F
!

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

#R
E
F
!

#R
E
F
!

#
R
E
F
!

#
R
E
F
!

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

#R
E
F
!

#R
E
F
!

#R
E
F
!

#
R
E
F
!

#
R
E
F
!

#
R
E
F
!

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

#R
E
F
!

#R
E
F
!

#R
E
F
!

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

#R
E
F
!

:　
　

 ～
　

　
 :

:
:

作
業

従
事

者
記

入
欄

（本
人

記
入

）
分

月
分

に
係

る
勤

務
実

績
を

報
告

し
ま

す
。

学
生

番
号

：
　

所
　

属
：

資
　

格
：

学
年

：

㊞
　

研
究

費
名

称
N

o.
※

１
　

業
務

内
容

欄
は

「
○

○
デ

ー
タ

の
整

理
」

，
「

○
○

実
験

の
補

助
」

の
よ

う
に

業
務

内
容

が
明

確
に

わ
か

る
よ

う
に

記
入

す
る

こ
と

。

　
２

　
勤

務
時

間
帯

は
９

時
～

２
２

時
ま

で
，

実
働

時
間

は
１

日
７

時
間

以
内

・
週

３
５

時
間

以
内

。
日

曜
・

祝
日

等
休

日
(
休

日
授

業
実

施
日

を
除

く
）

の
勤

務
は

で
き

ま
せ

ん
。

　
３

　
勤

務
時

間
帯

欄
は

９
：

０
０

～
１

７
：

０
０

の
よ

う
に

３
０

分
刻

み
で

手
書

き
す

る
こ

と
。

　
４

　
勤

務
時

間
帯

，
勤

務
時

間
，

休
憩

時
間

の
下

段
は

，
所

定
時

間
で

す
。

原
則

と
し

て
所

定
時

間
と

異
な

る
勤

務
は

で
き

ま
せ

ん
。

異
な

る
勤

務
が

発
生

し
た

場
合

は
，

速
や

か
に

庶
務

課
に

連
絡

し
て

く
だ

さ
い

。

　
５

　
１
日
の
所
定
勤
務
時

間
が

４
時

間
を

越
え

る
と

き
は

，
１

時
間

の
休
憩
を
与
え
て
く
だ
さ
い
。
休
憩
時
間
に
は
授
業
出
席
の
た
め
に
中
断
す
る
時
間
も
含
め
ま
す
が
，

授
業

時
間

以
外

で
も

１
時

間
の

休
憩

を
与

え
て

く
だ

さ
い

。

　
６

　
翌

月
１

日
(
１

日
が

休
日

の
場

合
は

翌
日

）
に

庶
務

課
へ

提
出

す
る

こ
と

。

庶
務
課
受
付
印

所
属

学
科

・専
攻

：

　
ふ

り
が

な
：

　
氏

　
名

：
㊞

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

上
記

の
と

お
り

相
違

な
い

こ
と

確
認

し
ま

す
。

　
　

　
　

作
　

業
　

依
　

頼
　

者

31
日

  
 曜

　
氏

　
名

：

16
日

  
 曜

勤
務

時
間

計
　

　
20

　
 （

休
憩

　
　

h除
く

）
時

給
1
,0
0
0
円

合
計

　
　

　
　

　
　
20
,0
00

　
　

円

14
日

  
 曜

30
日

  
 曜

13
日

  
 曜

29
日

  
 曜

15
日

  
 曜

12
日

  
 曜

28
日

  
 曜

11
日

  
 曜

27
日

  
 曜

10
日

  
 曜

26
日

  
 曜

9日
  

 曜
25

日
  

 曜

8日
  

 曜
24

日
  

 曜

7日
  

 曜
23

日
  

 曜

6日
  

 曜
22

日
  

 曜

5日
 金

曜
○

○
○

実
験

の
補

助
日

大
太 郎

21
日

  
 曜

4日
 木

曜
○

○
○

実
験

の
補

助
日

大
太 郎

20
日

  
 曜

3日
 　

曜
19

日
  

 曜

2日
 火

曜
○

○
○

デ
ー

タ
整

理
日

大
太 郎

18
日

  
 曜

平
成

　
　

年
　

　
月

分

1日
　

月
曜

○
○

○
デ

ー
タ

整
理

日
大

太 郎
17

日
　

 曜

勤
務
の
開
始
・
終

了
時
刻
を
手
書
き

し
て
く
だ
さ
い
。

 
日
々
の
勤
務
を
作

業
従
事
者
が
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

勤
務
時
間
欄
は
実
際
の
労
働

時
間
（
休
憩
時
間
を
除
く
）を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
１
日
４
時

間
を
超
え
る
場
合
は
休
憩
を

１
時
間
与
え
て
く
だ
さ
い
。

 

作
業
従
事
者
が
，
記
入
・
押
印
し
て
く
だ
さ

い
。
勤
務
月
・
記
入
年
月
日
も
必
ず
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

 
※
氏
名
と
記
入
年
月
日
は
必
ず
手

書
き
，
そ
の
他
は
入
力
も
可

 

１
日
の
勤
務
が
終
わ
り
ま
し
た

ら
，
作
業
従
事
者
印
を
押
印
し
，

作
業
依
頼
者
が
確
認
印
を
押

印
し
て
く
だ
さ
い
。

 

勤
務
時
間
は
休

憩
時
間
を
除
い

て
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

 

時
給

は
１
時

間
1
,0
0
0

円
固
定
で
す
。

 
変
更
は
出
来
ま
せ
ん
。

 

１
ヶ
月
の
勤
務
が
終
わ

り
ま
し
た
ら
，
作
業
依
頼

者
は
必
要
事
項
を
記

入
・押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

 
※
氏
名
は
必
ず
手
書
き

 

 

20
 

3 
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臨時職員採用等手続方法【庶務課ホームページからダウンロード】 

〔「ＣＳＴ庶様式１１，１３，１６」全般〕 

①最初に「入力」シートの【作成に当たって】として書かれている注意事項を読んでから作成

してください。 

②各入力項目については「契約上の注意」及び「記入上の注意」を確認しながら，入力してく

ださい。 

③入力が完了したら，入力内容に誤りがないか，左下の青色の箇所にエラーメッセージが残っ

ていないか確認し，「ＣＳＴ庶様式１１【採用願】」，「ＣＳＴ庶書式１３【誓約書】」及び契約月

数分の出勤簿（「ＣＳＴ庶書式１６（１か月目）」以降）を印刷してください。 

 勤務時間について６つ以上の例外がある場合は，出勤簿は「ＣＳＴ庶書式１６【例外用】」を

使用して，必要な月の分を印刷してください。 

  研究事務課に必要書類提出後，庶務課担当者にエクセルファイルを電子メールにてお送りく

ださい。 

  このエクセルファイルについて不明な点がある場合は，庶務課までご連絡ください。 

〔出勤簿について〕 

①通常は，出勤簿に契約日ごとの契約上の勤務時間等が印刷されていますので，契約どおりの

時間に勤務させるようにしてください。（「ＣＳＴ庶書式１６【例外用】」を使用する場合には，

契約時間等は印刷されませんので，申請書・契約書を確認の上，契約どおりに勤務させてくだ

さい） 

②勤務時間帯は９時～２２時まで，実働時間は１日７時間以内・週３５時間以内。原則として

日曜・祝日等（ただし，休日授業実施日を除く）休日の勤務，出張・欠勤等で作業依頼者が不

在となる期間の勤務，超過勤務は認められておりませんのでご注意ください。 

③勤務時間帯欄は９：００～１７：００のように３０分刻みで記入してください。

④１日の所定勤務時間が継続して４時間を越えるときは，１時間の休憩を与えてください。

休憩時間も記入してください。

⑤「業務の内容」「勤務時間帯」「勤務時間」「休憩時間」は作業従事者（本人）が手書きで業

務日ごとに記入させてください。 

 特に，業務内容欄は，作業従事者に「○○データの整理」，「○○実験の補助」のように業務

内容が明確にわかるように具体的に記入させてください。業務を指示するに当たっては，当該

研究費により依頼できる業務内容かについても，ご確認ください。 

業務日ごとの記入及び作業従事者印・作業依頼者印の押印を徹底してください。 

 平成２７年度から，「業務の内容」欄も作業従事者が手書きで記入することとなりましたので，

ご注意ください。 
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⑥１か月の勤務終了後，出勤簿の「作業従事者記入欄」及び「作業依頼者記入欄」に，直筆に

よる署名・押印をお願いします。 

⑦各月の出勤簿が完成したら，翌月１日(１日が休日の場合は翌日）に庶務課へ提出してくださ

い。 

〔「ＣＳＴ庶書式１６【例外用】」を使用する場合について〕 

以下の自動入力部分以外は，すべて手書きで記入又は捺印してください。 

①出勤簿の勤務年月・日にち・曜日（原則自動入力）

②作業従事者（学生の場合）の所属学科・学年・学生番号（原則自動入力）

③作業依頼者の所属及び資格並びに研究費名称及び研究費Ｎｏ.（原則自動入力）

※①については，出勤簿様式のエクセルシート左上の勤務年月が，プルダウン式になっていま

す。年月を選択すると，日にち・曜日が自動的に選択した月に合わせて変わります。 

※②，③については，「入力」シートに入力した内容が反映されています。 

◆出勤簿に変更が生じた場合 

雇用契約日・契約時間以外に勤務が生じた場合は，出勤簿には実際の勤務時間を記載し，変

更願を庶務課に提出してください。 

  ※原則として，契約日・契約時間以外の勤務は認められません。変更が生じる場合は必ず事

前に庶務課に連絡してください。 

<庶務課・教職員向け情報サイトアクセス方法> 

 理工学部ホームページの Contents Menuから「教職員へ」→「事務課情報」内の「庶務課」→

「教員向け情報、各種様式等 (外部非公開 )」→（庶務課・教職員向け情報ログイン画面

（http://www.adm.cst.nihon-u.ac.jp/syom/）からログイン）→メニューの「各種文書・様式」→

「臨時職員（研究費）」を選択してください。 
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予算管理WEBシステム入力方法

入力に際しましては，「D枠：臨時職員給与」に入力してください。
ただし，科学研究費補助金については，実行区分に「科研費給与」を選択し，「預支）科研費／人件費・謝金」
に入力してください。

１．実行区分の選択
実行区分に「給与振込」を選択する。

２．摘要欄の入力
摘要欄に「給与支払者名・給与支払対象月」を入力する。

摘要欄に，給与支払対象

者名・給与支払対象月（労

働月）」を入力する。 

理工学部 

実行区分に「給与振

込」を選択する。 

理工学部 

科研費について

は「科研費給与」

を選択する。 

2017/04/01 

2017年 

2017年 

2017/04/01 

予算管理ＷＥＢｼｽﾃﾑは，本年度中に新財務管財ｼｽﾃﾑに変更となりますので，予めご承知おきください。 
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４．賃金額等の入力
金額欄に賃金額を入力し，詳細欄で消費税「その他」を選択する。
一般の方で交通費が発生する場合は，２行目に交通費金額を入力し詳細欄で消費税「課税８％」を選択する。
※交通費が発生する場合は，行を分けて入力してください。

３．相手先に「教職員」を選択し，在学生の場合は人事コードを「060832」　学生・生徒と入力し，一般の方の
場合は人事コードを「061172」　教員・職員と入力する。

５．入力が完了しましたら，保存+印刷したものに押印し，データ送信の上，出勤簿と一緒に庶務課へ
ご提出くださいますようお願いいたします。

相手先に「教職
員」を選択する。 

人事コード
を入力する。 

理工学

金額を入力
し，詳細欄を
選択する。 

賃金額入力の場合は「その

他」，交通費入力の場合は

「課税８％」を選択する。 

理工学部 

理工太郎

課税８％ 

課税８％ 

課税５％ 

2017年 

2017年 

2017/04/01 

2017/04/01 
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-
-

-
-

片 往 片 往 片 往 片 往 片 往 片 往

会
計
課
記
入
欄

伝
№

依
№

実
　

　
費

精
　

算
　

額

交
通

費

※
所

要
事

項
を

記
入

し
，

出
張

内
容

を
示

し
た

関
係

書
類

を
添

え
て

会
計

課
に

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

※
出

張
後

，
実

費
及

び
精

算
額

を
記

入
の

上
，

領
収

書
を

添
付

し
，

会
計

課
に

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

宿
泊

料

日
　

当

合
　

計

備
考

欄
単 価

宿 泊 料 日 当

（
非

専
任

）
平

成
　

　
　

年
　

  
  

月
　

  
  

日

キ
ロ

数

交 　 　 通 　 　 費
- -

資 格

 順
路

- - --

支
　

給
　

額
　

期 間

 摘
要

区
　
　

　
　

　
間

運
　

　
　

賃
新

 ・
 特

 ・
 急

目 的 宿 泊 先出 張 先

(
T
E
L
)

　
平

成
 
 
年

　
 
月

 
 
日

～
平

成
 
 
年

　
 
月

 
 
日

泊 ／ 日

(
T
E
L
)

㊞

出
張

願

旅
費

計
算

書
・

精
算

書

所 属 氏 名

予 算 区 分

部
署

責
任

者

会
計
課
記
入
欄

有 無

精
　

　
算

会
 

〔ＣＳＴ　会様式-1〕
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〔ＣＳＴ　図様式-1〕
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図
書
館
分
館
長

合

〔ＣＳＴ　図様式-2〕
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報告書の場合は，以下は記入しないでください。

研究者招へい申請書・報告書

円#VALUE!

円

円#VALUE!

円

円#VALUE!

円#VALUE!

日

合計　A+B+C

B

泊円　×

計

交通機関

宿泊料

日当

C

招へい者所属先 資格研究代表者氏名

A

月　日

平成　　年　　月　　日

特急・急行

印

招へい者氏名

出張先機関名・訪問者名等出発地

経　　路

招へい目的　・招へい報告

運賃と特急・急行料金の計

講演料・謝金

招へい期間　　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　泊　　　　　

備　考運　　賃

円　×

計

到着地

研究課題

日程(予定)

〔ＣＳＴ　研様式-1〕
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平成    年 月    日 

日本大学理工学部長 殿 

所  属 資  格 氏 名 

受入研究者  印  

客 員 研 究 員 受 入 申 請 書 

日本大学客員研究員規程及び日本大学理工学部客員研究員に関する内規により，下記のとお

り受け入れたく申請いたします。 

記 

客員研究員 

所属機関 （所在国(地域)） 

職  名 学 位 性 別  男 ・ 女  

氏  名 （フリガナ） 

生年月日 昭和 年  月  日 （  歳） 国 籍 

 （西暦 年） 

上席客員研究員 ・ 客員研究員 ※いずれかに○を付してください。 

目的・理由 

受入期間 

自： 平成   年    月    日 

至： 平成   年    月    日（   日間） 

受入研究室 

学 科 

校舎 号館 室（ 研究室） 

滞 在 場 所 

（連絡先） Tel 

費用の出所 

備 考 同 伴 者 有 ・ 無 

※ この申請書に履歴書を添付してください。 

学 部 長 

学科（専攻）

主任 

〔ＣＳＴ　研様式-2〕
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日 程 経 路 等 

研究計画・方法  ※できるだけ具体的に記載ください。 

研究業績  ※過去発表した論文，著書等について，著書名，論文名，学会誌等名，発表年を記入ください。 

※ 用紙が不足の場合には，別紙により A４版（表裏２枚以内）で添付してください。 
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平成  年  月  日 

  日本大学理工学部長   殿 

 所  属  資  格  氏  名 

 研究代表者  学科  印  

 受入研究者  学科  印  

研 究 員 受 入 申 請 書 

日本大学研究員規程及び日本大学理工学部理工学研究所研究員に関する内規により，

下記のとおり受け入れたく申請いたします。 

記 

氏
フリ

  名
ガナ

 

生 年 月 日 

印 

昭和/平成 年（西暦 年）  月  日 （  歳） 

研 究 課 題 名 

研 究 員 の 種 類 上席研究員 ・ 研究員 ・ 研究協力員  ※ いずれかに○を付してください。  

任 用 期 間          平成  年  月  日  ～  平成  年  月  日 

資 金 の 出 所          

支 給 金 額          月  額  円 

勤   務   曜    日 

（支給金額により設定） 
○，○，○，○曜日 

勤   務   時   間 
（支給金額により設定，除休憩） 

○時から○時まで（週○○時間） 

勤   務   場   所 

（駿河台又は船橋） 
○○○校舎 

※ この申請書に履歴書を添付してください。 

 学  部  長 研究所長 

学科（専攻）主任 

〔ＣＳＴ　研様式-3〕
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研  究  計  画  書 

研究目的  ※ できるだけ具体的に記載ください。 

研究計画・方法  ※ できるだけ具体的に記載ください。 

研究業績  ※ 過去発表した論文，著書等について，著書名，論文名，学会誌等名，発表年を記入ください。 

※ 用紙が不足の場合には，別紙によりA４版（表裏２枚以内）で添付してください。 
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平成      年 月      日 

理 工 学 研 究 所 長 殿 

氏  名   ㊞  

同 意 書 

私は，日本大学研究員規程及び日本大学理工学部理工学研究所研究員に関する内

規により，理工学研究所研究員として任用されることに同意いたします。 

以  上 

〔ＣＳＴ　研様式-4〕
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平成  年  月  日 

  日本大学理工学部長   殿 

 所  属  資  格  氏  名 

 研究代表者  学科  印  

 受入研究者  学科  印  

ポスト・ドクトラル・フェロー受入申請書 

 日本大学ポスト・ドクトラル・フェロー規程及び日本大学理工学部ポスト・ドクトラ

ル・フェローに関する内規により，下記のとおり受け入れたく申請いたします。 

記 

氏
フリ

   名
ガナ

 

生 年 月 日 

印 

昭和/平成 年（西暦 年）  月  日 （  歳） 

研究プロジェクト名 

研 究 課 題 名 

（研究担当概要） 

任 用 期 間          平成  年  月  日  ～  平成  年  月  日 

資 金 の 出 所          

支 給 金 額          月  額  円 

勤   務   曜  日 

（週4日以内） 
○，○，○，○曜日 

勤   務   時   間 

（週28時間以内・除休憩） 
○時から○時まで（週○○時間） 

勤   務   場   所 

（駿河台又は船橋） 
○○○校舎 

※ この申請書に履歴書を添付してください。 

勤務時間が，週４日，２８時間を超える場合には，「ポスト・ドクトラル・フェローの勤務曜日及び勤務時間に 

ついて（願い）」を添付してください。 

 学  部  長 

学科（専攻）主任 

〔ＣＳＴ　研様式-5〕
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研  究  計  画  書 

研究目的  ※ できるだけ具体的に記載ください。 

研究計画・方法  ※ できるだけ具体的に記載ください。 

研究業績  ※ 過去発表した論文，著書等について，著書名，論文名，学会誌等名，発表年を記入ください。 

※ 用紙が不足の場合には，別紙によりA４版（表裏２枚以内）で添付してください。 
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  平成○○年○○月○○日 

理 工 学 部 長  殿 

研究代表者 

所  属  ○○○○ 

資  格  ○ ○ 

氏  名  ○ ○ ○ ○ ㊞ 

平成○○年度研究プロジェクト「    名称を記入 」に係る 

ポスト･ドクトラル・フェローの勤務曜日及び勤務時間について（願い） 

 標記のことについて，日本大学理工学部ポスト・ドクトラル・フェローに関する内規

第７条第４項により，ＰＤの勤務時間は，原則として週４日，２８時間を超えないもの

となっておりますが，本研究プロジェクト遂行のため，下記により御承認いただくよう

お願いいたします。 

記 

１ 氏   名  ○ ○ ○ ○ 

２ 勤 務 曜 日  ○，○，○，○，○曜日

３ 勤 務 時 間  ９時から１７時（週○○時間） 

４ 超 過 理 由  

以 上 

〔ＣＳＴ　研様式-6〕
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平成  年  月  日 

  日本大学理工学部長   殿 

 所  属  資  格  氏  名 

 研究代表者  学科  印  

  受入研究者  学科  印  

リ サ ー チ ・ ア シ ス タ ン ト 受 入 申 請 書 

 日本大学リサーチ・アシスタント規程及び日本大学理工学部リサーチ・アシスタント

に関する内規により，下記のとおり受け入れたく申請いたします。 

記 

氏
フリ

  名
ガナ

 

生 年 月 日 

印 

昭和/平成 年（西暦 年）  月  日 （  歳） 

研究プロジェクト名 

研 究 課 題 名 

（研究担当概要） 

任 用 期 間          平成  年  月  日  ～  平成  年  月  日 

資 金 の 出 所          

支 給 金 額          月  額  円 

勤   務   曜  日 ○，○，○，○曜日 

勤   務   時   間 

（週22時間以内・除休憩） 
○時から○時まで（週○○時間） 

勤   務   場   所 

（駿河台又は船橋） 
○○○校舎 

※ この申請書に履歴書を添付してください。 

 学  部  長 

学科（専攻）主任 

〔ＣＳＴ　研様式-7〕
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〔ＣＳＴ　管様式-1〕
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〔ＣＳＴ　管様式-2〕
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金 額 円

供 給 者

品 名

契 約 平成 年 月 日

搬 入 平成 年 月 日

検 査 平成 年 月 日

上記の物品は，検査の結果契約書（又は請書）に相違なく納品されたことを確認する。

平成 年 月 日

検 査 員

役　　職

氏　　名 ㊞

役　　職

氏　　名 ㊞

検　　　　査　　　　調　　　　書

〔ＣＳＴ　管様式-3〕

- 79 -



平成 年 月 日

理 工 学 部 長 殿

申   請   部   署

申請部署責任者 ㊞

㊞

の業務委託契約について　 （ 新規 ・ 継続 ）

業 務 委 託 内 容

会 社 名

契 約 期 間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

委 託 金 額 円

支 払 方 法 年 回

４　理工学研究所（ ） ）

（Ｗｅｂｼｽﾃﾑ入力の場合）

予 算 目 的
Web 配 分

大 中 小

（財管ｼｽﾃﾑ入力の場合）

予 算 目 的
予 算 行

コード 名称 行

業務委託を受ける
場 所

校舎 号館 号室

理 由

※添付書類：見積書

３　量子科学研究所予算

記

　標記のことについて，下記により業務委託契約をいたしたく手続方よろしくお願いいたします。

申 請 者

※予算目的が変更になる場合は早急に管財課へご連絡願います。
※ソフトウェア開発等に伴う業務委託の場合は，ｼｽﾃﾑ概要・仕様書を添付のこと。

１　教室割当金 ２　実験実習費

予 算 区 分

５　その他　（

〔ＣＳＴ　管様式-4〕
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平成 年 月 日

理 工 学 部 長 殿

申   請   部   署

申請部署責任者 ㊞

㊞

の保守契約について  （ 新規 ・ 継続 ）

保守を受ける機器 （ ）

会 社 名

契 約 期 間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

契 約 金 額 円

支 払 方 法 年 回

４　理工学研究所（ ） ）

（Ｗｅｂｼｽﾃﾑ入力の場合）

予 算 目 的
Web 配 分

大 中 小

（財管ｼｽﾃﾑ入力の場合）

予 算 目 的
予 算 行

コード 名称 行

配 置 場 所 校舎 号館 号室

理 由

※添付書類：見積書

※予算目的が変更になる場合は早急に管財課へご連絡願います。

　標記のことについて，下記により保守契約をいたしたく手続方よろしくお願いいたします。

３　量子科学研究所予算１　教室割当金 ２　実験実習費

予 算 区 分

５　その他　（

記

申 請 者

ー171ー

〔ＣＳＴ　管様式-5〕
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平成 年 月 日

理 工 学 部 長 殿

申   請   部   署

申請部署責任者 ㊞

申　 　請　　 　者 ㊞

物 件 価 格
( レ ン タ ル の場 合不 要）

１　レンタル （ 年 月 日～ 年 月 日 )

２　リース （ 年 月 日

） ）

(Ｗｅｂｼｽﾃﾑ入力の場合 ）

予 算 目 的
Web 配 分

大 中

（財管ｼｽﾃﾑ入力の場合）

予 算 目 的
予 算 行

コード 名称 行

設 置 場 所 校舎 号館 号室

使 用 目 的

取替の場合のみ現物件整理番号及び終了年月日を記入

・物件整理番号 [ ー ー ]

・終了年月日 [ 年 月 日 ]

備 考

規格・型式

１　教室割当金 ２　実験実習費 ３　量子科学研究所予算

　標記のことについて，下記により賃借いたしたく手続方お願いいたします。

賃借契約願いについて（新規・取替）

※予算目的が変更になる場合は早急に管財課へご連絡願います。

記入例  [2008-171-000051]
リース・レンタル物件

整 理 番 号

年リース）　希望開始日

小

４　理工学研究所（

数量

賃 借 期 間

記

機器名

契 約 物 件

※添付書類：見積書及びカタログ

予 算 区 分
５　その他　（

円 （消費税を含まない金額）

〔ＣＳＴ　管様式-6〕
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参 考 資 料



日本大学研究倫理ガイドライン 

平成 19 年３月６日制定 

平成 19 年４月１日施行 

世界は今，グローバリゼーションの一層の進展とともに，知を基盤とする社会の時代にあるといわ

れ，新たな知の創造，継承，活用がさらなる発展のために必要不可欠となっています。また，社会に

おける様々な事象が多様化，複雑化することに伴い，高度な知識による解決方法が求められています。 

そのような中にあって，学術研究は，先人たちが築き上げてきた知の資産を礎にして，未知の領域

をさらに深遠化させ，あらたな知識を創造する崇高な行為であるといえます。そして，すべての人々

の福祉に寄与するため，それらを具現化する研究活動を行う者は，研究の独自性と研究者自身の自律

性が保障されつつ，社会からの信頼と負託にこたえなければならない責務を有しています。 

一方，大学は，人文科学，社会科学，自然科学のあらゆる学問分野を対象とする，個々の研究者に

よる自由な発想と知的好奇心に根ざした創造的な活動を行っている組織体であり，また広く社会の発

展のために営々と保持してきた重厚な知的ストックを還元していく公共的かつ公益的な使命を担って

いることを真しに受け止めなければなりません。 

 以上の研究活動に関する基本的認識を再確認すると，日本大学(以下本大学という)が昭和 24 年，新

学制による大学となった際に制定した「日本大学の目的及び使命」にその精神が集約されております。

すなわち，本大学は，日本精神に基づき，道統，憲章を遵守し，自主創造の精神を養い，文化の進展

を図り，もって世界平和と人類の福祉に寄与することを目的と定め，広く知識を世界に求めた深遠な

学術研究の振興と健全な文化人の育成を使命としております。 

ここで本大学は，自らの目的及び使命を再確認し，誠実に実践し続けていくことを宣言いたします。 

 本大学の研究者は，学術研究の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し，常に

良心と信念にしたがって，自らの責任で行動しなければならないという研究者としての倫理に関する

基本的考え方を礎として，研究活動を実践していきます。そして，研究倫理に関する規範を再確認し，

適正な研究活動の励行に資する下記諸事項を明記し，本大学のすべての教職員に対する周知徹底を図

ります。

記 

（定 義） 

１ 研究者とは，本大学の教員に加え，学外からの共同研究者等，本大学において研究活動に従事す

るすべての者をいいます。 

（責 務） 

２ 研究者は，その研究活動の中で自らが生み出した専門知識を真理探究の観点から担保する責任を

有し，そこで得た知識を生かして人類の福祉に貢献する責務を有します。 

（自己研さん） 

３ 研究者は，自己の専門知識の維持向上に努め，常に最善の判断と姿勢を示します。 

（説明責任） 

４ 研究者は，自身が遂行する研究の意義を積極的に説明し，その研究成果が人々の生活に与える影

響について中立性・客観性をもって公表し，社会との関わり合いを築きます。 

（コンプライアンス） 
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５ 研究者は，研究の実施，研究費の使用等に当たっては，法令及び学内関係規程等の遵守はもとよ

り，研究の遂行における道義的責務を果たすよう配慮します。 

（公正性） 

６ 研究者は，ねつ造，改ざん，盗用及び研究費不正使用など研究活動の不正行為を行わず，公正な

立場を堅持します。 

（自己による点検・評価） 

７ 研究者は，研究遂行中における研究計画の進捗状況及び研究計画終了後における研究成果につい

て，自ら厳正に点検・評価し，さらなる知の創造に努めます。 

（他研究者との関係） 

８ 研究者は，研究を遂行するための協力者の人格及び人権を尊重するとともに，それら共同研究者

の知的成果を正当に評価します。 

（安全への配慮） 

９ 研究者は，研究活動を遂行するうえで，事故等が発生しないよう災害防止に努め，安全配慮に最

善を尽くします。 

（ライフサイエンス） 

10 研究者は，遺伝子組換え実験，動物実験及び疫学実験等の研究について，生命倫理及び動物愛護

等の観点から，法令等を遵守し，真しな態度で扱います。 

（利益相反等） 

11 研究者は，研究活動において，個人及び組織，あるいは異なる組織間の利益の衝突に注意を払い，

公共性に配慮しつつ適切に対応します。 

以 上 
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日本大学における公正な研究活動の推進に関する内規

平成28年10月３日制定

平成28年10月１日施行

（目 的）

第１条 この内規は，日本大学（以下「本大学」という）における研究活動の公正性を確保するため

の体制及び本大学において研究活動に従事する全ての者（以下「研究者等」という）の責務を明確

化することにより，公正な研究活動を推進することを目的とする。

（責任者）

第２条 公正な研究活動の推進に係る責任体系を明確化するため，本大学に最高責任者，統括責任者

及び研究倫理責任者を置く。

（最高責任者）

第３条 最高責任者は学長とし，本大学における公正な研究活動の推進について最終責任を負うとと

もに，本大学全体を総括する。

２ 最高責任者は，公正な研究活動を推進するための基本方針を策定する。

（統括責任者）

第４条 統括責任者は副学長（研究担当）（以下「研究副学長」という）とし，最高責任者を補佐する

とともに，本大学における公正な研究活動の推進について統括する実質的な責任と権限を持つ。

２ 統括責任者は，公正な研究活動を推進するための具体的な方策を策定するとともに，その実施状

況を把握し，最高責任者に報告する。

（研究倫理責任者）

第５条 研究倫理責任者は，本大学の大学院，学部，通信教育部，短期大学部及び付属機関（以下「学

部等」という）の長とする。

２ 研究倫理責任者は，当該学部等における公正な研究活動の推進について統括する実質的な責任と

権限を持つ。

３ 研究倫理責任者は，所属する研究者等に対し，研究者等に求められる倫理規範を修得させるため

の教育（以下「研究倫理教育」という）を定期的に実施し，その実施状況を把握し，統括責任者へ

報告する。

（研究者等の責務）

第６条 研究者等は，研究活動上の不正行為及び不適切な行為を行ってはならず，また，他者による

不正行為の防止に努め，公正に研究活動を行わなければならない。

２ 研究者等は，前条第３項に定める研究倫理教育を受講し，研究倫理に反する行為に関与しない旨

の所定の誓約書を学部等の長に提出しなければならない。

３ 研究者等は，研究データを適正に保存し，必要に応じて開示しなければならない。

４ 研究者等は，研究成果を適正な方法で発信しなければならない。

５ 研究データ及び研究成果の取扱いは，別に定める「日本大学における研究データ及び研究成果の

取扱いに関する要項」による。

（要項等）

第７条 この内規に関するその他の必要事項は，要項等で別に定めることができる。
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附 則

この内規は，平成28年10月１日から施行する。
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日本大学における研究費等運営・管理内規

平成27年３月24日制定

平成27年４月１日施行

（目 的）

第１条 この内規は，日本大学（以下「本大学」という）における研究費等の運営・管理に関する基

本的事項を定め，その適正な運営・管理とコンプライアンス強化を図ることを目的とする。

（研究費等）

第２条 前条の研究費等とは，学内外から給付を受けた研究費，助成金及び補助金等（以下「研究費

等」という）とする。

（管理責任者）

第３条 研究費等の適正な運営・管理を図り，責任体系を明確化するため，最高管理責任者，統括管

理責任者及びコンプライアンス推進責任者（以下「管理責任者」という）を置く。

２ 本大学は，管理責任者が，その管理監督の責任を果たさなかったことにより，結果的に研究費等

の不正使用を招いた場合は，厳重注意等の必要な措置を課すものとする。

３ 管理責任者は，日本大学公式ホームページに掲載する方法等によりその職名を公開するものとす

る。

（最高管理責任者）

第４条 最高管理責任者は，学長とする。

２ 最高管理責任者は，本大学における研究費等の運営・管理について最終責任を負うとともに，本

大学全体を総括する。

３ 最高管理責任者は，本大学における研究費等の不正使用防止策（以下「防止策」という）の基本

方針を策定する。

（統括管理責任者）

第５条 統括管理責任者は，副学長（研究担当）とする。

２ 統括管理責任者は，最高管理責任者を補佐し，本大学における研究費等の運営・管理について統

括する実質的な責任と権限を持つ。

３ 統括管理責任者は，基本方針に基づく具体的な防止策を策定するとともに，その実施状況を把握

し，最高管理責任者に報告する。

（コンプライアンス推進責任者）

第６条 コンプライアンス推進責任者は，本大学の大学院，学部，通信教育部，短期大学部及び付属

機関（以下「学部等」という）の長とする。

２ コンプライアンス推進責任者は，当該学部等における研究費等の運営・管理について統括する実

質的な責任と権限を持つ。

３ コンプライアンス推進責任者は，当該学部等における防止策の実施状況を把握し，統括管理責任

者へ報告する。

（コンプライアンス専門部会）

第７条 防止策を推進する部署として，大学及び学部等の各研究委員会にそれぞれコンプライアンス

専門部会（以下「専門部会」という）を設置する。

２ 大学に設置する専門部会は，防止策の具体的な計画（以下「不正防止計画」という）を策定する
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とともに，研究費等の不正使用に関する公益通報対象事実の調査等を行う。

３ 学部等に設置する専門部会は，不正防止計画を実施するとともに，その実施状況を確認する。

４ 専門部会の構成員は，研究委員会の委員及び委員以外の者若干名とする。ただし，大学の専門部

会には，会計及び法務に関する実務家を加えるものとする。

５ 専門部会委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。

（コンプライアンス教育）

第８条 コンプライアンス推進責任者は，研究者及び研究費等の運営・管理に関わる事務職員（以下

「研究者等」という）に対し，研究費等の管理体制，使用方法及び不正使用防止の取組等に関する

コンプライアンス教育を実施するものとする。

２ コンプライアンス推進責任者は，コンプライアンス教育の受講状況及び理解度を把握し，統括管

理責任者に報告しなければならない。

（相談窓口）

第９条 研究費等の適正使用に関する全学的な事務総括を本部研究推進部が行い，学部等における相

談窓口は研究事務課とする。ただし，研究事務課が設置されていない学部等においては，当該事務

担当課を相談窓口とする。

２ 学部等の相談窓口には「日本大学○○学部研究費等相談窓口」と表示する。

（内部監査）

第10条 研究費等の適正な運営・管理を徹底するため，必要に応じて内部監査を実施する。

２ 内部監査を実施する際は，日本大学内部監査規程を準用する。

（研究者等の責務）

第11条 研究者等は，研究費等の使用に関する諸規程及びその他関係法令を遵守し，不正防止に自ら

取り組まなければならない。

２ 研究者は，研究費等の使用及び管理に関して説明責任を有することを踏まえ，研究計画及び資金

計画に基づき，適正な予算執行に努めなければならない。

３ 研究費等の運営・管理に関わる事務職員は，研究計画に基づいた適正な予算執行であることを，

それぞれの事務分掌の視点から点検しなければならない。

４ 研究者等は，第８条に定めるコンプライアンス教育を受講し，第１項の遵守義務を誓約する旨の

所定の誓約書を，学部等の長に提出しなければならない。

（要項等）

第12条 この内規に関するその他の必要事項は，要項等で別に定めることができる。

附 則

この内規は，平成27年４月１日から施行する。
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日本大学における研究費等運営・管理要項

平成19年３月６日制定

平成19年４月１日施行

平成20年３月18日改正

平成20年４月１日施行

平成27年３月24日改正

平成27年４月１日施行

（趣 旨）

第１条 この要項は，日本大学における研究費等運営・管理内規第12条に基づき，研究費等の具体的

な運用及び手続等を定める。

（使用ルール）

第２条 研究費等の使用ルールは，日本大学臨時職員就業規則，専任教職員海外派遣規程（以下「海

外派遣規程」という），出張旅費規程，日本大学経理規程，日本大学固定資産及び物品管理規程（以

下「物管規程」という），日本大学図書管理規程，日本大学調達規程（以下「調達規程」という）な

どの関係諸規程のほか，「日本大学における研究費等の取扱いに関する内規」などによる。

２ 研究費等の使用に関する詳細な運用ルール等については，別に定める。

（交付前使用）

第３条 当該部科校が必要と認めた場合には，研究代表者からの申請に基づき，研究費等が交付され

るまでの間，支払いを講じ，研究推進を図るものとする。

（臨時職員の雇用）

第４条 臨時職員を雇用する場合は，日本大学臨時職員就業規則によるほか，次のとおりとする。

① 研究を支援するため，臨時職員を採用する際には，庶務課等の雇用を管理する部署（以下「雇

用管理部署」という）が採用候補者と面談等を行い，業務内容等の確認を行う。

② 臨時職員を雇用する場合には，学部等の長が雇用する。

③ 臨時職員の就業管理は，出勤簿にて雇用管理部署が適正に管理する。

（謝 金）

第５条 講演会等における講演者，通訳，研究資料等の翻訳・校閲，実験などにおける被験者等，研

究のために協力を得た者（以下「研究協力者」という）への謝金を支払う場合は，次のとおりとす

る。

① 謝金の支給額を設定し，その根拠を明確にする。

② 研究協力者に対し，事前に謝金の支給額及び業務内容を提示する。

（旅 費）

第６条 旅費を使用する場合は，出張旅費規程及び海外派遣規程によるほか，次のとおりとする。

① 国内外の出張で支給された旅費については，出張に要した宿泊代及び交通費の支払いの証とし

て，当該領収書等を提出しなければならない。

② 購入した乗車券等が予定していた金額より安価であった場合等により，旅費に残金が生じた場

合には，出張終了後，国内出張の場合は３日以内，海外出張の場合は14日以内に精算しなければ

ならない。

（物件の調達）

第７条 物件を購入する場合は，物管規程及び調達規程によるほか，次のとおりとする。ただし，研
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究者が研究費等により購入し使用する図書については，日本大学図書調達内規によるものとする。

① 調達規程第12条により，調達の一部を委託できるのは，学内資金，民間の法人及び企業等から

の研究費，助成金及び補助金等（本部から助成される研究費は除く）による調達に限るものとす

る。

② 前号により，調達の一部を委託する場合，委託できるのは物件１点又は一式の取得価額５万円

（税込み）未満とする。

③ 調達規程第38条により，前号に該当する物件の検収を委託する場合，委託できるのは一取引先

合計額30万円（税込み）未満とする。

④ 調達及び検収を委託する場合は，内規等を作成の上，理事長に報告しなければならない。

⑤ 調達及び検収を委託する場合は，委託された調達業務責任者・担当者及び検収方法等を明確に

するものとする。

⑥ 取引業者等に一括して仮払いし，その都度納品などを受け年度内に精算する「包括契約」は，

本大学では認めないこととする。

（公的研究費等による機器の保守契約）

第８条 国，独立行政法人，地方公共団体等からの公的な研究費，助成金及び補助金等並びに本部か

ら助成される研究費等（以下「公的研究費等」という）により機器の保守契約を締結する場合は，

調達規程によるほか，次のとおりとする。

① 保守契約の契約先を選定する場合は，機器の購入業者等特定の業者と保守契約取引を続けるこ

との合理性を常に検証し，可能な限り競争に付すものとする。

② 保守契約を締結する場合は，保守契約金額に修理費を含めず，保守点検時に発生した修理に係

る費用はその都度支払うものとする。

③ 機器の維持管理に必要な定期点検・整備に関する保守契約を締結する場合は，年度契約に実施

予定日等を定めるものとする。

④ 保守点検作業を検収する場合は，作業完了時に申請元の研究者とともに管財課等事務局職員が

立会い，確認を行うものとする。

（公的研究費等による特殊な役務の調達）

第９条 公的研究費等によりデータベース，プログラム等のデジタルコンテンツの開発・作成を業務

委託する場合は，成果物の検収については，納品時に申請元の研究者とともに当該業務を分掌する

課の事務局職員により，動作確認を行うものとする。

（誓約書の徴収）

第10条 一取引30万円以上の取引又は契約を行う取引業者からは，次の事項を遵守する旨の誓約書を

徴収しなければならない。

① 調達に係る規則等を遵守し，不正に関与しないこと。

② 本大学が実施する監査又は調査等において，取引帳簿の閲覧・提出等の要請があった場合は，

これに協力すること。

③ 不正が認められた場合は，取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議を申し立てないこ

と。

④ 本大学の研究者等から研究不正行為の依頼があった場合には，直ちに通報すること。

附 則
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この要項は，平成27年４月１日から施行する。
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日本大学における研究活動の不正行為対策に関する内規

平成19年３月６日制定

平成19年４月１日施行

平成25年４月16日改正

平成25年４月１日施行

平成27年３月24日改正

平成27年４月１日施行

平成28年10月３日改正

平成28年10月１日施行

第１章 総 則

（趣 旨）

第１条 この内規は，日本大学（以下「本大学」という）における研究活動の不正行為（以下「研究

不正行為」という）に適切に対応するために，必要な手続方法等を定める。

（研究不正行為）

第２条 この内規で対象とする研究不正行為は，次のとおりとする。ただし，故意又は研究者として

わきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったものに限る。

① ねつ造

存在しないデータ，研究結果等を作成すること。

② 改ざん

研究資料等を変更する操作を行い，研究結果等を加工すること。

③ 盗 用

他の研究者のアイディア，データ及び論文等を無断で流用すること。

④ 研究費の不正使用

私的及び研究目的以外の使用，虚偽の請求，その他法令等に違反して研究費を不正に使用する

こと。

２ 前項第１号から第３号を特定不正行為という。

３ 第１項に定める研究不正行為のほか本大学において次の行為を不適切な行為と定め，特定不正行

為に準じる取扱いをすることができる。ただし，故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注

意義務を著しく怠ったものに限る。

① 他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する二重投稿

② 論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップ

③ その他科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしい行為

（研究費）

第３条 本内規の対象とする研究費は，国，独立行政法人，地方公共団体等からの公的な研究費，助

成金及び補助金等とする。

２ 学内資金，民間の法人及び企業等からの研究費，助成金及び補助金等もこの内規に準じて取扱う

ことができる。

（対象者）

第４条 本内規の対象者は，本大学において研究活動に従事する全ての者（以下「研究者等」という）

とする。
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２ 本大学と取引する業者が研究不正行為に関与している場合は，前項の対象者に準じて取り扱うこ

とができる。

（責任者）

第５条 本大学における研究不正行為に関する最高責任者は学長とし，研究不正行為の対策について

総括する。

２ 本大学における研究不正行為に関する統括責任者は副学長（研究担当）（以下「研究副学長」とい

う）とし，最高責任者を補佐するとともに，関連部署を統括する。

第２章 研究不正行為に係る公益通報体制

（研究不正行為に係る公益通報）

第６条 研究不正行為に係る公益通報の取扱いについては本内規による。ただし本内規に定めのない

事項については，別に定める日本大学公益通報者保護に関する内規（以下「公益通報者保護に関す

る内規」という）による。

（研究不正行為に係る公益通報の受付）

第７条 研究不正行為に係る公益通報の受付は，公益通報者保護に関する内規に基づき，総務部内に

設置された公益通報受付・相談窓口（以下「通報窓口」という）が行う。

（研究不正行為に係る公益通報の取扱い）

第８条 研究不正行為に係る公益通報を行う場合，通報者は，研究不正行為を行ったとする研究者及

び研究グループ（以下「当該研究者」という），研究不正行為の態様及び事案の内容を具体的に明示

し，かつ不正とする合理的理由を示さなければならない。

２ 通報は原則として顕名のみとする。ただし，前項に定める公益通報を行う場合の要件が満たされ

ている場合は，匿名であっても公益通報に準じて取扱うことができる。

３ 本大学関係者による研究不正行為に係るマスコミ報道，外部からの指摘及び研究者本人からの申

し出等があった場合には，公益通報に準じて取扱う。

（当該研究者の保護）

第９条 本大学は，相当な理由なしに，単に通報がなされたことのみをもって，当該研究者に対して，

研究活動の制限，解雇などの不利益な取扱いを行ってはならない。

（機密保持）

第10条 研究不正行為に係る公益通報があった場合，当該業務に携わる関連部署の教職員等は，通報

者，当該研究者，公益通報の内容及び調査内容について，調査結果の公表まで機密保持を徹底しな

ければならない。

（悪意に基づく通報）

第11条 研究不正行為に係る通報が専ら本大学又は当該研究者に何らかの不利益を与えることを目的

とした意思（以下「悪意」という）に基づいたものである場合には，当該通報者の氏名の公表や就

業規則に従った懲戒処分を課すことができる。

（学外の研究機関との連携）

第12条 当該研究者が学外の研究機関で行った研究及び既に離職している研究機関での研究遂行にお

いて研究不正行為を行った場合，当該研究機関と協議の上，連携して調査するものとする。

第３章 調査実施の体制
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（研究不正行為に係る公益通報の報告）

第13条 通報窓口を通じて，研究不正行為に係る公益通報を受理した総務部長は，研究副学長に報告

するものとする。

（予備調査）

第14条 前条の報告を受けた研究副学長は，通報者に証拠等の提出を求め，詳細な事実関係を明らか

にするための本調査の必要の存否に関する予備調査を実施し，前条の公益通報を受理した日から30

日以内に本調査の必要の存否を決定する。

２ 研究副学長は，前項の予備調査の結果，本調査が不要と認めた場合には，調査結果を学長に報告

し，その後速やかに通報者に報告し，必要に応じて，関係省庁及び当該研究費を配分した機関（以

下「資金配分機関等」という）に報告するものとする。

３ 本大学は，資金配分機関等又は通報者から求めがあった場合は，第１項の予備調査に係る資料等

を，必要に応じて，開示することができる。

（本調査）

第15条 研究副学長は，前条の予備調査の結果，本調査が必要と認めた場合には，詳細な事実関係を

明らかにするための学外有識者を含む調査委員会を30日以内に設置するよう，当該研究者が所属す

る学部等の長（以下「所属長」という）に要請する。

２ 前項の要請を受けた所属長は，当該学部等の専任教職員及び学外有識者の中から，研究内容の専

門性，事務手続の検証なども勘案し，利益相反関係にない者を選出し，調査委員会を構成する委員

長，委員及び幹事を委嘱するものとする。ただし，公正性の確保や高度な専門性の検証が必要など

の理由から，必要に応じて，他の学部等の教職員を加えることができる。

３ 特定不正行為に係る調査委員会は，構成員の半数以上を学外有識者としなければならない。

４ 調査委員会は，通報者及び当該研究者に対して，本調査を行うことを通知し，本調査への協力を

求める。

５ 特定不正行為に係る調査委員会を設置した所属長は，調査委員会の構成員の所属及び氏名を通報

者及び当該研究者に示すものとする。これに対し，通報者及び当該研究者は所属長の定める期限ま

でに異議申立てをすることができる。

６ 前項により異議申し立てがあった場合，その内容が妥当であると所属長が判断したときは，当該

異議申し立てに係る構成員を交代させるとともに，その旨を通報者及び当該研究者に通知する。

７ 本大学は，調査委員会の調査開始に当たり，当該研究者に係る一部又は全部の研究費の支出を停

止することができる。

８ 研究副学長は，本調査を実施するに当たり，学長及び常務理事会に報告し，その後速やかに資金

配分機関等に報告するものとする。

９ 研究費の不正使用に係る本調査の実施に当たっては，本大学は，資金配分機関等と本調査におけ

る調査方針，調査対象及び調査方法等について協議しなければならない。

10 異なる所属の当該研究者複数による共同研究など調査対象となる研究が複数の学部等にわたる場

合，研究副学長は，関係所属長及び総務部長と協議の上，大学に調査委員会を設置することができ

る。

（本調査の実施方法）

第16条 本調査は，論文や実験・観察ノート，生データ等の各種資料の精査や，関係者からの事情聴

取，再実験の要請などにより実施するものとする。ただし，再実験を行う場合は，調査委員会の指
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導・監督の下に行うものとする。

２ 調査委員会は，不正の有無，不正の内容，関与した者，関与の程度及び不正使用の相当額等につ

いて調査し，認定を行う。ただし，特定不正行為に係る調査委員会はこれに加え，当該論文等及び

当該研究活動における役割についても調査し，認定を行う。

３ 調査委員会は，当該研究者を委員会に出席させ，弁明の機会を設けるものとし，当該研究者は，

科学的根拠を示して弁明しなければならない。

４ 調査委員会は，150日以内に調査を完了させるものとする。ただし，調査進行を阻害する特殊事情

などがある場合は，所属長を通じて，調査期間延長の願い出文書を研究副学長宛てに提出し，その

承認を得て，調査期間を延長することができる。

５ 本大学は，調査の終了前であっても，資金配分機関等から求めがあった場合は，本調査の中間報

告を提出しなければならない。

６ 前項にかかわらず研究費の不正使用に係る本調査については，本大学は，不正の事実が一部でも

確認されたときは，調査の終了前であっても，速やかに資金配分機関等に対し，本調査の中間報告

を提出しなければならない。

７ 研究費の不正使用については，調査に支障がある等の正当な事由がある場合を除き，本大学は，

資金配分機関からの求めに応じて，当該事案に係る資料の提出，閲覧又は現地調査等に協力しなけ

ればならない。

（認定の方法）

第17条 調査委員会は，当該研究者から説明を受けるとともに，調査によって得られた，物的・科学

的証拠，証言，当該研究者の自認等の諸証拠を総合的に判断して，研究不正行為か否かの認定を行

うものとする。ただし，当該研究者による自認を唯一の証拠として研究不正行為を認定することは

できない。

２ 前項に加え特定不正行為に係る調査委員会は，当該研究者の説明及びその他の証拠によって，当

該事案の疑いを覆すことができない場合は，特定不正行為と認定することができる。ただし，当該

研究者が，善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず，その責によらない理由で証拠

を示せない場合は，その限りでない。

３ 研究不正行為の事実がないと認定される場合であり，かつ調査を通じて通報が悪意に基づくもの

との疑いがあるときは，調査委員会は，悪意に基づく通報か否かの認定を行うものとする。なお，

この認定を行うに当たっては，通報者に弁明の機会を与えなければならない。

（本調査結果）

第18条 調査委員会委員長は，調査結果を報告書にまとめ，関係資料とともに，所属長を通じて，研

究副学長に報告する。ただし，第15条第10項の調査委員会は関係所属長に調査結果について報告し，

了承を得た後，研究副学長に報告するものとする。

２ 研究副学長は，調査委員会委員長を大学研究委員会コンプライアンス専門部会（以下「専門部会」

という）に出席させ，調査結果を報告させるものとする。ただし，研究副学長は，専門部会が調査

内容を不十分であると判断した場合には，調査委員会に対し再調査を命じることができる。

３ 研究副学長は，第１項により提出された調査報告が専門部会で了承された後，学長及び常務理事

会に報告し，その後，速やかに当該研究者及び第11条の通報と認定された者に報告しなければなら

ない。

４ 専門部会は，調査委員会の調査結果を踏まえ，第20条に定める措置の必要性を検討し，研究副学
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長に意見書を提出するものとする。

（不服申立て）

第19条 研究不正行為と認定された当該研究者又は第11条の通報と認定された者が，調査結果に不服

がある場合，前条第３項の報告を受けてから２週間以内に，研究副学長宛てに，必要書類等を添付

した文書を提出し，不服申立てができるものとする。

２ 前項により不服申し立てがあった場合，調査委員会は，不服申立ての理由等を勘案し，再調査を

行うか否かを速やかに決定する。ただし，不服申立ての趣旨が，調査委員会の構成員の公正性に関

するもの又は新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には，構成員を交代又は追加

することができる。

３ 本大学は，特定不正行為に係る不服申立てがあったとき及びその再調査の可否を決定したときは，

資金配分機関等へ報告しなければならない。

４ 調査委員会は，不服申立てを却下した場合は，速やかに研究副学長に報告し，研究副学長は不服

申立てをした者（以下「不服申立者」という）に不服申立ての却下を通知する。また，当該不服申

立てが，当該案件の引き延ばし及び措置の先送りを主な目的としていると調査委員会が判断したと

きは，以後の不服申立てを受理しないことができる。

５ 調査委員会は，再調査を行う場合は，不服申立者に対して，再調査を行う旨を通知し，再調査へ

の協力を求める。ただし，不服申立者から協力が得られない場合は，再調査を打ち切ることができ

る。

６ 調査委員会は，50日以内に再調査を完了させ，研究副学長に調査結果を報告しなければならない。

７ 研究副学長は，前項の調査結果を，学長及び常務理事会に報告し，その後，速やかに不服申立者

及び所属長に報告しなければならない。

８ 本大学は，第６項の調査結果を，資金配分機関等に報告しなければならない。

（研究不正行為への措置）

第20条 前条第１項の申立期間が不服申立てがなく経過し又は不服申立てに基づく調査結果が出たこ

とにより，研究不正行為の事実が確定した場合，学長は，第18条第４項の措置の必要性に関する意

見書を参考に，次に定める措置を決定し，速やかに常務理事会及び学部長会議に報告するものとす

る。

① 当該研究者に対する措置

(1) 応募計画への申請制限又は申請中止

(2) 研究費の全額又は一部返還

(3) 研究活動の制限

(4) 論文等の取下げ勧告

(5) その他必要な措置

② 関与した職員に対する措置

(1) 担当業務の見直し

(2) 配置転換

(3) その他必要な措置

③ 関与した取引業者に対する措置は，日本大学調達規程第７条によるほか，当該会社名等の公表

など必要な措置を取ることができる。

（調査結果の報告）
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第21条 本大学は，前条に定める研究不正行為の事実が確定した場合，第13条の公益通報の報告を研

究副学長が受けた日から210日以内に，資金配分機関等に調査結果を報告しなければならない。ただ

し，期限までに調査が完了していない場合は，中間報告を提出するものとする。

２ 本大学は，前項の報告に基づき，調査結果を通報者に通知しなければならない。

３ 本大学は，研究不正行為の事実がなかった場合は，第１項に定める期日までに，資金配分機関等

へ調査結果を報告し，その後，速やかに通報者へ通知しなければならない。

４ 研究不正行為と認定された当該研究者又は第11条の通報と認定された者が他の研究機関に所属し

ている場合は，必要に応じて，当該所属機関に報告するものとする。

（公 表）

第22条 本大学は，調査結果について，次の事項を学外に公表するものとする。ただし，合理的な理

由がある場合は，その一部又は全部を公表しないことができる。

① 研究不正行為に関与した者の所属及び氏名

② 研究不正行為の内容

③ 公表時までに行った措置

④ 調査委員会委員の所属及び氏名

⑤ 調査の方法及び手順

⑥ その他本大学が必要と認める事項

２ 研究不正行為の事実がなかった場合は，調査結果を公表しない。ただし，当該案件が学外に漏え

いしていた場合又は当該論文等に誤りがあった場合は，公表することができる。

第４章 懲 戒 処 分

（懲戒処分）

第23条 調査の結果，研究不正行為が判明した場合には，本大学は，当該行為を行った研究者及びそ

れに関与した教職員に対し，就業規則に基づき懲戒処分を行うことができる。

第５章 フォローアップの措置

（名誉回復等の措置）

第24条 本大学は，調査の結果研究不正行為に該当しないことが判明した場合には，第15条第７項に

基づく当該研究者に係る研究費の支出停止を解除し，速やかに当該研究者の名誉回復の措置等を講

じなければならない。

（是正措置と再発防止策）

第25条 本大学は，調査結果を十分検討し，原因などを分析するほか，過去の事例等を検証し，是正

措置を講じるとともに，研究不正行為の再発防止に努める。

附 則

この内規は，平成28年10月１日から施行する。
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日本大学における研究費等の取扱いに関する内規 

平成17年４月19日制定 平成19年４月１日施行 

平成17年４月１日施行 平成20年３月18日改正 

平成19年３月６日改正 平成20年４月１日施行 

（趣 旨） 

第１条 この内規は，日本大学における研究費等の使用その他の取扱い（以下取扱いという）を適正

に行うための必要事項を定める。 

２ 前項の取扱いは，関係法令その他別に定めある場合のほか，この内規の定めるところによる。 

（研究費等） 

第２条 前条の研究費等とは，学内外から給付を受けた研究費，助成金及び補助金等（以下研究費等

という）とする。 

（経費等） 

第３条 研究費等から支出できる経費等は，次の各号に掲げるものとする。 

① 消 耗 品 費

② 通信運搬費

③ 印刷製本費

④ 旅費交通費

⑤ 修 繕 費

⑥ 業務委託費

⑦ 賃 借 料

⑧ 手数料・報酬

⑨ 会 合 費

⑩ 雑 費 

⑪ 機器備品費

⑫ 図 書 費

⑬ 人 件 費

⑭ その他研究を遂行するために必要な経費

２ 次の各号に掲げる経費は，研究費等から支出することができない。 

① 本大学で通常備えが必要な備品を購入するための経費

② その他当該研究に関連のない経費

（旅費交通費） 

第４条 旅費交通費については，次のとおり取り扱うものとする。 

① 国内出張者又は国内招へい者に係る旅費は，交通費，宿泊料及び日当に分け，別表の研究費等

による国内出張旅費支給表に掲げる額等を限度として支給する。 

② 海外出張者又は海外招へい者に係る旅費は，交通費，宿泊料及び日当に分け，別表の研究費等

による海外出張旅費支給表に掲げる額等を限度として支給する。 

③ 第１号及び第２号の交通費は，目的地までの最も経済的かつ合理的な通常の経路及び交通機関

により計算し，鉄道，バス，航空機及び船舶の運賃のほか，特急料金・急行料金・座席指定料金

等を支給する。この場合，海外出張者又は海外招へい者に係る出入国等のために要する国内交通
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費は第１号を準用する。 

④ 宿泊料及び日当は，海外出張者は日本国出発日から日本国帰着日までの間，海外招へい者は居

住地出発日から居住地帰着日までの間を限度として支給する。 

⑤ 第１号及び第２号の旅費のうち交通費及び宿泊料については，帰着後，精算しなければならな

い。 

⑥ 前号の交通費及び宿泊料の精算方法については，別に定める。

（手数料・報酬） 

第５条 手数料・報酬については，その額を別に定める。 

（会合費）  

第６条 会合費については，直接研究に必要な研究会，打合せ等の弁当代・茶菓代のほか，調査等に

係る訪問先等への手土産代等を会合費として取り扱う。  

（人件費） 

第７条 人件費については，次のとおり取り扱うものとする。 

① 研究の遂行に必要となる研究を支援する者を部科校が委嘱し，その雇用に必要な経費を，研究

費等から支払うことができる。 

② 前号の研究を支援する者とは，研究分担者でない客員研究員及び研究員，ポスト・ドクトラル・

フェロー並びにリサーチ・アシスタントとする。 

③ 研究の遂行に必要となる臨時職員を部科校が雇用することができる。

④ 前号の臨時職員の採用，就業管理及び給与については，別に定める。

（その他） 

第８条 この内規に関するその他の必要事項は，別に定める。 

附     則 

１ この内規は，平成 20 年４月１日から施行する。 

２ 日本大学客員研究員規程，日本大学研究員規程，日本大学ポスト・ドクトラル・フェロー規程，

日本大学リサーチ・アシスタント規程の各附則第２項に定める経過措置で委嘱した者を，第７条第

２号に定める研究を支援する者に含めることができる。 
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（別 表）

研究費等による国内出張旅費支給表

（単位：円）

交   通 費 日帰り日当

区 分

航空機 鉄 道 船 舶

宿泊料 日 当

（往復100㎞以上） 

国内出張者

国内招へい者
普通料金 普通料金 普通料金 12,000 3,000 1,500 

備考 原則として，上表に掲げる額を上限とする。

研究費等による海外出張旅費支給表

（単位：円）

交  通  費

区 分

航空機 鉄 道 船 舶

宿泊料 日 当

海外出張者

海外招へい者

ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ

普通運賃

相 当 額

普通料金 普通料金 24,000 3,000 

備考 １ 原則として，上表に掲げる額を上限とする。

２ 交通費（航空機）は，利用する航空機の出発日におけるエコノミークラス普通運賃に相当

する額とする。 
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日本大学における研究データ及び研究成果の取扱いに関する要項

平成28年10月３日制定

平成28年10月１日施行

（趣 旨）

第１条 この要項は，日本大学における公正な研究活動の推進に関する内規（以下「内規」という）

第６条第５項に基づき，日本大学（以下「本大学」という）において研究活動に従事する全ての者

（以下「研究者等」という）の研究活動によって得られた研究データ及び研究成果の取扱いについ

て，その適正性を確保するための基本的事項を定める。

（研究データ）

第２条 この要項の対象とする研究データとは，論文や報告等研究成果発表のもととなった研究資料

とする。

（研究倫理責任者の責務）

第３条 内規第５条に定める研究倫理責任者は，当該学部等における研究データを適切に保存するた

めの必要な環境整備に努めなければならない。

（研究データに係る研究者等の責務）

第４条 研究者等は，社会からの信頼と負託にこたえるため，研究遂行によって得られた研究データ

の信頼性を保証する責任を負わなければならない。

２ 研究者等は，研究不正行為の疑義が生じないよう，研究遂行における客観性を確保しなければな

らない。

３ 研究者等は，事後の検証が実施できるよう，研究データを適切な方法で，十分な期間保存しなけ

ればならない。

４ 研究者等は，研究不正行為の疑義が生じた場合など研究データの開示が必要と認められる場合は，

これを開示し，研究活動の正当性を証明しなければならない。

５ 研究者等は，研究データの流出を防止するために，個人情報等の研究記録を適切な方法で，厳重

に保管しなければならない。

６ 研究者等は，転出，退職等により本大学の身分を失った場合も，第１項から前項の責務を負う。

（保存期間）

第５条 研究データの保存期間は，研究成果発表から起算し，次のとおりとする。ただし，やむを得

ない理由がある場合は，その限りでない。

① 文書，数値データ及び画像などの資料 10年

② 実験試料及び標本などの試料並びに装置 ５年

２ 前項の保存期間は，法令等により別に定めのある場合は，それに従うものとする。

（研究成果に係る研究者等の責務）

第６条 研究者等は，研究成果を発表する場合，自らの成果と他の研究者による成果との関連につい

て十分検討した上で，学界や社会に向けて発信しなければならない。

２ 研究者等は，自説を主張する場合，学界や研究コミュニティで合意を得ている見解と明確に区分

した上で，その社会的責任を十分に自覚しなければならない。

３ 研究者等は，研究成果における著者，謝辞等については当事者の研究貢献度と自らの研究領域の
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特性に留意し，当事者間で合意した上で記載しなければならない。

４ 研究者等は，論文及び学術誌の原著性が損なわれることがないよう，学会及び学術誌の定めを遵

守し，適切な方法で投稿しなければならない。

５ 研究者等は，学外機関との共同研究等に際しては研究契約の内容を遵守し，守秘義務に抵触する

ことがないよう行動しなければならない。

附 則

１ この要項は，平成28年10月１日から施行する。

２ 平成28年９月30日以前に発表された研究データの取扱いについては，この要項を準用する。
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研究費等の合算使用に関する取扱 

平成２６年３月１７日 研究委員会承認 

平成２８年１２月１９日 改正 （研究委員会承認） 

１ この取扱は，日本大学における研究費等の取扱いに関する内規（以下「内規」と

いう）第８条に基づき，本大学における学内外から給付を受けた研究費，助成金及

び補助金等（以下「研究費等」という）の合算使用の取扱いについての必要事項を

定める。 

２ 研究費等の合算使用とは，一人又は複数の研究者が持つ複数の研究費等を，一つ

の契約に係る支払において，合わせて使用することをいう。 

３ 研究費等の合算使用は，研究目的を達成するための合理的な使用である場合に限

り認めることができる。 

４ 研究費等の合算使用は，配分機関により研究費等の合算使用が認められ，かつ，

同一の部科校において管理されている研究費等のみを対象とする。 

５ 研究費等の合算使用が認められる経費は，内規第３条第１項第１号から第１２号

に掲げるものとする。 

６ 教育研究用用品，教育研究用機器備品及び固定資産図書を研究費等の合算使用で

購入する場合についての必要事項は，この取扱に加え，別に定める「研究費等の合

算使用による共用設備の購入に関する取扱」によるものとする。 

７ 研究費等を合算使用する場合は，研究費等ごとの費用負担の割合を数量，日数，

人数，面積，使用頻度等の基準により，明らかにしなければならない。 

８ 複数の研究者の研究費等を合算使用する場合は，責任者を定め，所定の書類を所

属長に提出しなければならない。 

９ この取扱は，平成２９年４月１日から施行する。 

以  上 
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研究費等の合算使用による共用設備の購入に関する取扱 

平成２８年１２月１９日 研究委員会承認 

１ この取扱は，「研究費等の合算使用に関する取扱」第６項に基づき，共用設備を

合算使用で購入する場合について必要事項を定める。 

２ この取扱でいう共用設備とは，複数の研究者が持つ研究費等を合算使用で購入し，

かつ共同で利用する教育研究用用品，教育研究用機器備品及び固定資産図書をいう。 

３ 合算使用により共用設備を購入する研究者（以下「共同購入者」という）は，同

一の部科校に所属している研究者のみとする。なお，他の研究機関又は部科校に異

動が予定されている研究者は，共同購入者になれない。 

４ 合算使用により共用設備を購入できる研究費等は，同一の部科校において管理さ

れている科学研究費助成事業（以下「科研費」という）のみとする。 

５ 合算使用により共用設備を購入する場合は，共同購入者の中から当該共用設備を

管理する責任者（以下「管理責任者」という）を定め，購入に係る費用負担及び維

持管理の費用負担について，予め共同購入者間の合意を得なければならない。 

６ 共用設備は，科研費の各研究課題の遂行に支障が生じない場合に限り，当該研究

課題以外の目的に利用することができる。 

７ 共用設備を管理する部科校の長は，各研究課題の補助事業期間終了後，他の研究

者が利用できる体制を整備し，共用設備の有効活用に努めなければならない。 

８ 管理責任者が他の研究機関又は部科校に異動する場合は，共同購入者の中から，

新たに管理責任者を定めなければならない。 

９ 共同購入者の一人が他の研究機関又は部科校に異動する場合，当該共用設備を移

管することはできない。ただし，共同購入者の全員の同意があり，部科校長の承認

を得た場合は，この限りでない。 

10 共同購入者は，自らの研究課題の補助事業期間中に他の研究機関に異動する場合
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は，共用設備を管理する部科校において，必要な手続きを経て，当該共用設備を利

用することができる。 

11 一人の研究者が持つ複数の科研費で教育研究用用品，教育研究用機器備品及び固

定資産図書を購入する場合もこの取扱に準ずる。 

12 この取扱に関するその他の必要事項については，別に定めることができる。 

以  上 
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日 本 大 学 研 究 員 規 程 

平成20年２月１日制定

平成20年４月１日施行

平成22年３月５日改正

平成22年４月１日施行

（目 的） 

第１条 この規程は，日本大学（以下本大学という）における研究員に関する必要事項を定め，もっ

て本大学の学術研究の充実と推進を図ることを目的とする。 

（職 務） 

第２条 研究員は，受入れに当たり定められた研究課題及び委嘱契約等に従い，本大学の学部又は研

究所等で研究活動を行う。 

２ 研究員は，本大学における研究活動を所属長に報告するものとする。 

（種類及び資格） 

第３条 研究員の種類及び資格は，次のとおりとする。 

① 上席研究員 本大学の教授相当の研究経験を有する者 

② 研 究 員 当該研究を遂行できる研究経験を有する者 

③ 研究協力員 当該研究を遂行するための高度な専門技能を有する者 

２ 研究遂行上必要な場合は，前項各号の名称に当該研究プログラムの略称を追加することができる。 

（受入条件） 

第４条 研究員は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

① 本大学専任教員が遂行する研究の支援を目的として受け入れる他に本務を持たない研究者

② 当該研究所規程に定める事業を達成するために必要な研究者

③ 本大学で受入れを決定した日本学術振興会特別研究員等

④ 本大学専任教員との共同研究に従事する研究者

⑤ その他学部又は研究所等における研究を遂行するために必要な研究者

（申 請） 

第５条 研究員の受入れを希望する研究者は，所定の書類により所属長に申請するものとする。 

（委 嘱） 

第６条 所属長は，学部又は研究所等における諸会議等の議を経て，研究員を委嘱する。 

（委嘱期間） 

第７条 研究員の委嘱期間は１年以内とする。ただし，再委嘱を妨げない。 

（契 約） 

第８条 研究員の委嘱に当たっては，書面により個別の契約を締結する。 

（手当等） 

第９条 研究員の手当等は，原則として当該研究プロジェクト予算から支出する。 

２ 研究員の手当の額等については，別に定める。 

（諸規程等の遵守） 

第10条 研究員は，研究等に従事するに当たり，本大学の諸規程等を遵守しなければならない。 
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（解 嘱） 

第11条 研究員が，次の各号のいずれかに該当する場合には，解嘱することができる。 

① 本大学の指示に従わなかったとき。

② 研究員としての資質を欠き，研究等に適しないと認められたとき。

③ 疾病等のため研究等に従事できないと認められたとき。

④ 重大な違法行為があったとき。

⑤ その他前各号に相当する特別な理由があるとき。

（旅費交通費） 

第12条 研究員の出張旅費の取扱いは，別に定める。 

（社会保険） 

第13条 研究員の社会保険の適用については，日本私立学校振興・共済事業団に加入させることがで

きる。 

（労働保険） 

第14条 研究員の労災保険及び雇用保険の適用については，法令に基づくものとする。 

（発明等） 

第15条 研究員の発明等に関する取扱いについては，日本大学発明等に関する規程による。 

（所 管） 

第16条 研究員に関する事務は，本部においては研究推進部，学部等においては研究事務課，大学院

独立研究科においては当該研究科の事務を分掌する課等が行う。 

（内規等） 

第17条 この規程に関するその他の必要事項は，内規等で別に定めることができる。 

附    則 

この規程は，平成22年４月１日から施行する。 
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理工学部理工学研究所研究員の受入れに関する内規 

平成２０年 ３月１３日制定 

平成２０年 ４月  １日施行 

平成２４年 ７月１２日改正 

平成２４年 ４月 １日施行 

（趣 旨） 

第１条  この内規は，日本大学研究員規程第 17条に基づき，理工学研究所研究員（以下「研

究所研究員」という）の受入れについての必要事項を定める。 

（受入れ申請） 

第２条  研究所研究員の受入れを希望する場合，次の書類を整え，受入れ研究者が所属する

学科主任等所属長の了解を得て，理工学研究所長（以下「研究所長」という）に申請す

る。 

① 受入申請書

② 履歴書

③ 研究計画書

④ その他研究所が必要と認める書類

（受入れの決定） 

第３条 研究所研究員の受入れについては，理工学研究所運営委員会の議を経なければなら

ない。 

（委 嘱） 

第４条 研究所研究員の受入れは，担当会議で審議の上，担当・主任会議，教授会に報告し，

理工学部長の意見を聴いて研究所長が研究所研究員を委嘱する。 

（委嘱期間） 

第５条 研究所研究員の委嘱期間は，１年以内とする。ただし，当該研究プロジェクト等

が終了するまでの期間を限度として再委嘱を妨げない。 

（手当等） 

第６条 研究所研究員の手当等は，原則として当該研究プロジェクト予算から支出する。 

２ 研究所研究員の手当支給額は，月額５０万円を上限とし，毎月支給する。 

３ 通勤手当・退職金その他の手当は，支給しない。 

（旅費交通費） 

第７条 出張旅費交通費の支給は，日本大学出張旅費規程の助手扱いとする。 

（所 管） 

第８条 研究所研究員に関する事務は，研究事務課が行う。 

 附  則 

１ この内規は，平成 24年 4月 1日から施行する。 
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２ 平成 15年 4月 1日施行の日本大学理工学研究所研究員に関する内規及び平成 15年 4月

1日施行の日本大学理工学研究所研究員の手当等に関する取扱は，廃止する。 
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日 本 大 学 客 員 研 究 員 規 程 

平成20年２月１日制定

平成20年４月１日施行

平成22年３月５日改正

平成22年４月１日施行

（目 的） 

第１条 この規程は，日本大学（以下本大学という）における客員研究員に関する必要事項を定め，

もって本大学の学術研究の充実と推進を図ることを目的とする。 

（職 務）

第２条 客員研究員は，受入れに当たり定められた研究課題及び委嘱契約等に従い，本大学の学部

又は研究所等で研究活動を行う。 

２ 客員研究員の委嘱に当たっては，あらかじめ当該客員研究員に職務内容等を通知する。

（種類及び資格）

第３条 客員研究員の種類及び資格は，次のとおりとする。

① 上 席 客 員 研 究 員  本大学の教授相当の研究経験を有する者

② 客 員 研 究 員 当該研究を遂行できる研究経験を有する者

２ 研究遂行上必要な場合は，前項各号の名称に当該研究プログラムの略称を追加することができる。 

（受入条件） 

第４条 客員研究員は，原則として学外の研究機関等に所属している専任の研究者で，次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

① 本大学との契約等に基づいて国外の大学から本大学に派遣され，本大学で研究に従事する研究

者 

② 国外の研究機関等からの推薦に基づき，本大学に招へいされ研究に従事する研究者

③ 国又は地方自治体などの公的機関からの推薦に基づき，本大学に招へいされ研究に従事する研

究者 

④ 本大学専任教職員が共同研究により受け入れ，本大学で研究に従事する研究者

⑤ その他本大学の招へいに基づき研究に従事する研究者

（申 請） 

第５条 客員研究員の受入れを希望する研究者は，所定の書類により所属長に申請するものとする。

（委 嘱） 

第６条 所属長は，諸会議等の議を経て，客員研究員を委嘱する。 

（委嘱期間） 

第７条 客員研究員の委嘱期間は１年以内とする。ただし，再委嘱を妨げない。 

（経 費） 

第８条 客員研究員に関する経費は，別に定める。 

（諸規程等の遵守） 

第９条 客員研究員は，研究等に従事するに当たり，本大学の諸規程等を遵守しなければならない。 

（解 嘱） 

第10条 客員研究員が，次の各号のいずれかに該当する場合には，解嘱することができる。 
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① 本大学の指示に従わなかったとき。

② 客員研究員としての資質を欠き，研究等に適しないと認められたとき。

③ 疾病等のため研究等に従事できないと認められたとき。

④ 重大な違法行為があったとき。

⑤ その他前各号に相当する特別な理由があるとき。

（発明等） 

第11条 客員研究員の発明等に関する取扱いについては，日本大学発明等に関する規程による。 

（所 管） 

第12条 客員研究員に関する事務は，本部においては研究推進部，学部等においては研究事務課，大

学院独立研究科においては当該研究科の事務を分掌する課等が行う。

（内規等） 

第13条 この規程に関するその他の必要事項は，内規等で別に定めることができる。 

附    則 

この規程は，平成22年４月１日から施行する。
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理工学部客員研究員受入れに関する内規 

平成２０年 ３月１３日制定 

平成２０年 ４月 １日施行 

平成２４年 ７月１２日改正 

平成２４年 ４月 １日施行 

（趣 旨） 

第１条  この内規は，日本大学客員研究員規程第 13条に基づき，理工学部及び短期大学部

（船橋校舎）において研究に従事する客員研究員（以下「学部客員研究員」という）の

受入れについての必要事項を定める。 

（受入れ申請） 

第２条  学部客員研究員の受入れを希望する場合，次の書類を整え，受入れ研究者が所属す

る学科主任等所属長の了解を得て，理工学部長（以下「学部長」という）に申請する。 

① 受入申請書

② 履歴書

③ その他学部が必要と認める書類

（受入れの決定） 

第３条 学部客員研究員の受入れについては，理工学部研究委員会の議を経なければならな

い。 

（委 嘱） 

第４条  学部客員研究員の受入れは，担当会議で審議の上，担当・主任会議，教授会に報告

し，学部長が学部客員研究員を委嘱する。 

（委嘱期間） 

第５条  学部客員研究員の委嘱期間は，１年以内とする。ただし，再委嘱を妨げない。 

（経 費） 

第６条  学部客員研究員に係る経費は，原則として本人負担とする。ただし，当該学部

客員研究員の受入れに伴う経費を学外諸機関が支出するか，あるいは理工学部で既

に予算措置されている場合にはこの限りではない。 

（所 管） 

第７条 客員研究員に関する事務は，研究事務課が行う。 

 附  則 

１ この内規は，平成 24年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 15年 4月 1日施行の日本大学理工学部客員研究員に関する内規は，廃止する。 
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日本大学ポスト・ドクトラル・フェロー規程

平成20年２月１日制定

平成20年４月１日施行

平成22年３月５日改正

平成22年４月１日施行

（目 的） 

第１条 この規程は，日本大学（以下本大学という）におけるポスト・ドクトラル・フェロー（以下

ＰＤという）に関する必要事項を定め，もって本大学の若手研究者の育成と研究活動の充実を図る

ことを目的とする。 

（職 務）

第２条 ＰＤは，当該ＰＤを受け入れる研究者が行う研究プロジェクトにおいて，委嘱契約に基づき

一定の職務を分担して研究に従事する。

（研究プロジェクト）

第３条 この規程でいう，研究プロジェクトとは，次の各号のとおりとする。

① 公的資金等による研究プロジェクト

② 企業等からの委託による研究プロジェクト

③ 寄付による研究プロジェクト

④ その他所属長が認めた研究プロジェクト

（名 称） 

第４条 ＰＤの名称に，研究プロジェクト遂行上の必要に応じて，当該研究プログラムの略称を追加

することができる。 

（資 格） 

第５条 ＰＤは，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

① 博士の学位を取得した者

② 人文・社会科学の分野にあっては，前号のほか，博士の学位を取得した者に相当する能力を有

すると認められる者 

（申 請） 

第６条 ＰＤの受入れを希望する研究者は，当該研究プロジェクトの研究代表者の同意を得た上，所

定の書類により所属長に申請するものとする。

（委 嘱） 

第７条 所属長は，審査選考の上，諸会議等の議を経て，ＰＤを委嘱する。 

（委嘱期間） 

第８条 ＰＤの委嘱期間は，１年以内とする。ただし，当該研究プロジェクトの終了を限度として再

委嘱を妨げない。 

（契 約） 

第９条 ＰＤの委嘱に当たっては，書面により個別の契約を締結する。 

（手当等） 

第10条 ＰＤの手当等は，原則として当該研究プロジェクト予算から支出する。 

２ ＰＤの手当の額等については，別に定める。 
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（諸規程等の遵守） 

第11条 ＰＤは，研究等に従事するに当たり，本大学の諸規程等を遵守しなければならない。 

（解 嘱） 

第12条 ＰＤが，次の各号のいずれかに該当する場合には，ＰＤを解嘱することができる。 

① 当該研究プロジェクトが終了，廃止又は中止となったとき。

② 本大学の指示に従わなかったとき。

③ ＰＤを受け入れた研究者の指示に従わなかったとき。

④ 疾病等のため，研究等に従事できないと認められたとき。

⑤ 重大な違法行為があったとき。

⑥ その他前各号に相当する特別な理由があるとき。

（旅費交通費） 

第13条 ＰＤの出張旅費の取扱いは，別に定める。 

（社会保険） 

第14条 ＰＤの社会保険の適用については，日本私立学校振興・共済事業団に加入させることができ

る。 

（労働保険） 

第15条 ＰＤの労災保険及び雇用保険の適用については，法令に基づくものとする。 

（発明等） 

第16条 ＰＤの発明等に関する取扱いについては，日本大学発明等に関する規程による。 

（所 管） 

第17条 ＰＤに関する事務は，本部においては研究推進部，学部等においては研究事務課，大学院独

立研究科においては当該研究科の事務を分掌する課等が行う。

（内規等） 

第18条 この規程に関するその他の必要事項は，内規等で別に定めることができる。 

附    則 

この規程は，平成22年４月１日から施行する。
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日本大学理工学部ポスト・ドクトラル・フェローに関する内規 

平成20年3月13日制定 

平成20年4月 １日施行 

（趣 旨） 

第１条  この内規は，日本大学ポスト・ドクトラル・フェロー規程第 18 条に基づき，理工学部におけ

るポスト・ドクトラル・フェロー（以下ＰＤという）に関する必要事項を定める。 

（研究プロジェクト） 

第２条 日本大学ポスト・ドクトラル・フェロー規程第３条第４項に基づく研究プロジェクトとは，研

究委員会及び担当会議で審議の上，理工学部長が決定したものとする。 

（資 格） 

第３条 ＰＤは，次の各号に該当する者とする。 

① 博士の学位を取得した者

② 採用初年度の4月１日現在で満４０歳未満の者

（申  請） 

第４条  ＰＤの受入れを希望する場合，次の書類を整え，受入れを希望する研究者が所属する学科主任

等所属長の了解を得て，理工学部長に申請する。 

① 受入申請書

② 履歴書

③ 学位（博士）取得証明書（初回のみ）

④ その他学部が必要と認める書類

（委 嘱） 

第５条  ＰＤの受入れは，研究委員会「専門委員会」で検討し，研究委員会並びに担当会議で審議の上，

担当・主任会議，教授会に報告し，理工学部長がＰＤを委嘱する。 

（委嘱期間） 

第６条  ＰＤの委嘱期間は，１年以内とする。ただし，当該研究プロジェクトの終了を限度として再委

嘱を妨げない。 

（手当等） 

第７条 ＰＤの手当等は，原則として当該研究プロジェクト予算から支出する。ただし，当該ＰＤの受 

入れに伴う経費が，理工学部で既に予算措置されている場合にはこの限りではない。 

２ ＰＤの手当支給額は，月額３５万円を上限とし，毎月支給する。 

３ 通勤手当・退職金その他の手当は，支給しない。 

４ ＰＤの勤務時間は，原則として週４日，２８時間を超えないものとする。 

（旅費交通費） 

第８条  出張旅費交通費の支給は，日本大学出張旅費規程の助手扱いとする。 

（宿 舎） 

第９条 外国よりＰＤを招へいする場合は，ＰＤの来日までに理工学部が適当な宿舎（笠原記念館等）

を確保するものとする。 
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附      則 

１ この内規は，平成２０年４月１日から施行する。 

２ この内規は，平成２０年度新規採用者から適用し，平成１９年度以前の採用者については当該研究

プロジェクト終了まで現行の例によることができる。 

３ 平成１５年４月１日施行の日本大学理工学部ポスト・ドクターに関する内規及び平成１５年４月１

日施行の日本大学理工学部ポスト・ドクターの手当等に関する取扱は，廃止する。 
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日本大学リサーチ・アシスタント規程 

平成20年２月１日制定

平成20年４月１日施行

平成22年３月５日改正

平成22年４月１日施行

（目 的） 

第１条 この規程は，日本大学（以下本大学という）におけるリサーチ・アシスタント（以下ＲＡと

いう）に関する必要事項を定め，もって本大学の若手研究者の育成と研究活動の充実を図ることを

目的とする。 

（職 務） 

第２条 ＲＡは，当該ＲＡを受け入れる研究者が行う研究プロジェクトにおいて，委嘱契約に基づ

き研究活動の補助的業務に従事する。 

（研究プロジェクト） 

第３条 この規程でいう，研究プロジェクトとは，次の各号のとおりとする。 

① 公的資金等による研究プロジェクト

② 企業等からの委託による研究プロジェクト

③ 寄付による研究プロジェクト

④ その他所属長が認めた研究プロジェクト

（名 称） 

第４条 ＲＡの名称に，研究プロジェクト遂行上の必要に応じて，当該研究プログラムの略称を追加

することができる。 

（資 格） 

第５条 ＲＡは，本大学の大学院研究科博士後期課程に相当する学生とする。 

（申 請） 

第６条 ＲＡの受入れを希望する研究者は，当該研究プロジェクトの研究代表者の同意を得た上，所

定の書類により所属長に申請するものとする。 

（委 嘱） 

第７条 所属長は，審査選考の上，諸会議等の議を経て，ＲＡを委嘱する。 

（委嘱期間） 

第８条 ＲＡの委嘱期間は，１年以内とする。ただし，当該研究プロジェクトの終了を限度として再

委嘱を妨げない。 

（契 約） 

第９条 ＲＡの委嘱に当たっては，書面により個別の契約を締結する。 

（手当等） 

第10条 ＲＡの手当等は，原則として当該研究プロジェクト予算から支出する。 

２ ＲＡの手当の額等については，別に定める。 

（諸規程等の遵守） 

第11条 ＲＡは，職務に従事するに当たり，本大学の諸規程等を遵守しなければならない。 
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（解 嘱） 

第12条 ＲＡが，次の各号のいずれかに該当する場合には，ＲＡを解嘱することができる。 

① 当該研究プロジェクトが終了，廃止又は中止となったとき。

② 本大学の指示に従わなかったとき。

③ ＲＡを受け入れた研究者の指示に従わなかったとき。

④ 疾病等のため職務に従事できないと認められたとき。

⑤ 重大な違法行為があったとき。

⑥ 休学又は退学したとき。

⑦ 学則に違反する行為があったとき。

（旅費交通費） 

第13条 ＲＡの出張旅費の取扱いは，別に定める。 

（労働保険） 

第14条 ＲＡの労災保険及び雇用保険の適用については，法令に基づくものとする。 

（発明等） 

第15条 ＲＡの発明等に関する取扱いについては，日本大学発明等に関する規程による。 

（所 管） 

第16条 ＲＡに関する事務は，本部においては研究推進部，学部等においては研究事務課，大学院独

立研究科においては当該研究科の事務を分掌する課等が行う。 

（内規等） 

第17条 この規程に関するその他の必要事項は，内規等で別に定めることができる。 

附    則 

この規程は，平成22年４月１日から施行する。 
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理工学部リサーチ・アシスタントに関する内規 

平成２０年 ３月１３日制定 

平成２０年 ４月 １日施行 

平成２４年 ７月１２日改正 

平成２４年 ４月 １日施行 

（目 的） 

第１条  この内規は，日本大学リサーチ・アシスタント規程（以下「規程」という）第 17

条に基づき，理工学部におけるリサーチ・アシスタント（以下「ＲＡ」という）に関す

る必要事項を定める。 

（研究プロジェクト） 

第２条 規程第３条第４項に基づく研究プロジェクトは，理工学部研究委員会（以下「研究

委員会」という）及び担当会議の議を経て，理工学部長（以下「学部長」という）が決定

したものとする。 

（資 格） 

第３条 ＲＡは，日本大学大学院理工学研究科博士後期課程に在籍する学生とする。 

（申  請） 

第４条  ＲＡの受入れを希望する場合，次の書類を整え，受入れを希望する研究者が所属す

る学科主任等所属長の許可を得て，学部長に申請する。 

① 受入申請書

② 履歴書

③ その他学部が必要と認める書類

（受入れの決定） 

第５条 ＲＡの受入れについては，研究委員会の議を経なければならない。 

（委 嘱） 

第６条  ＲＡの受入れは，担当会議で審議の上，担当・主任会議，教授会に報告し，学部長

が委嘱する。 

（委嘱期間） 

第７条  ＲＡの委嘱期間は，１年以内とする。ただし，当該研究プロジェクトの終了を限度

として再委嘱を妨げない。 

（手当等） 

第８条 ＲＡの手当等は，原則として当該研究プロジェクト予算から支出する。 

２ ＲＡの手当支給額は，月額８万円とし，毎月支給する。 

（旅費交通費） 

第９条 出張旅費交通費の支給は，「日本大学理工学部学生の国内外における学会参加等に

伴う経費補助に関する取扱要項」に準ずる。 

（所 管） 
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第 10条 ＲＡに関する事務は，研究事務課が行う。 

 附  則 

１ この内規は，平成 24年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 11 年 4 月 1 日施行の日本大学理工学部リサーチ・アシスタントに関する内規及び

平成 11年 4月 1日施行の日本大学理工学部リサーチ・アシスタントに関する細則は，廃

止する。 
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(目　　的）

　とする。

納品書等へ押印する。なお，検収が困難な物件の場合は管財課と請求元が協議

( 調 達 主 管 課 ）

第２条 調達の取扱いを主管する課は，管財課とする。

（発注及び検収）

第 ３ 条 物 件 の 発 注 及 び 検 収 は ， 管 財 課 が 行 う 。
（ 発 注 の 委 託 ）

第４条 管財課は，次の各号のいずれかに該当する場合には，調達規程第１２条

ことができる。

① １点又は一式の取得価額が５万円未満（税込み）の軽易な物件

日本大学理工学部調達の取扱いに関する要項

平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ９ 日 制 定

平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 施 行

の上，検収を行うものとする。

（ 調 達 の 検 証 ）

( 検 収 方 法 ）

を委託することができる。この場合の一取引先合計額は３０万円未満（税込み）

２ 前項による検収を行う場合は，前条第２項で定める発注者以外の者を検収者

第６条 前条第２項に定める検収者は，大学が定める検収印を使用し，検収時に

② 緊急を要する場合

③ その他必要と認められた場合

２ 前項第１号又は第３号による発注を行う場合は，発注者を定め，管財課に申

請，登録しなければならない。

（ 検 収 の 委 託 ）

に定め，管財課に申請，登録しなければならない。

第５条 前条第１項各号に該当する物件又は検収を委託することが相当である物

件を検収する場合には，管財課は，調達規程第３８条に基づき，請求元に検収

第１条 この要項は，日本大学調達規程（以下調達規程という）に基づき，理工

学部における固定資産及び物品（以下物件という）の調達手続に関しての必要

事項を定める。ただし，図書の調達については，別に定める日本大学図書管理

第１項に基づき，発注を請求元又は研究者等（以下請求元という）に委託する

規 程 に よ る。

※対象となる研究費（1ページ）は，発注及び
　検収の委託ができません
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（ 取 扱 等 ）

この要項は，平成２２年４月１日から施行する。

第７条 管財課は，調達手続後，物件の管理状況を適宜検証するものとする。

第８条 この要項に関するその他の必要事項は，別に定めることができる。

　　　　附　　　　　　則
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（平成24年12月13日教授会報告）

参考資料
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 平成１９年９月２０日 

各学科教室主任 殿 

各 専 攻 主 任 殿 

各コース主任 殿 

各 課 長 殿 

管 財 課 

ソフトウェアの調達に係る手続きの変更について（依頼） 

 標記の件につきまして，ソフトウェア管理のより徹底化を図るため，調達に際しまし

ては，下記に従い手続き方お願いいたしたく，事情ご理解の上ご協力いただけますよう

よろしくお願いいたします。 

記 

１ 実施時期 平成 19 年 10 月 1 日以降の調達入力分より 

２ 調達方法 ①ソフトウェアを単独に導入（購入等）する場合は，他の物品と混在さ 

せず，ソフトウェアのみでの調達をお願いします。 

なお，この場合インストール先のパソコンについて調達依頼書備考欄 

に理工学部ＩＴ資産管理番号並びに次の事柄を記載してください。 

(1) 機器備品及び用品のパソコンの場合は，その区別及び資産（管理） 

番号。 

(2) 消耗品のパソコンの場合は，消耗品パソコンの旨。 

(3) 貸借品のパソコンの場合は，そのリースラベル（オレンジ色）に

記載されている整理番号。 

②ソフトウェアが，パソコン導入（購入等）時に既にプリインストール

されている場合は，従来どおりの方法で結構です。

３ 添付書類 ①ソフトウェアを単独に導入（購入等）する場合は，見積書及び請求書 

等につきましても，他の物品と混在させず，ソフトウェア分のみでの 

作成方業者あて依頼してください。 

②ソフトウェアが，パソコン導入（購入等）時に既にプリインストール

されている場合は，従来どおりで結構です。

③導入形態に係らずソフトウェアを導入（購入等）する全ての場合は，

そのソフトウェアのメーカー名，ソフト名，ヴァージョン及びエディ

ションが記載されている書類（カタログ，仕様書，箱など）のコピー

を必ず添付してください。

以 上 
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予算管理ＷＥＢシステム 

取扱い説明書



１ 予算管理ＷＥＢシステムにアクセスします。 

  アドレス：https://bc.adm.nihon-u.ac.jp 

２ 理工学部をクリックします。 
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ユーザＩＤ，パスワードを入力し，

ログインします。 
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予算管理ＷＥＢシステムの取扱いについて 

１ 科目と経路区分について 

予算管理ＷＥＢシステムでは，科目によって入力画面，作成する書類及びその処理

経路は異なります。 

   管財経路・会計経路毎に入力します。 

①管財経路（調達依頼書） → 消耗品費，印刷製本費，修繕費，業務委託費，

賃借料，機器備品費 等 

②会計経路（支払依頼書） → 通信運搬費，旅費交通費，手数料・報酬，会合

費，雑費，図書費，人件費 等 

２ 発生源の追加・変更について 

   発生源の追加・変更を要する場合，「発生源登録願い」（様式 1）にて会計課へ申請し

ます。追加・変更手続き完了後，会計課から当該部署へ連絡します。 

３ 実行区分について 

   実行区分とは代金の支払方法を意味します。 

① 総合振込 → 通常の業者支払 

② 一般振込 → 公共料金等相手方指定の振込用紙による支払 

③ 給与振込 → 雇用契約に基づく人件費の支払 

④ 現 金 → 現金 

⑤ 教職員振込 → 個人への支払 

⑥ 科研費教職員振込 → 科研費による個人への支払

⑦ 科研費総合振込  → 科研費による通常の業者支払 

⑧ 科研費現金 → 科研費による現金 

⑨ 科研費給与振込  → 科研費による雇用契約に基づく人件費の支払 

⑩ 振 替 → 理工学研究所の施設利用料，笠原記念館使用料， 

日本大学事業部（保険料） 

※ 科研費間接経費は，⑥～⑨を使用しません。 

４ 相手先（取引先）について 

   相手先とは，取引先（物品の購入先あるいは代金支払先）を意味します。 

相手先  →　業者又は学生学会参加等に係る登録済みの学生・外部者 

教職員  → 本学部教職員 

５ 相手先（取引先）の追加・変更について 
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相手先の追加・変更を要する場合（新規登録あるいは名称・振込口座変更等），「取

引先登録願い」（様式 2）にて会計課へ申請します。追加・変更手続き完了後，会計課

から当該部署へ連絡します。 

６ 詳細ボタンについて（入力していただきますようご協力お願いします。） 

①相手方の請求書番号（英数字 11桁）を入力します。

②消費税区分を選択します。

課税８％ → 通常，海外出張等における国内空港施設使用料（成田空港，

羽田空港等） 

その他  → 外国での取引，外国旅費，科研費及び厚生労働科研費 

③抽出 1・2・3 → 抽出欄は，科研費等の分類に使用しています。

（修正・加筆一切不可） 

④固定資産情報 → 用品・機器備品に関する品名コード等を選択します。

７ 申請書類の修正等について 

発生源で入力したデータは，承認権限者（調達担当者，教室主任等）へ送信前であ

れば何回でも修正できます。 

但し，承認権限者へデータを送信した後は，一切修正はできません。この場合，速

やかに承認権限者等へ連絡し，当該データの返却を受け，データを修正することとな

ります。 

８ 予算の超過等について 

予算管理ＷＥＢシステムでは，枠予算・大科目予算・配分先予算・種別（目的）予

算の合計オーバー時には，メッセージが表示され，予算執行はできません。 

   この場合，当該予算執行者は所属部署責任者と確認の上，会計課へ問合せ願います。 

   また，適切な科目が表示されていない場合も会計課へ問合せ願います。 
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予算管理ＷＥＢシステム取扱説明書 補足・追加事項 

＜調達入力＞ 

１ 理由欄の入力について 

調達依頼書の理由欄は，予算種別執行の妥当性を判断する大切な項目です。正確に

詳細まで入力してください。 

例：学内外から給付を受けた研究費等：当該研究に直接必要な経費に使用 

･･････研究のために使用のパソコン修理 

実験に必要な材料であっても，･･････研究の為の･･････実験に使用の為等，

できるだけ具体的に記入してください。 

２ 相手先（取引先）について 

発注先，相手先は両方とも必ず入力してください。 

立替えの場合は，発注先は「諸口」，相手先は立替えた教職員名を選び入力してくだ

さい。 

３ 最低見積徴収業者数について 

① 消耗品費

（１）消耗品 

(ア)合計金額１０万円以上  購入希望業者１者１部 

 (イ)合計金額１００万円以上 購入希望業者，外１者各１部 合計２者 

（２）用品 

耐用年数が１年以上で，１点又は１式の単価（税込）が５万円以上 

２０万円未満（税込）のもの。 

(ア)合計金額１０万円以上 購入希望業者１者１部（備考欄に定価を記入したもの） 

   (イ)合計金額１００万円以上 購入希望業者，外１者各１部 合計２者 

② 機器備品

耐用年数が 1 年以上で，1 点又は 1 式の単価（税込）が２０万円以上

の機械装置，備品，標本模型等。

（１）合計金額１０万円以上 購入希望業者１者１部（備考欄に定価を記入したもの）

（２）合計金額１００万円以上 購入希望業者，外１者各１部 合計２者 

（３）合計金額５００万円以上 購入希望業者，外２者各１部 合計３者 

③ １点（式）が５万円（税込）以上の印刷製本費，修繕費，賃借費（リースを除く），

業務委託費 

（１）合計金額１０万円以上 購入希望業者１者１部（備考欄に定価を記入したもの）

（２）合計金額１００万円以上 購入希望業者，外１者各１部 合計２者 

（３）合計金額５００万円以上 購入希望業者，外２者各１部 合計３者 
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注意：１点又は１式の価格が 500 万円以上の機器備品，車輌，航空機，船舶舟艇

等の購入については，必ず事前に管財課へご相談ください。 

※１点又は１式の単価（税込）が５万円以上の場合でも，消耗品として扱う場合は，「相

当の理由」を調達依頼の理由欄に入力してください。 

４ 科目選択について 

複数件（消耗品に限る）ある場合，入力方法は以下のとおりとします。 

(1) 取りまとめて１行に入力する。 

科目は，金額の多い項目に該当する科目を選択して入力してください。また品

名は明細書の１行目を入力し，他・・点としてください。 

  注：立替（消耗品に限る）の場合も上記の入力となります。「立替明細書」を作成し，

合計金額で入力してください。 

「立替明細書」の様式は，別紙（140ページ）参照。

※尚，立替の場合は事前に管財課へ連絡し，購入後速やかに管財課の検収を受け

てください。 

※立替えた領収証については，その都度調達依頼書を作成してください。 

５ 修繕費について 

   修繕をする機器の固定資産番号を規格・型式欄に入力してください。 

＜支払入力＞ 

1 相手先（取引先）について 

相手先は必要事項ですので必ず入力してください。 

立替の場合は，立替えた教職員名を選び入力してください。 

2 予算行の入力について 

①旅費交通費

国内出張と海外出張では科目が異なりますので，ご注意ください。 

国内出張 → 学会出張，研究旅費，その他国内旅費  等 

海外出張 → 海外派遣研究旅費，その他海外旅費  等 

支払依頼書を入力する際に，摘要欄に日程･出張先を必ず入力してください。 

（例）４／１０～４／１２ 大阪 

 ４／１０～４／１４ 韓国    等 

海外出張旅費（航空運賃）には，国内空港施設使用料（成田空港，羽田空港等）が含まれ

ている場合があります。 

その場合，通常の海外出張旅費から国内空港施設使用料を除いたものと，国内空港施設使
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用料に行を分けて入力してください。 

（例：成田空港施設使用料 2,610 円，羽田空港施設使用料 2,670 円） 

通常の海外出張旅費の消費税区分は「その他」 

国内空港施設使用料の消費税区分は「課税８％」としてください。 

②立替

支払依頼書を入力する際に，摘要欄に領収書の日付又は実施日を必ず入力してください。

学内外からの給付を受けた研究費，助成金及び補助金で立替払いをした場合，支払依頼書

の備考欄に相当の理由を入力してください。 
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区分 新　規 変　更 削　除

1 予算部署名 （コード） 　 名称

2 氏名 （コード） 　 氏名

3 （コード） （名称） （コード） （名称） （コード） （名称）

大 大 大

中 中 中

小 小 小

（コード） （名称） （コード） （名称） （コード） （名称）

大 大 大

中 中 中

小 小 小

（コード） （名称） （コード） （名称） （コード） （名称）

大 大 大

中 中 中

小 小 小

（コード） （名称） （コード） （名称） （コード） （名称）

大 大 大

中 中 中

小 小 小

登録日

□
更新日

（様式１）

発　生　源　登　録　願　い

　下記のとおり，登録方を申請いたします。

記

会　計　課　　御　中

平成　　年　　月　　日

印学科教室主任

　

　

予算種別

配分先

平成　　年　　月　　日

受付印

申請部署への連絡

会計課処理欄

執行予算

平成　　年　　月　　日
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(内線　　　　　　）

区分 新　規 変　更

1 取引先 教職員 業　者 （コード）

名称 （全角30字）

2 同上　略称 （全角8字）

3 フリガナ （半角40字）

4 郵便番号 －

5 住所１ （全角20字）

6 住所２ （全角20字）

7 ＴＥＬ － －

8 ＦＡＸ － －

9 業種コード

10 担当者

【振込先】

コード コード

20 預金種別

21 口座番号

22 口座名義 （全角30字）

23 フリガナ （半角40字）

※　証憑書類 □

登録日

□
更新日

19

（変更の場合，取引先名称・コードと変更部位のみを記入してください。）

（様式２）

取　引　先　登　録　願　い

　下記のとおり，登録方を申請いたします。

記

会　計　課　　御　中

平成　　年　　月　　日

印

　

平成　　年　　月　　日

　

　

当座・普通

名　称

平成　　年　　月　　日

　

　

　

　

　

　

　

受付印 申請部署への連絡

会計課処理欄

名　称

振込銀行 銀行名 支店名
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